
【法務省】

規制・制度改革に係る対処方針 (平成22年 6月 18日 閣議決定)
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規制口制度改革に係る対処方針(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制改革事項_ 対処方針 実施時期

2.ライフイノベーション分野

⑨

EPAに基づく看護師、介護福祉士候
補者今の配慮 (受験回数、試験問題
の漢字へのルビ等 )

看護師国家試験及び介護福祉士試験において使用されている難解な用語の取
扱いについて、平易な日本語に置き換えても現場に混乱を来さないものについ
て用語の置き換えや漢字へのルビ記載ができないかなど、試験委員会におい
て検討を行い、試験問題作成に反映。

平成22年度中措置 法務省、外務
省、厚生労働
省

受験機会の拡大については、今後の検討課題とする。 逐次検討

既に就労・研修を行つている看護師候補者及び介護福祉士候補者に対する日
本語習得支援策の更なる充実。

平成22年度中措置

4。 その他分野

(金融)

①

特定融資枠契約 (コミットメントライン)

の借主の対象範囲の拡大
特定融資枠契約 (コミットメントライン)に関する借り手側の理解度ロニーズにつ
いて、借り手側の属性 (事業体・規模等)別に当該借り手側を代表する団体及び
借り手側の業種等を所管する省庁からヒアリング等を実施するとともに、併せて
貸し手側からもヒアリングを実施し、その結果を踏まえ検討の上、結論を得る。

平成22年度調査・検
討・結論

金融庁、法務
省



【法務省】
(その他 )

③

高度外国人材の受入促進のためのポ
イント制度の導入

第4次出入国管理基本計画において、今後5年程度で検討することとしている、
現行の基準でも就業可能な在留資格が付与される高度外国人材に対するポイ
ント制を活用した出入国管理上の優遇制度の導入について検討し、結論を得
る。

平成22年度中検討・

結論
法務省、厚生
労働省

また、現行の基準では学歴や職歴等で要件が満たせず就業可能な在留資格が
付与されない高度外国人材についても、ポイント制を活用することなどにより要
件を見直し、就業可能な在留資格が付与できる制度の導入について、我が国
の労働市場や産業ミ国民生活に与える影響等を勘案しつう検討し、結論を得
る。            i

平成22年度検討開
始「平成23年度中結
論    r

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年 0月 10日1閣議決定)
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所管省庁
番号 事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1 既定の改革の実施時期を前倒しする事項

<医療・介護>
17 :内外に開かれた医療先進国。日本J

に係る査証発給要件等の緩和・外国
人医師の国内診療等―医療のために
来日する外国人を受け入れる国際医
療交流への取組等Ю

短期滞在ビザにおいて、商用、観光とともに、「医療J目 的を明示する。医療百
的の短期滞在ビザについては、受診する外国人本人のほかに、必要に応じ同
行者にも発給の便宜を図るよう、平成22年中に所要の措置を行う。
また、入院して治療を受けるなど入国当初から長期間の滞在を予定している外
国人の在留資格め取扱いを明確化し、円滑に入国できるよう、平成22年中に所
要の措置を行う。

平成22年中措置 外務省
法務省



別表25分野を中心とした需要ご雇用創出効果の高い規制・制度改革事項

<医療・介護>

15 「内外!子開かれた医療先進国・日本」
に係る査証発給要件等の緩和・外国
人医師の国内診療等―医療のために
来日する外国人を受け入れる国際医
療交流べの取組等くD(再掲)

短期滞在ビザにおいて、商用、観光とともに、「医療」目的を明示する。医療目
的の短期滞在ビザについては、受診する外国人本人のほかに、必要に応じ同
行者にも発給の便宜を図るよう、平成22年中に所要の措置を行う。
また、入院して治療を受けるなど入国当初から長期間の滞在を予定している外
国人の在留資格の取扱いを明確化し、円滑に入国できるよう、平成22年中に所
要の措置を行う。

平成22年中措置 外務省
法務省

<国を開く経済戦略>
29 高度外国人材の受入促進のためのポ

イント制度の導入
0第4次出入国管理基本計画において、今後5年程度で検討することとされて
いる、現行の基準でも就業可能な在留資格が付与される高度外国人材に対す
るポイント制を活用した出入国管理上の優遇制度について、平成22年度中に検
討した結論を得る。
②上述の優遇制度のうち、配偶者の就業・家事使用人の帯同等については、平
成22年度中に検討を開始する。

0平成22年度検討・

結論
②平成22年度検討
開始

法務省
厚生労働省

38 専門学校を卒業した留学生が就労可
能な在留資格を申請する際の要件の
緩和

留学生の就職支援のため、専門学校を卒業した留学生が単純出国してしまつた
場合でも、既に取得している「専門士Jの資格をもって就労可能な在留資格を申
請することについて、平成22年度中に検討し、結論を得る。

平成22年度検討・結
論

法務省

【法務省】
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【法務省】

規制1制度改革に係る方針(平成23年 4月 8日 閣議決定)

規制。制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制・制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

2.ライフイノベーション分野

③

医療行為の無過失補償制度の導入 誰にでも起こりうる医療行為による有害事象に対する補償を医療の受益者であ
る社会全体が薄く広く負担をするため、保険診療全般を対象とする無過失補償
制度の課題等を整理し:検討を開始する。

平成23年度検討開
始

厚生労働省、
法務省

また、同制度により補償を受けた際の免責制度の課題等を整理し、検討を開始
する。

平成23年度検討開
始

4.アジア経済戦略、金融等分野

471 人材分野

②

高度外国人材が両親を帯同させるごど
力tできる制度の整備

在留資格「家族滞在」の対象にするなど配偶者。子供に加え、高度外国人材本
人あるいは配偶者の両親を含め、帯同させることができるようにすることについ
て検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

法務省、厚生

労働省

③

海外大学新卒者への在留資格認定証
明書交付手続の迅速化

海外の大学を卒業する外国人学生についても、卒業見込証明書の提出で、在
留資格認定証明書の交付審査を開始し、その他の要件が満たされていれば、
卒業証明書の提出をもって在留資格認定証明書を発行することについて検討
し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

法務省

④

「パッケージ型インフラの海外展開』に
対応した、在留資格『研修」の見直し

パッケージ型インフラの海外展開のために、現地のパートナー企業から人材を
受け入れる企業により行われる研修が適正かつ円滑に実施できるよう関係省
庁間で協議の上、「非実務研修Jの範囲を具体的に例示し、公表するも

平成23年度措置 法務省、厚生
労働省

⑤

我が国の介護福祉士の国家資格を取
得した外国人が就労可能となる制度
の整備

EPAに基づき受け入れた外国人介護福祉士の就労状況や、この分野が国内
人材の重点的な雇用創出分野と位置付けられていることも踏まえながら、EPA
に基づく介護福祉士候補者以外の外国人が、我が国の大学等を卒業する等に
より、我が国の介護福祉士資格を取得した場合、介護福祉士として我が国で就
労できるよう:こ在留資格を新たに創設することについてその可否を含め検討す
る。

逐次検討



【法務省】

⑥

在留資格「投資。経営」の基準の明確
化

2名 以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役
員に就任しようとする場合、当該外国人全員に在留資格「投資日経営Jが付与で
きるような案件を具体的に例示し、公表する。

平成23年度措置 法務省、厚生

労働省

4-2.物流・運輸分野

⑭

CIQの合理化 複数府省にまたがる人の移動に伴うCIQ業務(動植物検疫を除く)に蘭氏 少数
の職員により対応が可能な場合において、運航前の事前調整や到着時の手続
の迅速化など機動性・効率性を高めるための方策について、関係府省が合同
で検討し結論を得る。

平成23年度検討・結
論

法務省、財務
省、厚生労働
省

4-3.金融分野

②

稚憤市場の活性lL及び国際化の推進
(社債管理者の設置 )

平成23年6月 を目途に取りまとめを行うとされている日本証券業協会可弼可市場
の活性化に関する懇談会」での議論を踏まえ、社債管理の在り方について検討
を行う。

平成23年度検討・結
論

金融庁、法務
省

4-5.住宅・土地分野

②

借地借家法における正当事由制度に
関する情報提供

賃質人による解約申入れ又は更新拒絶による借家契約の終了をめぐる民事上
の紛争の適切な解決に資するため、正当事由が問題となつた裁判例の整理・分
析等を行い、その結果をホームページで公表する等の情報提供を行う。

平成23年度可能な

限り速やかに措置
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「ハトミミ.ёom「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」
政刷新会議報告)

【法務省】

(平成22年 1月 12日 行

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「ハトミミ.com「国民の声Jの受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間」において提出された全国規模の規制改革要望を検討した結果、各府省において実施するとされた事項

8

登配完 了後に変付される書類の記載
内容の改善

登記所から登記完了後に交付される登記完了証の記載事項についく 登記記
録上の地積その他の事項を追加するなど、その拡充のための制度改正及びシ
ステム改修を行う。

平成 22年度 法務省

9

在留資格「企業内転勤Jの要件の見直
し                :

「企業内転勤Jの在留資格では、直近1年間に、我が日にある公私の機関の「外
国にある本店、支店その他の事業所Jに継続して勤務していることが上陸許可
の基準となつている力`、昨今の国際社会における企業活動の現状を踏まえ、こ
の外国にある事業所等での勤務経歴に、我が日にある公私の機関での勤務経
歴を通算できるよう、平成21年度中に所要の措置を講じることとする。

平成21年度 法務省

10

出入国管理の関係法令等のホーム
ペ■ジ上での公表方法の改善

2008年に地方入管局に通達した「大学における専攻科目と雨爾所正面膏石栗務
内容の関連性の柔軟な取扱いJに関しては、「入国・在留審査要領」と併せて内
容が把握できるものであることから、同要領の該当部分の内容も含めて同通達
内容をわかりやすく法務省ホームページ上に掲載する。

平成21年度 (措置
済)

法務省

任留頁格認定証明書交付手続の迅速
化の徹底

在留資格認定証明書交付手続の迅速化について地方入国管理官署に改めて
指示を行う。加えて、省令改正に伴い、新申請書様式による申請であり、かつ、
上場企業等又はそれらに準ずる規模等を有する企業等を雇用先とするものに
ついては、これまでより処理期間を短縮し、申請受理日から10日 程度をめどに
申請を処理することとする。    :

平成21年度 (措置
済)

法務省
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【法務省】
「ハトミミ.com「 国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについてJ(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間」において提出された全国規模の規制改革要望に対し、各府省において「検討」等を行うとされた事項

14

振膏株式発行会l■の組織再編に伴う
特別口座の口座管理機関の変更

組織再編を行う上場会社に限り特別口座の回座管理機関を変更する手続を創
設する上での問題点を把握の上、当該問題点に対する対処法の検討を行う。

平成22年度検討 法務省

15

外国人研修・技能実習制度の見直し 製造業の生産現場において多能工化が進んでいることを踏まえ、対象職種・作
業に限定せず、例え1ま、関連する複数職種について実習することを可能とし、評
価制度 (試験 )については中心となる対象職種について整備されていればよい
こととするよう、検討し、結論を得る。

平成21年度検討 結

論

法務省
厚生労働省

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成2?

年6月 18日 閣議決定)

『「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成22年 6月 18日 閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間(第 1回 )」において提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

13

人を死亡させた罪の公訴時効の改正
等           ・

公訴時効制度については、人を死亡させた罪のうち、殺人等死刑に当たるもの
について公訴時効の対象から除外し、懲役・禁錮に当たるものについて公訴時
効期間を延長する。

平成22年度
(措置済 )

法務省

「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間 (第 1回)Jにおいて提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

32

登記申請に添付する情報の簡素化 登記申請において、登記事項証明書等、登記所側で入手すること力i可能な情
報については、申請人に提供を義務付ける添付情報としないなどの取扱いにつ
いて検討を行う。

平成22年度検討開
始

法務省
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【法務省】:

「『国民の声集中受付月間(第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年 6月 18日 閣議決定)における決定内容

「全国規模の規制改革要望」に係る過去の未実現提案等のうち、各府省において実施するとされた事項

5

外国人漁船員の雇用条件の緩和 平成21年の通常国会において成立した入管法等一部改正法の施行に伴う上陸
基準省令等の一部改正 (平成22年7月 から施行)により、漁業協同組合を監理
団体として漁業を営む機関に技能実習生を受け入れることを可能とする。

平成22年度 法務省

「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針についてJ(平成″年6月 18日 閣議決定)における決定内容

15
鱚 難 霧認

学劃
=対

日本語教育機関等で字ぶ就字生に対して、申請に基づき、原則として1週当た
り28時間以内の資格外活動を包括的に許可するよう検討を行い、結論を出す。

平成22年度検討・結
論

法務省

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日 閣
議決定)」

「『国民の声J規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針(平成23年4月 8日 閣議決定)Jにおける閣議決定内容

「国民の声」に提出された提案のうち、各府省において『検討」等を行うとされた事項

10

振賛―股質の供託の対象への追加 国(日本銀行日供託所)が供託物としての振替一般債を適正に受F―
が、法令及びシステム上許容されるのかということにういて、その費用対効果
等に鑑み、関係省庁及び関係機関で検討を行い、結論を得る[

平成23年度検討・結
論

金融庁
法務省
財務省

14

外国人又は外国法人による土地取得
等の制限に関する検討

外国人又は外国法人による土地取得等を制限することについては、関係府否=
庁が連携して検討することが必要であるが、その前提として、外国人土地法に
ついての従前の経緯及び諸外国の類似の法制につき調査を行い、結論を得
る。

平成22年度検討開
始・

平成23年度結論

法務省
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規制・制度改革に係る対処方針 (平成22年 6月 18日 閣議決定)

【外務省】

規制・制度改革に係る対処方針 (平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容 ｀
所管省庁

番 号 規制改革事項 対処方針 実施時期

2.ライフイノベニション分野

③

l内外に開かれた医療先進国。日本J

に係る査証発給要件等の緩和・外国
人医師の国内診療等
―医療のために来日する外国人を受
け入れる国際医療交流への取組等―

短期滞在ビザにおいて、商用、観光とともに、「医療」目的を明示する。医療目
的の短期滞在ビザについては、受診する外国人本人の他に、必要に応じ同行
者にも発給の便宜を図る。

平成22年度中措置 外務省

医師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化や2年間という年
限の弾力化を図るなど、制度・運用を見直す。またご国内での診療について、臨
床修練目的の場合だけでなく、医療技術の教授目的の場合や国際水準の共同
研究目的の場合にも認めるための制度改正を行う。

平成22年度中検討、
結論

厚生労働省

看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進するため、手
続の簡素化を図るなど、制度口運用を見直す。

平成22年度中検討、
結論

⑨

EPAに基づく看護師、介護福祉士候
補者への配慮 (受験回数、試験問題
の漢字へのルビ等 )

看護師国家試験及び介護福祉士試験において使用されている難解な用語の取
扱いについて、平易な日本語に置き換えても現場に混乱を来さないものについ
て用語の置き換えや漢宇へのルビ記載ができないかなど、試験委員会におい
て検討を行い1試験問題作成に反映。

平成22年度中措置 法務省、外務
省、厚生労働
省

受験機会の拡大については、今後の検討課題とする。 逐次検討

既に就労・研修を行つている看護師候補者及び介護福祉士候補者に対する日
本語習得支援策の更なる充実。

平成22年度中措置
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【外務省】

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年 9月 10日 閣議決定)
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新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 (平成22年9月 10日 閣議決定)における決定内容

所管省庁
事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1既定の改革の実施時期を前倒しする事項

く医療・介護>
17 「内外に開かれた医療先進国・日本J

に係る査証発給要件等の緩和・外国
人医師の国内診療等―医療のために
来日する外国人を受け入れる国際医
療交流への取組等Ю

短期滞在ビザにおいて、商用、観光とともに、「医療J目 的を明示する。医療目
的の短期滞在ビザについては、受診する外国人本人のほかに、必要に応じ同
行者にも発給の便宜を図るよう、平成22年中に所要の措置を行う。
また、入院して治療を受けるなど入国当初から長期間の滞在を予定している外
国人の在留資格の取扱いを明確化し、円滑に入国できるよう、平成22年中に所
要の措置を行う。

平成22年中措置 外務省
法務省

別表25分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項

く医療・介護>
15 「内外に開かれた医療先進国口日本」

に係る査証発給要件等の緩和・外国
人医師の国内診療等―医療のために
来日する外国人を受け入れる国際医
療交流への取組等くⅨ再掲)

短期滞在ビザにおいて、商用、観光とともに、「医療」目的を明示する。医療目
的の短期滞在ビザについては、受診する外国人本人のほかに、必要に応じ同
行者にも発給の便宜を図るよう、平成22年中に所要の措置を行う。
また、入院して治療を受けるなど入国当初から長期間の滞在を予定している外
国人の在留資格の取扱いを明確イヒし、円滑に入国できるよう、平成22年中に所
要の措置を行う。

平成22年中措置 外務省
法務省



【外務省】

規制・制度改革に係る方針(平成23年4月 8日 閣議決定)

規制・制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制。制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

3.農林口地域活性化分野

⑩

中国人訪 日査証の要件等の見直し 国際観光客誘致のため、中国人についての査証の発給要件など、訪日査証の

在り方について、検討する。

平成23年度措直 外務省

4.アジア経済戦略、金融等分野

4-1.人材分野

⑦

査証の発給要件の見直 し等 時代の状況や査証発給実務の実態を踏まえ、発給要件の見直し、一部の査証
発給に要する期間の適正化及び相談窓口対応の向上など、査証発給を円滑化
することについて検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

外務省

4-2物 流:運輸分野

②

認定事業者 (AEO)制度の改善 特例輸入者が特例申告を利用する場合の財務上の担保 要件の緩和につい
て、適正な租税債権確保の観点も踏まえつつ、検討し結論を得る。

平成23年度検討・結
論

財務省

アメリカ、EU等の各セキュリティ対策(24時間ルール、10+2ルール等)が、我が

国のAEO事業者について緩和されるよう、関係省庁間で適宣連携し、交渉を継
続する。

逐次実施 財務省、経済
産業省、外務
省

審査・判定基準及び運用の標準化・統一化・透明化について、税関ごとの対応
が異なることにより利用者の利便性が損なわれることがないよう、より=層周知

徹底する。

平成23年度措置 財務省
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【外務省】

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成22
年6月 18日 閣議決定)

“

目

事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

『「国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「全国規模の規制改革要望」に係る過去の未実現提案等のうち、各府省において実施するとされた事項 ′

6

総合評価方式の導入の推進 在外公館施設の新営工事において、総合評価方式の導入を行う。 平成21年度
(措置済 )

外務省
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【財務省】

規制・制度改革に係る対処方針(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制改革事項 対処方針 実施時期

4,その他分野

(物流 )

①

輸出通関!=おける保税搬入原則の見
直し

貿易円滑化の推進等の観点から、関税法上、保税地域に貨物を投入後に行う
こととされている輸出申告を、適正通関を確保しつつ、保税地域への貨物搬入
前に行えるよう検討する。その際、不正輸出及び消費税の不正還付抑止の観
点から、税関による申告受理及び貨物検査・許可は、コンテナヤード等保税地
域搬入後に行うこととする。
関連して、荷主の異なる貨物を保税地域外でヨンテナ詰めし、輸出通関するこ
とについても可能となるよう検討する。
保税地域搬入前の輸出申告を可能とすることに伴い、一層の迅速通関につな
がるよう、効果的・効率的な審査・検査を可能とする関連システムの改変・税関
の体制整備等を併せて検討するものとする。

平成22年度検討・結
論

財務省
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新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月 10日 閣議決定)

…63-

【財務省】

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 (平成22年 9月 10日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期

別表■ 既定の改革の実施時期を前倒しする事項

<国を開く経済戦略>
22 輸出通関における保税搬入原則の見

直し
0貿易円滑化の推進等の観点からt関税法上:保税地域に貨物を搬天覆百行
うこととされている輸出申告を、適正通関を確保しつう、保税地域への貨物搬
入前に行えるよう検討する。その際、不正輸出及び消費税の不正還付抑止の
観点から、税関による申告受理及び貨物検査・許可は、コンテナヤード等保税
地域搬入後に行うこととする。
関連して、荷主の異なる貨物を保税地域外でコンテナ詰めし、輸出通関するこ
とについても可能となるよう、検討する。
上記につき、平成22年度中に結論を得た上で、平成23年通常国会に法案を提
出する。
②保税地域搬入前の輸出申告を可能とすることに伴い、適正通関を確保しつ
つ、一層の迅速通関につながるよう、各種関の間での申告及び審査等に関す
る情報の更なる共有化や、効果的・効率的な審査J検査を可能とする関連シス
テムの改変・税関の体制整備等を併せて検討するものとする。

①平成22年度検討・
結論・平成23年通常
国会へ法案提出
②平成22年度検討・
結論

財務省



:【財務省】 :
別表25分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項

<国を開く経済戦略>
26 輸出通関における保税搬入原則の見

直し(再掲)

①貿易円滑化の推進等の観点から,関税法上、保税地域に貨物を搬入後に行
うこととされている輸出申告を、適正通関を確保しつつ、保税地域への貨物搬
入前に行えるよう検討する。その際、不正輸出及び消費税の不正還付抑止の
観点から、税関による申告受理及び貨物検査・許可は、コンテナヤード等保税
地域搬入後に行うこととする。
関連して、荷主の異なる貨物を保税地域外でコンテナ詰めし、輸出通関するこ
とについても可能となるよう、検討する。
上記につき、平成22年度中に結論を得た上で、平成23年通常国会に法案を提
出する。
②保税地域搬入前の輸出申告を可能とすることに伴い、適正通関を確保しつ
つ、一層の迅速通関につながるよう、各税関の間での申告及び審査等に関す
る情報の更なる共有化や、効果的・効率的な審査・検査を可能とする関連シス
テムの改変・税関の体制整備等を併せて検討するものとする。

①平成22年度検討・

結論・平成23年通常
国会へ法案提出
②平成22年度検討・

結論

省務財
　
　
　
　
　
．

27 内航機 ,外航機の取扱いについて 現在、国内線運航便と国際線運航便は、同一の機体であっても内変、外変と
いつた変更手続きが必要であり、この更新手続に時間がかかるため、効率的な
機材活用に支障を来している。したがつて、効率的な事業運営のための手続の
簡素化について、平成22年中に措置を講ずる。

平成22年中措置

●
● 認定事業者 (AEO)制度の改善 AEO制度について、適正通関を確保しつつ利用者の利便性向上等を図る観点

から、ベネフィットの追加を検討する。その際、AEO制度の運用面の簡便性等も
踏まえつつ、例えば利用者のコンプライアンスやセキュリティーといった点に応
じた取扱いについて考慮する。

平成22年度検討。結
論
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規制・制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制・制度改革事項 規制。制度改革の概要 実施時期

3.農林・地域活性化分野

⑥

酒類の卸売業免許の要件緩和 酒税の保全上問題を生じさせないことを前提として、地域資源 (農産物等)を原
料とした酒類の販売を行う事業者について、酒類やその営業方法等、一定の条
件を満たす場合には卸売業免許取得に係る年間販売基準数量の弾力的な運
用を行うことを検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

財務省

酒類卸売業への新規参入に関するニーズを踏まえた上で、需給調整要件を

「

和(免許枠の拡大、新たな免許区分の設定等)し、人的要件、場所的要件、経
営基礎要件の具備が確認され、洒税の保全上、問題がないと認められる場合
には、免許の付与について弾力的運用を講じることを検討し、結論を得る。
また、申請手続に関しても、免許枠に係る透明性の確保、提出書類の簡素化

等を図ることを検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

⑩

国藤線の入国時の税関検査の簡素化 入国時の一連の税関検査に関して、申請書提出の有無や旅券提示の有無を含
め、諸外国の対応状況を調査した上で 改ヽめて、当該税関検査の合理性につい
て検証し、結果を公表する。

平成23年度措置
′

財務省

4-2.物流・運輸分野

①

リターすフルバレット等の関税免除手
続の改善           、

リターナブルバレット等反復利用される容器にっいて、環境面及び企業のコスト
肖1減に資することから、普及に向け、輸出入時の免税手続についてより簡素化
させる。具体的には、全ての種類に対してリターナブルパレットを―欄にまとめ
て申告する方法、提出書類の簡素化、提出書類の重複を防ぐための税関同士
の情報の共有化と連携強化等につき、関連事業者の意見を踏まえ、検討し、結
論を得る。

平成23年度検討
論

財務省

´                :  【財務省】

規制・制度改革に係る方針(平成23年4月 8日 閣議決定)ヽ
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【財務省】

②

認定事業者 (AEO)制度の改善 特例輸入者が特例申告を利用する場合の財務上の担保 要件の緩和につい
て、適正な租税債権確保の観点も踏まえつつ、検討し結論を得る。

平成23年度検討・結
論

財務省

アメリカギEU等の各セキュリティ対策 (24時間ル=ル、10+2ルール等)が、我が
国のA匡0事業者について緩和されるよう、関係省庁間で適宜連携し、交渉を継
続する。

逐次実施 財務省、経済
産業省、外務
省

審査・判定基準及び運用の標準化L統一化・透明化について、税関ごとの対応
が異なることにより利用者の利便性が損なわれること力=ないよう、よリー層周知
徹底する。

平成23年度措置 財務省

③

富業区域外における通関業務の取扱
いの緩和

富業区域外における通関業務を行いやすくするための施策(例えば、輸出通関
に係る保税搬入原則の見直し後において、輸出申告後に船積港が変更された
場合に、許可を受けている区域内と許可を受けていない区域内の手続につい
て、「同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に

関連するもの (通関業法第9条ただし書)Jとして認める範囲の拡大や、通関業
者が新たな区域に進出しようとする場合の手続の更なる簡素化等)につき検討
し、結論を得る。     ‐

平成23年度検討・結
論

財務省

⑥

国際コンテナの国内利用の促進 輸出されるまでの一定期間内における免税コンテナの国内運送についての手
続を簡素化する。

平成23年度措置 財務省

「橋梁照査要領」の国際貨物限定条件を緩和し、特殊車両通行許可制度の基
準を統一する等、国際貨物と同じ手続で国内貨物を運送することについて、違
法積載車両の指導取締り強化、車種や経路の限定方法等を含めて検討を行
う。

平成23年度検討開
始

国土交 省通

①

CIQの合理化 複数府省にまたがる人の移動に伴うCIQ業務 (動植物検疫を除く)に関し、少数
の職員により対応が可能な場合において、運航前の事前調整や到着時の手続
の迅速化など機動性・効率性を高めるための方策について、関係府省が合同
で検討し結論を得る。

平成23年度検討・結 法務省、財務
省、厚生労働
省
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規制・制度改革に係る追加方針 (平成23年7月 22日 閣議決定)
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規制。制度改革に係る追加方針 (平成23年7月 22日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

規制・制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

1.グリーンイノベ,ション分野

一
③

固有林野における許可要件・基準の
見直し②

再生可能エネルギニ発電事業及び再生可能エネルギー発電附属のエネルギー
供給事業 (熱供給や蒸気供給等)に公共性口公益性を認めることも視野に入れ
つつ、これらの事業の用に国有林野を使用させる場合について明確化するよう
関係省庁間で検討・整理する。

平成23年度中検討・

結論

財務省、農林
水産省



【財務省】

⑨

補助金返運等の考え方の確認及び運
用実態を踏まえた適切な検討

補助金適正化法を所管する財務省や補助金を所管する省庁の間において、以
下の内容について確認する。
(a)収益納付条件は任意的補助条件であり、補助金適正化法第7条第2項にお
いても「補助金等の交付の目的に反しない場合に限り」納付すべき旨の条件を
附することが「できる」とされていること。すなわち、事後的に公益と私益の調整
を図る必要がないと考えられる場合、事業の性質によっては収益納付の条件を
附す必要がないこと。
(b)補助事業により取得し又は効用め増加した財産を使用したり、譲渡したり、
貸し付けたりする(財産処分する)場合であつても、必ずしも補助金等の返還を
必須としているものではないこと。すなわち、(i)各省各庁の長が、補助金等の
交付の目的に照らして、国庫納付を求めることなく財産処分の承認をすることが
できる場合には、その取得財産の処分に伴う収益の国庫納付を求める必要が
ないことや、(‖ )各省各庁の長が定める一定期間を経過した場合であれば、財
産処分に伴う収益の国庫納付を求める必要がないこと。また、補助金等の交付
の目的に反しない財産処分であれば、同法第22条違反に当たらないため、同条
違反として交付決定力t取り消されることはなく、補助金等の返還義務も生じない
こと。
(c)交付要綱は各省各庁が財務省に協議することなく独自の判断で定めるとい
う原則の下、各造各庁の判断により、補助金等連絡協議会の決定も踏まえつ
つ、交付要鋼に収益納付に係る規定や財産処分に伴う収入の国庫納付条件を
設けないことができること。

平成23年度中措置 財務省及び関
係省庁

各省各庁においては、収益納付や返還義務に係る運用実態、例えば、収益納
付を求めることによりかえつて補助金等の本来の目的の達成を阻害していない
かどうか等を把握した上で、上記解釈にのつとつて、各省庁が執行している補助
金等交付要綱中の収益納付や補助金返還等に係る規定の要否を検討し、その
結果に基づいて必要な措置をとる。また、省庁横断的に補助金の適正な執行と
運用を確保するため、関係省庁間にて、当該検討結果について情報の共有を
図る。

平成23年度中措置
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【財務省】

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成22
年6月 18日 閣議決定)

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

『国民の声集中受付月間(第 1回 )Jにおいて提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

14

景 気 動 同の IIB確に関するムダについ l冒内経済情勢報告」、「地域経済産業調査」でヒアリング対象となろて百石西語
等において、重複して同様のヒアリングを受けていることにより負担となっている
場合のヒアリング方法等について、当該企業等の要望も踏まえながら、一っの
省庁が代表的にヒアリングを実施する等の負担を緩和するための対応策を実
施し、これを通じて調査の一層の効率イヒを図る。

平成22年度 財務省
経済産業省

「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

『国民の声集中受付月間 (第 1回 )JI=おいて提出された提案のうち、各府省において「検討」等を行うとされた事項

6

種云保障及ひ祝に関わる番号制度の
導入

平成22年 2月 より「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」において、
社会保障及び税に関わる番号制度の導入を検討しており、複数の選択肢の整
理等行い、1年以内を目処に結論を得る。

平成22年度検討・結
論

内閣官房
総務省
財務省
厚生労働省

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )Jにおいて提出された提案等べの対処方針についてJ(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「全国規模の規制改革要望」に係る過去の未実現提案等のうち、各府省において実施するとされた事項

7

本 既 平 百 刀` γハ コヒ頁えう顔認 証 の

自動販売機の認証取り消し ミあ塩事 IⅧ 鰤 鶉 踊

顔認証方式のたばこ自動販売機については、未成年者を成人と誤認する事案
が発生していることから、平成22年3月 10日 に判定の変更を行い、未成年者を
成人と誤認することがないように改善をカロえた最新ソフトを搭載した自販機のみ
を顔認証方式の成人識別自販機として認めることとする。

平成21年度
(措置済 )

財務省



「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年 6月 18日閣議決定)における決定内容

「全国規模の規制改革要望」に係る過去の未実現提案等のうち、各府省において「検討」等を行うとされた事項

16

外貨・内貨扱いULDの手続きの見直
し

ULDのみを内買口外買の区分なく取り扱うことは、適当ではないが、ULDの特
殊性に鑑み、実質的に内際汎用性が高まるよう国内線・国際線の航空機への

搭載に関する手続等の簡素化を検討する。

平成22年度検討・結
論

財務省

【財務省】

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日 閣議
決定 )

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 3日閣議決定)における閣議決定内容

「国民の声Jに提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

9

税関の複数部署への「役員変更届」の
一本 1ヒ

保税蔵置場等の許可とAEO事業者の承認の役員変更に係る届出について、
一税関内での窓口を一本化するよう運用を改める。

平成23年度 財務省

10

輸出申告書における「仕向人住所氏
名」の定義の明確化

輸出申告書における「仕向人住所氏名Jの定義について明確にし、税関各署で
の解釈・運用が続―されるよう周知を徹底する。

平成23年度 財務省

「「国民の声」規制口制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日 閣議決定)における閣議決定内容

「国民の声Jに提出された提案のうち、各府省において「検討」等を行うとされた事項

10

振晉―股債の供託の対象への追加 国(日 本銀行。供託所)が供託物としての振替一般債を通正に受払保管すること
が、法令及びシステム上許容されるのかということについて、その費用対効果
等に鑑み、関係省庁及び関係機関で検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討。結
論

庁
省
省

融
務
務

金
法
財

15

航空機燃料税の申告手続の電子化 航空機燃料税の申告手続を電子化(ettax)す ることについて、実施するかどう
かを含め、検討する。

平成23年度検討開
始

財務省
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閣議決定)

【文部科学省】

明日の安心と成長のための緊急経済対策 (平成21年 12月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

事項名 規制・制度改革の概要 実施時期

幼保一体化を含めた保
育分野の制度・規制改
革

(ア )利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革
・利用者と事業者の間の公的契約制度の導入、保育に欠ける要件
の見直し、利用者補助方式への転換の方向など、利用者本位の制
度を実現する。また、保育料設定の在り方について、水準の在り方
も含め、制度設計の中で検討する。

新たな制度について平成22年前半を目
途に基本的な方向を固め、平成23年通
常国会までに所要の法案を提出する。

内閣府
文部科学省
厚生労働省

(イ )イコールフッティングによる株式会社・NPOの参入促進
・株式会社、NPO・ 社会的企業も含めた更なる参入促進を図るベ
く、客観的基準による指定制度の導入を検討する。

新たな制度について平成22年前半を目
途に基本的な方向を固め、平成23年通
常国会までに所要の法案を提出する。

内閣府
文部科学省
厚生労働省

・また、施設整備補助の在り方、運営費の使途範囲・会計基準等の
見直しについても、制度設計の中で検討する。

新たな制度について平成22年前半を目
途に基本的な方向を固め、平成23年通
常国会までに所要の法案を提出する。

内閣府
文部科学省
厚生労働省

(ウ )幼保一体化の推進
・上記制度における新たな給付体系の検討等とあわせて、認定こ
ども園制度の在り方など幼児教育、保育の総合的な提供 (幼保―
体化)の在り方についても検討し、結論を得る。

新たな制度について平成22年前半を目
途に基本的な方向を固め:平成23年通
常国会までに所要の法案を提出する。

内閣府
文部科学省
厚生労働省

-71-



| 【文部科学省】

規制・制度改革に係る対処方針(平成22年6月 18日 閣議決定)

規制 :制度改革に係る対処方針 (平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制改革事項 対処方針 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

⑫

国産木材の利用促進
(大規模木造建築物に

関する構造規制の見直
し)

耐火禰造が義務付けられる延べ面積基準及び、学校などの特殊建
築物に係る階数基準については、本材の耐火性等に関する研究の
成果等を踏まえて、必要な見直しを行う。

平成22年度中検討開始、結論を得次第措
置

国土交通省

現在、「子ども・子育て新システム検討会議Jにおいて、幼保一体化
を含む新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構
築に向けた検討が進められている。幼稚園の基準のあり方につい
ては、その検討結果も踏まえつつ、すべての子どもへの良質な成育
環境を保障するという視点に立って検討を行う。

新たな制度の検討結果を踏まえてすみや
かに検討・結論

内閣府
文部科学省
(厚生労働省 )

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月 10日 閣議決定)

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月 10日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期

別表25分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項

<保育その他>
39 安心こども基金を活用し

た幼保一体化に向けた
規制改革の推進

子ども・子育て新システムの基盤整備として、幼保一体化に向け、
安心こども基金における認定こども園の補助要件について以下のと
おり緩和を進める。
① 認定こども園整備事業費補助についても基金の期間中に幼保連
携型の要件を満たす保育所型、幼稚園型にも補助対象を拡大する
とともに、年齢要件の緩和(1歳児以上を受け入れれば可とする)を

進める。
②認定こども園事業費補助について、年齢要件の緩和(1歳児以
上を受け入れれば可とする)を進める。

平成22年度検討・結論 厚生労働省
文部科学省
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40 粟歴的保育事業 (保育
ママ)の連携先機関の拡
大

尿歴的保育事業 (保育ママ)については、現在、運携機関として認
可保育所又は児童福祉施設最低基準を満たす認可外保育施設を
確保することが求められているが、家庭的保育事業の普及促進を

鷺醜LI:翼稚鰍雲響訴写融下蔑L:毒期指
論を得る。

平成22年度中結論 厚生労働省ヽ

文部科学省

【文部科学省】

規制・制度改革に係る方針 (平成23年 4月 8日 閣議決定)
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8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

率 ロ

規制・制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

2_ライフイノベニション分野

②

医帥 小 足解 消 の ため の

教育規制改革
基礎医学研究者を含む医師不足や養成数の地域偏在といつた現丁
状認識を踏まえ、医学部やメディカルスクールの新設も含め検討
し、中長期的な医師養成の計画を策定する。

平成23年度措置 又部科字省
厚生労働省

3.農林・地域活性化分野

②

採回甲の産栗道産の世
界遣産への登録

稼働中の産業遺産の世界遺産登録に関して、関係雨百会議や有
~

識者会議の設置を含め、関係府省が一体となって検討を行うとともヽ

に、関係府省は、現行の文化財保護法に基づく保全方策以外の方
策について速やかに検討を開始し、できる限り早期に結論を得る。

平成22年度中に検討を開始し、平成23年
度中できる限り早期に結論

内閣冨房
文部科学省
経済産業省
国土交通省

4.アジア経済戦略、金融等分野

4-1.人材分野

①

インターナショナリレ・ス
クールに関する制度の
改善

各種字校の設置認可の弾力的な取扱いを促すよう措置を講じる[ 平成23年度措置 文部科学省



4-4.『分野

22

宇術用途における権利
制限の在り方の検討

科字振興や技術研究等に資するため、著作物の活用に向けて、学
術用途の定義について検討を行つた上で、権利制限の対象とすべ

きか否かについて検討を実施する。

平成23年度検討・結論 文 部 科 字 省

【文部科学省】

「「国民の声」集中受付月間(第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成
22年6月 18日 閣議決定)

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「「国民の声集中受付月間 (第 1回)Jにおいて提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間(第 1回 )」 において提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

33

教員養成課程の充実及
び教員免許更新制の見
直しについて

平成22年 6月 3日 に開催された第72回中央教育審議会総会におい
て、「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方
策について」に関し諮問を行つたところであり、教員養成課程や教員
免許更新制についても、その成果や課題を検証しつつ、新たな教員
の資質能力向上方策の内容及び移行方針を具体化する中で、その
在り方についても検討する。

平成22年度検討開始 文部科学省
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【文部科学省】

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日
閣議決定)―                           ■

-75-

「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「全国規模の規制改革要望Jに係る過去の未実現提案等のうち、各府省において実施するとされた事項

8

外国人の生活・就労に
必要な日本語等を習得
する機会の保障

足住外国人の子どもを含む外国人に対する日本語教育の在り方
等については、「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談
会」の委員の意見を踏まえ、定住外国人の子どもの教育等に関す
る基本方針として「文部科学省の政策のポイントJを取りまとめる。
そのうち、「生活者としての外国A」 :こ対する日本語教育の目標及

び標準的な内容等については、文化審議会国語分科会の日本語
教育小委員会における検討を踏まえ、各地域における現場の実情
に沿つた日本語教育を具体的に編成。実施する際の参考としても標
準的なカリキュラム案を取りまとめる。

平成22年度
(公表・措置済 )

文部科字省

9

社会福祉法人が運営す
る認定こども園が行う会
計処理の簡素化

社会福祉法人力`認定こども園を運営する場合においては、学校法
人会計基準によらず、法人として求められる社会福祉法人会計基
準により会計処理を行うことを可能とする。

平成22年度
(措置済)

文部科学省_

10

認定こども園の認定基
準の都道府県条例への
委任について

認定こども国の認定基準を都道府県の定める条例に委任する。 第 174回 国会法案提出 文部科学省
厚生労働省

「「国民の声J規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日 閣議決定)における閣議決定内容

「国民の声Jに提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

16

馨課塀雷彗語E『辱
『

的変更の対象範囲の拡
大

放射線発生装置の使用場所の一時的変更に関して、「直線加顧
置及びコッククロフト・ヮルトン型加速装置を塔槽類・配管類の非破
壊検査のために使用する場合Jについても届出による変更が可能と
なるよう対象範囲を拡大することについて、検討を行う。

平成23年度検討開始 文部科字省



明日の安心と成長のための緊急経済対策 (平成21年 12月 8日 閣議決定 )

`【厚生労働省】

明日の安心と成長のための緊急経済対策 (平成21年 12月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

事項名 規制。制度改革の概要 実施時期

幼保一体化を含めた保
育分野の制度,規制改
革

(ア )利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革
・利用者と事業者の間の公的契約制度の導入、保育に欠ける要件
の見直し、利用者補助方式への転換の方向など、利用者本位の制
度を実現する。また、保育料設定の在り方について、水準の在り方
も含め、制度設計の中で検討する。

新たな制度について平成22年前半を目
途に基本的な方向を固め、平成23年通
常国会までに所要の法案を提出する。

内閣府
文部科学省
厚生労働省

(イ )イコールフッテイングによる株式会社・NPOの参入促進
。株式会社、NPO・社会的企業も含めた更なる参入促進を図るベ
く、客観的基準による指定制度の導入を検討する。

新たな制度について平成22年前半を目

途に基本的な方向を固め、平成23年通
常国会までに所要の法案を提出する。

内閣府
文部科学省
厚生労働省

。また、施設整備補助の在り方、運営費の使途範囲。会計基準等の

見直しについても、制度設計の中で検討する。
新たな制度について平成22年前半を目
途に基本的な方向を固め、平成23年通
常国会までに所要の法案を提出する。

内閣府
文部科学省
厚生労働省

(ウ )幼保一体化の推進
口上記制度における新たな給付体系の検討等とあわせて、認定こ
ども園制度の在り方など幼児教育、保育の総合的な提供 (幼保―

体化)の在り方についても検討し、結論を得る。

新たな制度について平成22年前半を目
途に基本的な方向を固め、平成23年通
常国会までに所要の法案を提出する。

内閣府

文部科学省
厚生労働省
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【厚生労働省】

規制・制度改革に係る対処方針 (平成22年 6月 18日 閣議決定)
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規制・制度改革に係る対処方針 (平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制改革事項 対処方針 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

⑫

国産木材の利用促進
(大規模木造建築物に
関する構造規制の見直
し)

耐本構造が義務付けられる延べ面積基準及び、学校などの特殊建
築物に係る階数基準については、木材の耐火性等に関する研究の
成果等を踏まえて、必要な見直しを行う。

平成22年度中検討開始、結論を得次第措
置

国土交通省

難 舗 鷺 鰈 幌 野 馳 錫 饉 躍 桑舌雪棚 毀 炉
ては、その検討結果も踏まえつつ、すべての子どもへの良質な成育
環境を保障するという視点に立って検討を行う。

新たな制度の検討結果を踏まえてすみや
かに検討・結論

内閣府
文部科学省
(厚生労働省)

2.ライフイノベーション分野

①

保瞑外併用療養の範囲
拡大

現在の先進医療制度よりも手続が柔軟かつ迅速な新たな仕組みを
検討し、結論を得る。具体的には、例えば、再生医療等を含めた先
進的な医療や、我が国では未承認又は適応外の医薬品を用いるも
のの海外では標準的治療として認められている療法,或いは、他に
代替治療の存在しない重篤な患者に対する治験中又は臨床研究
中の療法の一部について、一定の施設要件を満たす医療機関にお
いて実施する場合には、その安全性口有効性の評価を厚生労働省
の外部の機関において行うこと等について検討する。

平成22年度中に結論

②

再生医療の推進

曇
に効率的に進めるかという観点も視野1主入れた検討を進める。

平成22年度中に結論 厚生労働省



③

ドラッグラグ、デバイスラ
グの更なる解消

未承認医療機器に対する薬事法の適用範囲を明確化させることで
臨床研究・治験を早期に実施する環境を整備する。具体的には、医
師主導の臨床研究については、「臨床研究に用いられる未承認医
療機器の提供等に係る薬事法の適用に関する考え方J(平成22年 3
月)が示されているが、開発メーカT等が未承認の医薬品又は医療
機器を複数の医師に提供して行うような臨床研究については、薬事
法の適用範囲を明確にするQ〔強 を作成し、周知する。

平成 22年度 中措置 厚生労働省

(独)医薬品医療機器総合機構 (PMDA)については、その審査体制
の強化が、我が国のドラッグラグ、デバイスラグを解消する方策の1

つとして指摘されていることを踏まえ、事業仕分け結果(平成22年4
月27日 )に基づき、その在り方について議論を深め、迅速かつ質の
高い審査体制を構築する観点からその審査機能を強化する。

平成22年度中に結論

薬事の承認審査にかかる手続きの見直し、ベンチヤー等の薬事戦
略相談の創設等を検討する。

平成22年度中に結論

他に代替治療の存在しない重篤な患者において、治験中の医薬品
を一定の要件のもとで選択できるよう、コンパッショネートユース(人

道的使用)の制度化について検討に着手する。

平成22年度検討開始

④

未承認の医療技術、医
薬品、医療機器等に関
する情報提供の明確化

未承認の医療技術、医薬品、医療機器等に関する情報提供の適正
な在り方について検討し、結論を得る。

平成22年度中に結論 厚生労働省

⑤

レセプト等医療データの

利活用促進 (傷病名統
一、診療年月日記載な
ど様式改善等 )

レセブト情報を一元化したデータベースについて、医師会、保険者、
大学や民間シンクタンク等の研究機関など幅広く第二者も利用でき
るよう利活用のルールを決定し周知する。

平成 22年度 中措置 厚生労働省

次期診療報酬改定 (平成24年4月 )に向けて、診療側、保険者、研
究者等の関係者により:審査・支払の効率性に加えてデータの利活
用の観点からも検討する場を設け、「ICD10コード」の採用を含めて
レセプト様式(DPCレセプト含む)の見直しを検討する。

平成23年度中に結論

【厚生労働省】

-78-



【厚生労働省】

⑥

1邸馨電量弊繹
導)

運隔医療が認められ得るべき要件及び処方せんの発行にかかる考
え方を明確化する。

運隔医療が認められ得るべき要件につい
ては平成22年度中措置、
処方せんの発行にかかる考え方について
は平成23年度中に結論

厚生労働省

診療報酬上の手当については、安全性・有効性等についてエビデン
スが得られた遠隔医療について、順次検討し、結論を得る。

診療報酬改定のタイミングで随時

特定健診に基づく保健指導におけるlCT(情報通信技術)を活用し
た遠隔面談については、実証デ=夕等を収集した上で、対面での指
導内容等との差異を検証し、制度の見直しについて検討する。

平成23年度中に結論

⑦

救急患者の搬送・受入
実態の見える化

救急搬送及び医療機関における受入体制を強化するためにI〔丁
正消防法により地域における救急搬送・受入状況を踏まえて実施
基準を策定することとされている都道府県が、実施基準を実効的な
ものとする上で必要な情報について消防機関の保有する救急搬送
のデータと医療機関が保有する予後のデータをリンクさせて総合的

駆≧鯉親翻 粍霧駆輩菫墓籠躍峯
進める。

年度検討開 総務省、
厚生労働省

③

「内外に開かれた医療先
進国。日本」に係る査証
発給要件等の緩和日外
国人医師の国内診療等
―医療のために来日す
る外国人を受け入れる
国際医療交流への取組
等―

短期滞在ビザにおいて、商用、観光とともに、「医療J目 的を明示す
る。医療目的の短期滞在ビザにういては、受診する外国人本人の
他に、必要に応じ同行者にも発給の便宣を図る。

平成22年度中措置 外務省

医師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化不雇再
間という年限の弾力化を図るなど、制度。運用を見直す。また、国内
での診療について、臨床修練目的の場合だけでなく、医療技術の
教授目的の場合や国際水準の共同研究目的の場合にも認めるた
めの制度改正を行う。

平成22年度中検討、結論 省労働生厚

看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進
するため、手続の簡素化を図るなど、制度。運用を見直す。

平成22年度中検討、結論
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【厚生労働省】

⑨

EPAに基づく看護師、介
護福祉士候補者への配
慮 (受験回数、試験問題
の漢宇への

'レ

ビ等)

看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進
するため、手続の簡素化を図るなど、制度・運用を見直す。

平成 22年度中検討 、結論 法務省、外務
省、厚生労働

省

受験機会の拡大については、今後の検討課題とする。 逐次検討

既に就労。研修を行つている看護師候補者及び介護福祉士候補者
に対する日本語習得支援策の更なる充実。

平成22年度中措置

⑩

ワクチン政策の見直し 予防接種法の抜本的な見直しの中で、予防接種の目的や基本的な
考え方、予防接種に関して評価・検討する組織の設置及びワクチン
の費用負担の在り方について検討する。

平成22年度検討開始 厚生労働省

①

医行為の範囲の明確化
(診療看護師資格の新
層gセ )

「特定看護師 (仮称)」 制度化に向けたモデル事業を早急に実施する
とともに、特定看護師の業務範囲、自律的な判断が可能な範囲等
について並行して検討する。

平成22年度中検討開始、平成24年度中
に結論

厚生労働省

⑫

医行為の範囲の明確化
(介護職による痰の吸
引、胃ろう処置の解禁
等)

医療安全が確保されるような一定の条件下で特別養護老人ホーム
の介護職員に実施が許容された医行為を、広く介護施設等におい
て、―定の知識・技術を修得した介護職員に解禁する方向で検討す
る。また、介護職員が実施可能な行為の拡大についても併せて検
討する。

平成22年度中検討・結論、結論を得次第
措置

厚生労働省

リハビリなど医行為か否かが不明確な行為について、必要に応じ、
検討・整理する。

平成22年度中措置

⑬

特別養護老人ホームヘ

の民間参入拡大 (運営
主体規制の見直し)

特別養護老人ホームヘの社会医療法人参入を可能とする方向で検
討し、結論を得る。

平成22年度中検討・結論、結論を踏まえ
対応に着手

厚生労働省

また、特別養護老人ホームの運営について、利益追求・利益処分の
在り方、措置入所の在り方や、基幹となる税制の在り方・廃業の際
の残余財産の処分等の在り方に関連し、特別養護老人ホームを社
会福祉法人が担っていることの意義や役割、社会福祉法人以外の
既存の法人形態を含め、社会福祉法人と同程度の公益性及び事業
の安定性・継続性を持つ法人の参入を可能とすることの是非につい
て検討する。

平成22年度中検討開始
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①

介護施設等の総量規制
を後押ししている参酌標
準の撤廃

参酌標準を撤廃し、第5期介護保険事業計画 (平成24～ 26年度)か
ら、各都道府県が地域の実情に応じて策定可能とする。

平成22年度中検討・結論、結論を得次第
措置

厚生労働省

⑮

訪間介護サービスにお
ける人員・設備に関する
基準の緩和 (サービス提
供責任者の配置基準 )

平成21年4月 からの基準緩和施行後の状況を検証するとともに、
モデル事業の実施結果も踏まえて、「

F活用状況や事務補助員等に
よる支援によって管理可能な範囲を明確化し、次期介護報酬改定
(平成24年4月 )に向けて、サービス提供責任者の配置基準の緩和
が可能かについて検討し、結論を得る。

平成23年度中検討・結論 厚生労働省
経済産業省

4。 その他分野

(金融)

③

l新しい/AN共」を支える金
融スキームの拡充 (いわ
ゆる信用生協の業務範
囲等に関する規制緩和)

一定の要件を満たす貸付事業を行う地域生協について、県域規師
を緩和することとし、省令改正を行う。

平成22年度措置 厚生労働省

(その他 )

③

高度外国人材の受入促
進のためのポイント制度
の導入

第4次出入国管理基本計画において、今後5年程度で検討菫
としている、現行の基準でも就業可能な在留資格が付与される高度
外国人材に対するポイント制を活用した出入国管理上の優遇制度
の導入にっいて検討し:結論を得る。

平成22年度中検討。結論 法務省、厚生
労働省

また、現行の基準では学歴や職歴等で要件が満たせず就業可罷百
在留資格が付与されない高度外国人材についても、ポイント制を活
用することなどにより要件を見直し、:就業可能な在留資格が付与で
きる制度の導入について、我が国の労働市場や産業、国民生活に
与える影響等を勘案しつつ検討し、結論を得る。

平成22年度検討開始・平成23年度中結論
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【厚生労働省】



新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 (平成22年 9月 10日 閣議決定)

【厚生労働省】

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月 10日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1 既定の改革の実施時期を前倒しする事項

<環境・エネルギニ>
16 保安法令の適用方法 業界から個別の具体的要望を踏まえ、労働安全衛生法に基づく許

可申請の一層の合理化について、平成22年度中に実施する。
平成22年度措置 厚生労働省

<医療・介護 >
18 ドラッグラグ、デノ`イスラ

グの更なる解消
薬亭の承認審査に係る手続きの見直しについて検討し結論を得た
上で、平成22年度中に薬事・食品衛生審議会の規程の必要な改正
を行う。

平成22年度中検討。結論・措置 厚生労働省

<国を開く経済戦略>
25 「内外に開かれた医療先

進国。日本Jに係る査証
発給要件等の緩和・外
国人医師の国内診療等
T医療のために来日す
る外国人を受け入れる
国際医療交流への取組
等―②

・医師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化や2
年間という年限の弾力化を図るとともに国内での診療について、臨
床修練目的の場合だけでなく、医療技術の教授目的の場合や国際
水準の共同研究目的の場合にも認めることについて、制度・運用の
見直しを早期に検討し、平成22年度中に結論を得て、できる限り平
成23年中に順ネ所要の措置を講ずる。
1看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進
するため、手続の簡素化を図ること等について制度・運用の見直し
を早期に検討し、平成22年度中に結論を得て、できる限り平成23年
中に順次所要の措置を講ずる。

平成22年度中検討・結論 _ 厚生労働省
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【厚生労働省|】

´

別表25分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項

く医療・介護>
16 訪間看護ステーションの

開業要件の緩和 (一人
開業の解禁 )

訪間看護ステーションがiE切にサービス提供を行えるよう、現行の
サテライト事業所や特例居宅介護サービス費の仕組み、事業形態
の在り方等、看護師等の人員基準を含め、訪間看護ステーションの
在り方について平成22年度中に検討を行い、結論を得る。

平成 22年度中検討・結論 厚生労働省

く観光振興をはじめとした地域活性化>
1 7 町家・吉民家を活用した

宿泊施設に対する旅館
業法の規制緩和

町家や吉民家を活用した宿泊施設について、玄関帳場の設置義務
など旅館業法に定めのある構造設備基準を緩和すること:こついて、
平成22年度中に検討を開始し、本年特区で措置した事例の検証を
行い、平成23年度以降早期に結論を得る.

平成22年度検討・平成23年度以降早期結
論

厚生労働省

18 農林漁家における「民
宿Jと「民泊」の区分の明
確化

有慣で不特定多数の他人を宿泊させる場合には民宿開業に伴う旅
館業の許可が必要であるが、教育旅行など生活体験等を行い、無
償で宿泊させる民泊の場合は、同法律の規定上適用除外であるこ
とを地方自治体に対して周知する。

平成22年度措置 厚生労働省

,19 晨業体験時の収穫野菜
等調理における食品衛
生法の規制緩和

晨業体験で収穫した野菜を料理して有償で提供するためには、食
品衛生法上の許可を取得する必要があるが、滞在中に提供する食
事が全て自炊や農家と共同調理の場合には許可不要として取り扱
い、明確化することについて、早期に検討し、平成22年度中に結論
を得る。

平成22年度検討・結論 厚生労働省

<国を開く経済戦略>
29 高度外国人材の受入促

進のためのポイント制度
の導入

0第4次出入国管理基本計画において、今後5年程度で検討する
こととされている、現行の基準でも就業可能な在留資格が付与され
る高度外国人材に対するポイント制を活用した出入国管理上の優
遇制度について、平成22年度中に検討し、結論を得る。
②上述の優週制度のうち、配偶者の就業・家事使用人の帯同等に
ついてIま、平成22年度中に検討を開始する。

0平成22年度検討・結論
②平成22年度検討開始

法務省

厚生労働省
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【厚生労働省】
<保育その他>
39 安心こども基金を活用し

た幼保τ体化に向けた
規制改革の推進

子ども。子育て新システムの基盤整備として、幼保一体化l=向 け、
安心こども基金における認定こども園の補助要件について以下のと
おり緩和を進める。
① 認定こども園整備事業費補助について、基金の期間中に幼保連
携型の要件を満たす保育所型、幼稚園型にも補助対象を拡大する
とともに、年齢要件の緩和(1歳児以上を受け入れれば可とする)を

進める。
② 認定こども園事業費補助について、年齢要件の緩和(1歳児以
上を受け入れれば可とする)を進める。

平成 22年度検討 厚生労働省
文部科学省

40 家庭的保青事業 (保育
ママ)の連携先機関の拡
大

家庭的保育事業(保育ママ)については、現在、連携機関として認
可保育所又は児童福祉施設最低基準を満たす認可外保育施設を
確保することが求められているが、家庭的保育事業の普及促進を
図るため、一定の条件を満たす幼稚園等についても、連携機関とし
て認めることとする。具体的な条件については、平成22年度中に結
論を得る。

成22年度中結論 厚生労働省
文部科学省

41 短時間勤務保育士につ
いて   ´

保育所における短時間勤務保育士の活用については、一定の条件
の下で常勤の保育士に代えて短時間勤務保育士を活用できる旨通
知されているところである力t、 平成22年度中に、この取扱いを改め
て周知徹底することとする。

平成22年度中措置 厚生労働省

円高ビデフレ対応のための緊急総合経済対策 (平成22年 10月 8日 閣議決定)

円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策(平成22年 10月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番 号 朝 名 規制改革の概要 実施時期

1 短時間勤務保育士につ

いて
保育所における短時間勤務保育士の活用については、二定の条件
の下で常勤の保育士に代えて短時間勤務保育士を活用できる旨通
知されているところであるが、平成22年 10月 中に、この取扱いを改
めて周知徹底することとする。

平成22年 10月 中措置 厚生労働省
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【厚生労働省】 ■
2 介護麗設等の総量規制

を後押ししている参酌標
準の撤廃

平成22年 10月 を目処に参酌標準を撤廃し、第5期介護保険事業計
画 (平成24～ 26年度)か ら各都道府県が地域の実情に応じて策定
可能とする。

平成22年 10月 中措置 厚生労働省

規制口制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)

規制・制度改革に係る方針 (平成23年 4月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制・制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

2.ライフイノベーション分野

①

医療法人の再生支援・

合併における諸規制の

見直し

国民冒保険制度を守ることを前提として、以下を行う。
① 医療法人と他の法人の役職員を兼務して問題ないと考えられる
範囲の明確化を図る。

平成23年度措置 厚生労働省

② 医療法人力`他の医療法人に融資又は与信を行うことを認めるこ
との必要性について検討する。

平成23年度検討、結論

③ 法人種別の異なる場合も含めた医療法人の合併に関するルー
ルの明確化や、医療法人が合併する場合の手続の迅速化について
検討する。

平成23年度検討、結論

②

医師不足解消のための
教育規制改革

基礎医学研究者を含む医師不足や養成数の地域偏在といつた現状
認識を踏まえ、医学部やメディカルスクールの新設も含め検討し、
中長期的な医師養成の計画を策定する。

平成23年度措置 文部科学省、
厚生労働省

③

医療行為の無過失補償
制度の導入

誰にでも起こりうる医療行為による有害事象に対する補償を医療の
受益者である社会全体が薄く広く負担をするためt保険診療全般を
対象とする無過失補償制度の課題等を整理し、検討を開始する。

平成23年度検討開始 厚生労働省、
法務省

また、同制度により補償を受けた際の免責制度の課題等を整理し、`

検討を開始する。
平成23年度検討開始
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④

希少疾病用医療機器の

市場導入促進に向けた

制度の整備

希少疾病用医療機器については、患者のベネフィットとリスクのパラ
ンスを勘案し、申請から承認までの期間のうち行政側として審査に
要する期間を1年以内とすべく、国内外の安全性データと有効性
データ(非臨床、臨床、文献)を基に承認審査を行うことについて検
討する。

平成23年度検討、平成24年度措置 厚生労働省

⑤

医療機器の改良改善に
係る一部変更承認申請
不要範囲の拡大

医療機器における改良改善については、承認書の記載が求められ
る事項について、一部変更承認を不要とし、軽微変更届の提出にて
手続が完結する、若しくは届出が不要となる範囲の更なる明確化を
検討することによりヽ 実質的な範囲の拡大を図る。あわせて、軽微
変更届による変更の適正な実行を担保するとともに、類似品目で共
通の変更がある場合の合理的な運用について検討する。

平成23年度検討、結論 厚生労働省

⑥

医療機器における品目
ごとのQMS調査制度の

見直し

企業側及び調査側双方の負担を軽減するため、医療機器における
品目ごとのQMS調査の中で、調査手法や提出資料の見直し及び、
PMDA、 都道府県、登録認証機関といった複数の調査機関の調査
結果の相互活用など調査の改善を図る。

平成23年度措置 厚生労働省

⑦

医薬品。医療機器におけ
るイノベーションの適切
な評価の実施

診療報酬点数や保険医療材料の償還価格については、平成24年
度の診療報酬改定におし`ても、関係学会の要望や、業界との対
話、価格調査等を踏まえ、引き続き細分化や機能区分の適正化に
ついて検討を行う。

平成23年度検討、結論 厚 生労働省

③

口入所系サービスの 介護保険施設等の施設・入居系サービスと居宅系サービスの在り
方についてご介護保険施設等の機能の現状と、「ケア付き住宅」の
最近の動向を踏まえ、諸外国の例も含めて調査研究する。

平成23年度中検討開始 厚生労働省、
国土交通省

高齢者専用住宅等については、保証されるサービスが不明確に
なつているので、「ケア付き住宅」を、常時ケアが提供される体制の
もの、あるいは、24時間常駐・見守りのある体制のものと、そうでな
いものについて整理する。 、

平成23年度中措置

【厚生労働省】
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⑨

居宅サービス事業所に
おける統合サービスの
運営

居宅サービス事業所を統合運営できるように人員基準を緩和し、基

幹の施設サービスや居宅介護サービスに附帯して、単体では人員
基準を満たさない場合でも、介護保険サービスとして提供可能とす
ることについて検討し、結論を得る。

平 成 23年度 中検 討・結論 厚 生労働省

小規模多機能型居宅介護の地域密着型4施設併設で認められてい
る職員の行き来 (兼務)や、施設・設備の兼用などを、適正な範囲で
その他のサービスに拡大することについて検討し、結論を得る。

3年度中検討・結論月t2平

⑩

特別養護老人ホームの
医療体制の改善

特別養護老人ホ■ム等の医務室は医療法上の診療所でありfその
構造等が全ての被保険者に対して開放されている等必要な要件を
満たす場合には、保険医療機関として指定を行うことが可能である
との解釈の周知徹底を図る。

平成23年度中措置 厚生労働省

①

介護保険の指定を受け
た事業所の活用

設備資源をいかすため、「デイサービス」の終了後に学童児童の延
長学童として利用するなど、適切な目的で介護保険サービス指定
事業所を活用することは可能であることを周知徹底する。

平成23年度中措置 厚生労働省

⑫

給付限度額を超えて利
用する場合の利用者負
担の見直し

通常の月とは異なる緊急時サービス、あるいは、事業所特定加算
等一定の加算の取扱いなど限度額については、利用者間の公平や
財源を配意しつつ、社会保障審議会介護給付費分科会における次
期介護報酬改定の検討過程で検討し、結論を得る。

平成23年度中検討 :結論、結論を得次第
措置

厚生労働省

⑪

「介護サービス情報の公
表J制度の見直し

介護サービス情報公表制度を見直し、調査の義務付けを廃止する
など、事務の軽減を図り、手数料によらずに運営できる新しい情報
公表の仕組みを構築する。

平成23年度中措置 厚生労働省

⑭

訪間介護など居宅サー
ビスにおける運営基準
等の解釈の標準化

各サTビスにおける法解釈に係る判断基準の明確化を図り、標準
化に取り組む。

平成23年度中措置 厚生労働省

⑮

陣害者自立支援法の移
動支援事業 (地域生活
支援事業)を居宅介護事
業者が行う際の人員要
件の見直し

移動支援の在り方に関する議論を踏まえつつく居宅介護事業所の
サ=ビス提供責任者が居宅介護等のサービス提供時間内に移動 ヽ

支援事業に従事することを可能とする方向で検討し、結論を得る。

平成23年度中検討・結論、結論を得次第
措置

【厚生労働省】
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【厚生労働省】

①

障害者の雇用・就労促
進のための多様な働き
方の支援策の強化

雇用・就労を促進するため、多様な働き方を支援する環境整備を行
うための方策について検討し、結論を得る。

平成23年度中検討、平成24年度中を目途
に結論

内閣府、厚生

労働省

①

安心こども基金の補助
対象範囲の拡大等

各自治体における待機児童解消に向けた取組が更に進むよう、安
心こども基金の助成対象、事業内容、補助基準等の在り方につい
て、保育サービスの質の確保に留意しつつ検討し、結論を得る。

平成23年度 中検討・結論 厚生労働省

①

放課後児童クラプの開
所時間の延長

放課後児童クラプの開所時間の延長等、地域の実情や保護者の就
労状況に即した放課後児童クラブの促進について、平成23年度より
実施する。

平成2o年度措置 厚生労働省

3農林口地域活性化分野

①

EU諸国からの牛、羊、
ヤギ由来のレンネットの
輸入禁上の解除

EU諸国からの牛、羊、ヤギ由来のレンネットの輸入禁止について、
解除に向け検討し結論を得る。

平成23年度中検討・結論 厚生労働省

4アジア経済戦略、金融等分野

4-1.人材分野

②

高度外国人材が両親を
帯同させることができる
制度の整備

在留資格「環族滞在」の対象にするなど配偶者。子供に加え、高度
外国人材本人あるいは配偶者の両親を含め、帯同させることができ
るようにすることについて検討し、結論を得る。

平成23年度検討 。結論 法務省、厚生
労働省

④

「パッケージ型インフラの
海外展開」に対応した、
在留資格「研修Jの見直
し

パッケージ型インフラの海外展開のために、現地のパートナー企業
から人材を受け入れる企業により行われる研修が適正かつ円滑に
実施できるよう関係省庁間で協議の上、「非実務研修」の範囲を具
体的に例示し、公表する。

平成23年度措置 法務省、厚生

労働省
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【厚生労働省】

⑤

我が国の介護福祉士の
国家資格を取得した外
国人が就労可能となる
制度の整備

EPAに基づき受け入れた外国人介護福祉士の就労状況や、この分
野が国内人材の重点的な雇用創出分野と位置付けられていること
も踏まえながら、EPAに基づく介護福祉士候補者以外の外国人
が、我が国の大学等を卒業する等により、我が国の介護福祉士資
格を取得した場合、介護福祉士として我が国で就労できるように在
留資格を新たに創設することについてその可否を含め検討する。

次検討 法務省、厚生
労働省

⑥

在留資格「投資日経営J

の基準の明確化

構 糧講 ≧雲舗鼻讚鯛謙 躙
る。

平成23年度措置 法務省、厚生
労働省

4-2物 流・運輸分野

⑭

CIQの合理化 複数府省にまたがる人の移動に伴うCIQ業務(動植物検疫を除く)

に関し:少数の職員により対応が苛能な場合において、運航前の事
前調整や到着時の手続の迅速化など機動性・効率性を高めるため
の方策について、関係府省が合同で検討し結論を得る。

平成23年度検討 。結論 法務省、財務
省、厚生労働
省    ‐

-89-



4-6.その他分野

①

（

食品添加物の指定手続
の簡素化・迅速化

厚生労働省は国際汎用添加物45品 目の内、いまだ食品健康影響
評価の依頼を行つていない9品目の食品添加物について、早急に
評価依頼資料を取りまとめ、食品安全委員会に正式に評価依頼を
行う。食品安全委員会はこれを正式に受理し、審議を速やかに開始
する。

平成23年 4月 中措置 内閣府、厚生

労働省

食品安全委員会は以下 (1)、 (2)の要件を満たす食品添加物の食
品健康影響評価を行うに際しては、客観的かつ中立公正な評価に
よる食品の安全性の確保を前提として、「」ECFAの安全性評価が終
了し、欧米諸国で長期間使用が認められているいわゆる国際汎用
添加物(国際汎用香料を除く。)については、最新の科学的知見も
調査した上で、原則として」EёFA及び欧米諸国で行われた評価書
に基づく評価(評価書評価)を行う。」という「添加物に関する食品健
康影響評価指針 (平成22年 5月 食品安全委員会策定)」 に記載する
考え方を徹底する。

(1)国際的に安全性評価が終了し、二定の範囲で安全性が確認さ
れているもの
(2)欧米で広く使用が認められており国際的必要性が高いもの

平成23年度中措置 内閣府

食品安全委員会に正式な評価依頼をするために必要となる資料に
ついて、早期に食品安全委員会の評価プロセスに移行するための
より具体的なガイダンスを策定する。

平成23年度中措置 内閣府、厚生
労働省

食品安全委員会事務局と厚生労働省の連携を強化するための具
体策を策定する。

平成23年度中措置 生厚府

省
閣
働

内
労

【厚生労働省】
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【厚生労働省】

規制・制度改革に係る追加方針 (平成23年 7月 22日 閣議決定)

規制・制度改革に係る追加方針 (平成23年7月 22日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制・制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

2.ライフイノベーション分野

①

地壌医療計画における
基準病床等の見直し

識が国の病床数や医師数の状況を踏まえ、二次医療囲内の市町
村長の同意の下、病床数の削減が達成できた場合には、病床数過
剰な他の二次医療日での増床も認めることも含め、地域医療計画
について、地域の実情に応じて都道府県の主体的判断が発揮でき
るよう、制度の弾力的な運用を検討する。

平成23年度検討 厚生労働省

医療法人等が痢院又は診療所を別の医療法人等に事業譲渡する
際に、事業醸渡前と病床種別ごとの病床数の増加がない場合は勧
告の対象外であること等勧告の対象外となる事例を改めて周知す
る。

平成23年度措置

②

教急救命士のニーズの

把握
敏急散命士の就職先に関する情報を養成所から志願者に周知する
よう指導するとともに、医療機関において救急救命士の採用希望の
有無を調査する。

平成24年度措置 厚生労働省

③

高額療養費制度の見直
し

かかつた疾病の種類にかかわらず、長期にわたる慢性期の療養の
際の負担をより軽減できる制度となるよう、高額療養費制度におけ
る外来診療の現物綸付化を行う。

平成24年度措置 厚生労働省

更なる負担軽減策については、社会保障・税一体改革成案(平成23
年6月 30日政府・与党社会保障改革検討本部決定)を踏まえ、検討
する。

平成23年度検討
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ヽ
④

一般用医薬品のイン

ターネット等販売規制の
見直し

0安全性を確保する具体的な要件の設定を前提に、第二類医薬
品以外の薬局口薬店による郵便等販売、及びその他の工夫も含め、
当面の合理的な規制の在り方について検討し、可能な限り、早期に
結論を得る。

平成23年度検討開始 厚生労働省

② なお、医薬品の販売・流通規制の在り方については、今後の環
境変化に対応し、断続的に検討・見直しを行う。

逐次実施

③ 第一類から第二類のリスク区分についても、不断の見直しを行
つ。

逐次実施

④ 一般用医薬品を安全・安心・円滑に供給する観点から、薬剤師
等の合理的かつ適切な対面販売の実施状況、円滑供給への寄与
度等について検証する。

ヽ

⑤経過措置期間中の副作用発生状況等を検証し、上記②の断続
的な検討・見直しの内容に反映する。

平成23年度以降検討開始

⑤

地域における包括的
サニビスにおける事業
者間連携の柔軟化

法人格を持たない民法上の組合や有限責任事業組合による事業
の実施については、地域主権戦略大綱 (平成22年6月 22日 閣議決
定)に基づき、今国会で成立した『介護サービスの基盤強化のため
の介饉保険法等の一部を改正する法律Jにおいて、申請者の法人
格の有無に関する基準が『従うべき基準Jとされたところであり、本
法の施行状況について検証する。

平成23年度以降検討 厚生労働省

⑥

ショートステイに係る基
準の見直し

単独型のショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)

については、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法律 (平成23年法律第37

号)Jにおいて、利用定員数は「標準Jとされ、人員配置基準は「従う
べき基準」とされたところであり、その施行状況について検証する。

平成23年度以降検討 厚生労働省

特別養護者人ホームや認知症対応型共同生活介護の短期利用事
業における運用等を踏まえ、有料老人ホーム等、特定施設入居者
生活介護の空室における短期入所生活介護の短期利用について、
検討を行い、結論を得る。

平成23年度中検討・結論、平成24年度措
置
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【厚生労働省】

⑦

地域密着型サービス利
用の例外の適用の見直
し

地域密着型サービスについて、他市町村にある事業所の利用が可
能となる例外については既に制度化されているところであるが、一

日介護保険の特長である「サービスの選択Jに資するよう、現場の

実情を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

平成23年度中措置 厚生労働省

③

ホテルコストロ補足給付
の適正化

社会保障害議会介護保険部会において、補足給付について、入所
前の世帯の所得状況を勘案するとともに、ホテルコスHこついて介
饉保険施設の多床室においても適正額を徴収す●きであるとの意
見が出されたこと等を踏まえ、捕足給付やホテルコストの将来的な
在り方について社会保障と税の一体改革の議論と併せて検討す
る.

平成23年度以降検討 厚生労働省

⑨

社会福祉法人以外の保
青所運営事業者の会計
報告手続の簡素化

保爾所運営事薬者の会計については、イコールフッテイングによる
株式会社・NPO等の多様な主体の参入促進の観点から、会計基準
を法人類型ごとの会計ルールに従わせ、一層の簡素化を進める方
向で検討し、結論を得た上で実施する。

子ども・子育て新システム実施時を目途に
措置

厚生労働省

⑩

保育所運営費の使途制
限の見直し

保育所運営費の使途範囲の具体的な在り方については、事業者に
自由度を持たせ、一定の経済的基礎の確保等を条件に、他事業ヘ

の活用を可能とすることなどを検討し、結論を得た上で実施する。

子ども。子育て新システム実施時を目途に
措置

厚生労働省

⑪

保育士試験受験要件等
の見直し

認可外保育施設で―定期間保育に従事した者を対象に含めること
や、勤務実績に応じ一定の科目免除を行う等、保育士試験の受験
資格に関しての見直しを子ども・子育て新システムの検討と併せて
検討し、見直し可能な内容を整理の上、実施する。

子ども・子育て新システム実施時を目途に
措置

厚生労働省

⑫

肪間看腰ステーションの
開葉要件の見直し

病院、移療所、一定以上の人員を有する肪間看讀ステーションと適
切に連携を図ることで24時間対応を可能とするなど、サービスの安
定的な提供及び安全性の確保に配慮しつつ、一定の要件の下で指
定訪問看護事業所の人員基準の見直し(1人又は2人 )について検
討し、結論を得る。
なお、東日本大震災の被災地においては、指定訪問看膜事業所の
人員基準を満たさない事業所に対し、市町村の判断で保険給付を
行う措置を特例的に認めたところであり、人員基準の見直しに当
たつては、当核措置の実施状況も踏まえて検討する。

平成23年度検討・結論 厚生労働省
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【厚生労働省】

⑬

医薬品及び医療機器の
審査手続の見直し

医薬品及び医療機器の審査手続の一層の明確化、透明化を図る。
同時に、医薬品及び医療機器の開発、承認の在り方全体を検EI
し、必要に応じた見直しを行う。

平成23年度検討・結論、平成23年度以降
順次措置

厚生労働省

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「ハトミミ。com「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについてJ(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間」において提出された全国規模の規制改革要望を検討した結果、各府省において実施するとされた事項

12

国 (社会保険庁)の有す
る住所情報の開示

確定給付企粟年金に関して社会保険庁の有する住所情報の提供
を受けられることとする。

平成21年度(措置済) 厚生労働省

13

国民健康保険関係の窓
口業務の民間委託の拡
大

国民健康保険関係の窓口業務の民間委託拡大を図るため、市町
村の適切な管理の下で被保険者に関する個人情報の保護等につ

」F塩:百こ蠅 麟
の受託

平成21年度 厚生労働省

14

ハローワークにおける求
人要件の経和

フランチヤイズの契約関係に基づく応募者募集に係る情報について
は、依頼があった場合には、ハローワーク内にスペースを設け、こ
れらの情報を求職者の閲覧に供することとしているところである。
また、ハローワークでは、将来的にフランチヤイズ契約を締結する予
定があつたとしても、当該求人の申込みが.雇用関係の成立を求め
るものである場合には、(フランチャイズ契約を締結することを希望
する者を歓迎する求人を含めて)受理するとともにあつせんの対象
にしており、これらの取組をさらに周知徹底する。

平成21年度 厚生労働省

15

輸入食品監視支援シス
テム(FAINS】

=おける利
用者端末からのモニタリ
ング検査結果の把握

輸入食品監視支援システム(FAINS)を利用した食品等の輸入届出
においては、モニタリング検査結果通知書を利用者端末から取り出
し可能とする。

平成21年度 厚生労働省

「ハトミミ.com「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日

行政刷新会議報告)
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【厚生労働省】

16

職入食品等に係る横疫
所モニタリング検査の進
捗状況について、各検
疲所に対し電話照会が
可能であることの周知

輸入食品については、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられ
ており、届出を受け付けた検疲所では食品衛生監視員が審査や検
査を行つているところ、当該検査の1つであるモニタリング検査(検

疲所において輸入貨物を留め置くことなく、届出済証を交付した上
で年間計画に基づき実施)の進捗状況について、届出を行つた検疫
所まで電話により照会できることをあらためて会議等で検疫所に周
知する。

平成21年度 厚生労働省

17

確定給付企業年金にお
ける財政検証の基準の

見直し

興施事業所の経営の状況が悪化したことにより、事業主が掛金を
拠出することが困難である場合には、財政検証の結果、掛金の引
上げが必要となつた場合であつても、掛金引上げを猶予することが
できる措置を講じる(平成24年3月 31日 までに適用される掛金につ
いての時限措置)。

平成21年度 (措置済 ) 厚生労働省

「ハトミミ.com「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについてJ(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間Jにおいて提出された全国規模の規制改革要望に対し、各府省において「検討」等を行うとされた事項

15

外国人研修・技能冥習
制度の見直し

製造栞の生産現場において多能工化が進んでいることを踏まえ、
対象職種・作業に限定せず、例えば、関連する複数職種について実
習することを可能とし、評価制度 (試験)については中心となる対象
職種について整備されていればよいこととするよう、検討し、結論を
得る。

平成21年度検討 。結論 法務省
厚生労働省

16

特定健康保険組合の認
可の取消しに係る手続
きの明確化

特定健康保険組合の出可の取消しについて、行政運用において手
続きの透明性・公平性がより担保できる方策 (例えば申請に必要な
書類、審査項目の明確化等)を検討し、結論を得る。

平成21年度検討開始、平成22年度結論 厚生労働省

17

確定給付企業年金、厚
生年金基金における
キヤッシュバランスプラン
の再評価率の自由度向
上

確定綸付企業年金、厚生年金基金におけるキヤッシュバランスプラ
ンについて、運用リスクのァ部が事業主から加入者、受給者に転嫁
されることに留意の上、給付額の再評価等に用いる指標の拡充を
慎重に検討する。

平成22年度検討 厚生労働省

18

老齢厚生年金併給調整
に伴う手続きの改善 栞質景器 曹樹饉 聴藝 亀 艦 t?議款 埋 幣

庁とハローワークでの情報交換がなされている点を踏まえ、今後、
代替する方法があるかどうかを検討する。

平成22年度検討 厚生労働省
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【厚生労働省】

「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成
22年6月 18日 閣議決定)

19

確定拠出年金における
個人情報取り扱いの経
和

事栞主の行う投資教育のために、運営管理機関が事業主に対して
個人の投資情報等の提供を行うにあたつては、本人の同意を必要
としているところであるが、投資教育の効果的な実施に向け、個人
情報の保護が適切に行われるかどうか等の問題を踏まえ、今後検
討する。

平成 22年度横 Ff 厚生労働省

「『国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案等への対処方針について」(平成22年 6月 18日 閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

12

企栞年金における住基
ネット情報の利用

企栞年金が、企栞年金基金運含会を通じて、住基ネットから加入者
の住所情報等を取得できるようにする。

第 174回 国会法案提出 総務省
厚生労働省

15

雇用保険事務の手続き
及び申請方法について
の電子化

現在は紙媒体でしか届出ができない離職票の発行を伴う、雇用保
険被保険者資格喪失届の提出についても、電子申請で届出を行う
ことを可能にする。

平成22年度 厚生労働省

６

　

　

　

．

社会保険診療報酬支払
基金の事業費効率化

「審査支払機関の在り方に関する検討会Jを平成22年4月 から公開
で開催しており、審査支払業務の質の向上、効率化の推進等によ
り、国民の信頼に応えることができる審査支払機関の実現を図るた
め、今後のあるべき姿について議論している。
この中で、社会保険診療報酬支払基金に係る組織の見直しや国保
連合会との競争の促進、審査支払業務の効率イし、民間参入の促進
について検討を行つたうえで、所要の措置を講じる。

平成22年度 厚生労働省

17

健康保険被保険者証の
券面表示の見直し(事業
所名称、事業所所在地
の記載省略)

健康保険組合の負担軽減の観点から、健康保険被保険者証にお
ける事業所名称及び事業所所在地の記載の義務付けの見直しを
行う。

平成22年度 厚生労働省
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【厚生労働省】

18

介護保険制度における
書類・事務手続きの見直
し

介腰保険制度における書類・事務手続きについて、平成22年2月 か
ら3月 にかけて厚生労働省ホームページにおいて募集した利用者、
事業者、従事者、自治体関係者からの幅広い意見等を参考としつ
つ、適正なサービスの実施、不正の防止等の観点も踏まえながら、
順次、必要な書類・事務手続の見直しを行う。

厚生労働省

19

ハローワークの職栞紹
介手続きの簡易化と利
便性の向上について(職
薬相談口職業紹介の手
段の多様化について)

ハローワークインターネットサービスに掲載している求人に応募する
際、本人事業主がハローワークの紹介状を希望している場合であつ
て、求職者がハローワークヘの来所が困難であるときには、紹介状
をFAX等により送付することが可能であることにつき周知する。

平成22年度 厚生労働省

20

ハローワータの職業招
介手続きの簡易化と利
便性の向上について(採
否結果の求職者への提
供について)

求職看への採否の連絡につき、求人票記載の採否決定日までに連
絡するよう求人事業主への指導を更に徹底するとともに、採否決定
日までに求人事業者から採否の連絡がない場合は求職者の要請
に基づきハローワークが求人事業主に対し確認し、その結果を求職
者に伝えることにより対応していることを周知徹底する。

平成22年度 厚生労働省

21

ハローワークの職業紹
介手続きの簡易化と利
便性の向上について(求

人への応募状況のイン
ターネット等による提供
について)

求人への応募者数等の応募状況の問い合わせにつき、窓口・電話
での情報提供が可能であることにつき周知徹底する。

平成22年度 厚生労働省

22

確定拠出年金制度の加
入者資格喪失年齢の引
上げ

平成22年度の税制改正にて、企業型確定拠出年金における加入資
格年齢の引き上げが認められたことを踏まえ、高齢者の雇用確保
に資するため、60歳以降も引き続き雇用される者について、60歳か
ら65歳までの間で各企業が規約で定める年齢まで引き続き加入す
ることを可能とする。

第 174回国会法案提出 厚生労働省

23

確定給付企業年金制度
における老齢給付金の
支綸要件等の緩和

00歳代前半の雇用の確保に資するため、確定綸付企業年金法を改
正し、60歳以降の退職時から老齢給付金の支給を可能とする。

第174回国会法案提出 厚生労働省
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【厚生労働省】

24

体外診断用医薬品を個
人で輸入する際の、内
規に基づく税関における
個数制限の見直し

藁監証明を必要とせずに、税関限りの確認で個人輸入出来る、体
外診断用医薬品の個数については、その品目の使われ方に応じて
定められるべきものと考えられるが、今後対応方針を明確にする。

平成22年度 厚生労働省

25

保育室設置に係る避難
設備設置基準の緩和

保育所の選難設備について、国の基準を参考に都道府県などが定
めることを可能とする。

第174回国会法案提出 厚生労働省

『「国民の声集中受付月間(第 1回)Jにおいて提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年6月 18日 間議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間 (第 1回)Jにおいて提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

6

社会保障及び税に関わ
る番号制度の導入

平成22年2月 より「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討
会Jにおいて、社会保障及び税に関わる番号制度の導入を検討して
おり,複数の選択肢の整理等行い、1年以内を目処に結論を得る。

平成22年度検討・結論 内閣冒房
総務省
財務省
厚生労働省

34

ハロニワークの職業紹
介手続きの簡易化と利
便性の向上について
(職業相談・職業紹介の
手段多様化について)

ハローワークインターネットサービスに掲載している求人に応募する
際、求人事業主がハローワークの紹介状を希望している場合であつ
て、求職者がハローワークヘの来所が困難であるときには、電子
メールで紹介状を送付することについては、新たなコストの投入が
必要となることから、その使用頻度も踏まえて検討し実施の適否の
結論を得る。

平成22年度検討・結論 厚生労働省

35

ハローワークの職業紹
介手続きの簡易化と利
便性の向上について
(求人の応募状況のイン
ターネット等による提供
について)

求人への応募状況をインターネットで提供するためには、新たなシ
ステムの構築が必要となり、予算上の措置も必要となることから、コ
ストパフォーマンス等について精査する。

平成22年度検討・結論 厚生労働省
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【厚生労働省】

36

医療の電子化推進によ
る患者ごとの情報管理

個人が診療情報を入手出来る仕組みについて、モデル事業の成果
を踏まえ検討を行う。

厚生労働省

37

処方せんの電子化 処方せんの電磁的な交付及び作成については、電子化した処方せ
んの閲覧環境の整備、EE述様式やコードセットの標準化、障害時の
対応、どの時点を以つて交付等が成立したとするか等についての法
解釈の変更を含めた対応など、検討すべき点が数多くあるが、その
適切な仕組みをモデル的に実証し、検証した上で処方せんの電子
化について検討を行う。

平成22年度検討開始 厚生労働省

38

重症熱傷の治療に使用
する再生医療製品の普
及

再生医療製品である自家細胞培養表皮については、保険診療にお
いて、20枚まで算定可能とされている。
市販後調査等この製品の使用実態に基づく知見の集積を確認しつ

つ、20枚までとされている算定要件の見直しについて検討を行うし

厚生労働省

39

栗局の薬剤師不在時の
閉鎖方法の緩和 (薬局
全体の閉鎖から調剤室
及び第1類医薬品陳列

鋼爵栗経奪織 L署、
第3類医薬品を販売でき
るようにする)

薬局には、医療提供施設として調剤を中心とした医薬品等の供給
拠点としての役割が求められており、この観点を前提に、患者の利
便性や医薬品の供給拠点としての薬局の位置づけ等を踏まえて、
今後検討を行う。

平成22年度検討開始 厚生労働省

40

ポイラー等の認定取消
基準の見直し

ポイラー等の開放検査周期認定制度における認定取消期間は現行
3年とされているが、業界から安全管理、安全対策等に関する現状
を確認した上で、取消期間の在り方について検討を行う。

平成22年度検討開始 厚生労働省

41

保安法令の適用方法 業界から個別の具体的要望を踏まえ、労働安全衛生法に基づく許
可申睛の一日の合理化の可否について検討する。

平成22年度検討。結論 厚生労働省
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【厚生労働省】
「『国民の声集中受付月間 (第 1回 )」において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日閣議決定)における決定内容

「全国規模の規制改革要望Jに係る過去の未実現提案等のうち、各府省において実施するとされた事項

10

認定こども国の認定基
準の都道府県条例への

委任について

認定こども日の認定基準を都道府県の定める条例に委任する。 第 174回国会法案提出 文部科学省
厚生労働省

カカオ豆に関し、食品、
添加物等の規格基準に
おける検体の見直し

食品衛生法に基づく食品の規格基準における、カカオ豆中に残留
する農薬等の検査部位に関し、
①2000年5月 のポジティプリスト制度導入時に欧州各国の基準値を
参照して暫定的に基準値を設定した26農薬、
②ポジティプリスト制度導入時に一律基準までの分析が困難と考え
られる農薬としてそれぞれの定量限界に相当すると考えられる値を
一律基準に代わる基準として規定した70農薬、
③個別の基準値が設定されておらず、一律基準(001ppm)が適用さ
れるその他の全ての農薬
についてカカオ豆の検査部位を「外皮を取り除いた豆」とする。

厚生労働省

12

事業所ごとに行う雇用保
険の諸手続について、
本社での一括処理につ
いて

靭 堪 秘 羽 聟 梨 錦 鶴 克秘 異撃早百盈 轟
く、本社において事業所ごとの書類を作成し、各事業所管轄の公共
職業安定所に対して郵送や電子申請による届出を行うことは可能
であることを周知徹底する。

平成22年度 厚生労働省

13

確定拠出年金業務にお
ける個人情報取扱いの
一部緩和 (移換未了者
情報に関する取扱要件
の一部緩和)

企業型確定拠出年金の加入資格喪失後、個人型確定拠百年F
の資産移換の申出を行つていない者に対して、事業主が申出を行う
よう促すために必要な場合は、当骸運営管理機関は事業主に対し
て本人の同意を得ずに個人情報を提供できることを通知において
明確化する。

平成21年度
(措置済)

厚生労働省
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14

電子化に対応したレセプ
トの活用を促進するため
の以下のレセプトの様
式・記載要領の見直し
A闘剤レセプトヘの処方
医療機関コード記載の
機務付け
B行われた診療行為の
実施日配載の義務付け

A平成22年度より、処方せん。調剤レセプHこ医療機関コードを記載
することとしている。
B現在、診療行為年月日の記載は義務付けていないが、次期診療
報酬改定にあわせて平成24年度から診療行為年月日を記載するこ
ととする。(なお、準備のため平成22年度より周知)

A平成22年度
(措置済 )

B平成24年度

厚生労働雀

15

マッチング拠出の解禁
(確定拠出年金制度の
改善 )

平成22年度の税制改正にて、企業型確定拠出年金における従業員
の掛金拠出がみとめられたことを踏まえ:拠出限度額の枠内、かつ
事業主の掛金を超えない範囲で、加入者の提出を可能とし、これを
所得控除の対象とする。

第174回国会法案提出 厚生労働雀

16

学校法人等が運営する
認定こども国が行う会計
処理の簡栞化

学校法人等社会福祉法人以外の者が認定こども園を運営する場合
においては、社会福祉法人会計基準に定める資金収支計算書等に
代え、それぞれ学校法人会計基準又は企業会計基準に基づき作成
が可能な資金収支計算分析表の作成により会計処理を行うことを
可能とする。

平成22年度
(措置済)

厚生労働省

【厚生労働省】

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日
閣議決定)

―101-

『「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 3日閣議決定)における閣議決定内容

『国民の声」に提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

11

高度管理医療機器等販
売業賃貸業に係る管理
者の継続研修の取扱い
の明確化

当該年度に基礎講習を修了した者が新しく管理者になった場合]
該年度の継続的研修は不要であることについて周知を徹底する。

平成23年度 厚生労働省

12

受給信者・遺族に対する
厚生年金基金加入情報
の提供義務化

年金事務所及び年金相談センターにおいて、厚生年金基金加入期
間を有する者に対する厚生年金基金の請求手続を喚起するよう、
年金相談マニュアルの改訂を行うとともに、年金事務所に基金晴求
を注意喚起するためのチラシを設置する。

平成22年度
(措置済み)

厚生労働省



13

ハローワークにおける、
求職者一人当たりの職
業紹介件数についての
柔軟な対応

ハローワークにおいては、求職者の能力や週性に見合つた求人で
あれば、十分な職業相談を行つた上で、ケースにより設定件数に縛
られることなく、柔軟に職業紹介を行つているところであり、このこと
について周知を徹底する。

厚生労働省

14

ハローワーク求人情報
(障害者向け)のインター
ネット検索について

障害者が一層効率的に就職活動を行うことができるよう、事業主が
公開を希望する障害者を対象とした求人について、当骸情報を新た
に「ハローワークインターネットサービスJに掲載し、検索するための
システム改修を行う。

平成24年度 厚生労働省

【厚生労働省】

「「国民の声』規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針J(平成23年4月 8日 閣議決定)における閣議決定内容

『国民の声」に提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

1

冨民交流法に基づき民
間から国に交流採用さ
れた者の企業年金加入
資格の取扱いの見直し

官民交流の更なる活性化を図るため、官民交流法に基づき民間か
ら国に交流採用されている職員にできる限り不利益が生じることの
ないよう、交流採用職員を対象とした企業年金を認めるかどうかに
ついては、平成25年に所要の法案を提出することとしている新たな
年金制度創設に向けた議論と併せて検討を行う。

平成25年の法案提出に向けて検討 【人事院】
厚生労働省

(注 )

17

医療機関の施設内にお
ける他の事業者の広告
の取扱いについて

医療機関内の広告について、患者を不当に誘因し、良質かつ適切
な医療の提供を阻害しないか等の観点を踏まえ、現場のニーズや
実態等を把握した上で、他の事業者の広告の取扱いについて検討
する。

平成23年度検討開始 厚生労働省

18

個人輸入できる医療機
器の個数の見直し

栗監証明を必要とせずに税関限りの確認で個人輸入出来る医療機
器の個数については、家庭用に使用される物について1セットとして
いるところであるが、ディスポーザブル用品の個人輸入数量制限の
見直しについて、使用形態を踏まえ検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討・結論 厚生労働省

19

高度管理医療機器等の
販売業及び賃賞業の許
可・変更申睛様式の見
直し

高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業の許可は自治事務であ
るため、統一様式とすることは困難である力守、各都道府県の意見を
聴取した上で、標準的な様式を作成する方向で検討を行い、結論を
得る。

平成23年度検討・結論 厚生労働省

(注)所管省庁欄の【人事院】とは、人事院に対して検討を要請するものである。
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【厚生労働省】

20

新規設立事務所に係る
健康保険組合の規約変
更手続の簡素化

健康保険組合の新規設立事務所編入の手続について、関係者の
意見を聴取した上で、取扱いの見直しが可能かどうか検討を行い、
結論を得る。

平成23年度検討・結論 厚生労働省

21

地域包括支援センター
における介護予防サー
ビス計画作成業務の委
託件数制限の見直し

地域包括支援センターにおける介護予防サービス計画作成業務の
委託件数制限の在り方について検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討。結論 厚生労働省

22

居宅介歴支援事栞の事
務的負担の軽漱

独居高齢者加算の算定に当たり住民票の取得を不要とすることが
可能かどうか、居宅介護支援事業の事務負担軽減について検討を
行い、結論を得る.

平成23年度検討開始 厚生労働省

23

介置サービス運営に係
る記録の保管義務期間
の見直し

指定を受けた亭業者は、利用者又は入所者に対するサービスの提
供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存することと
なっているが、その適正な運用が図られるよう検討を行い、結論を
得る。

平成23年度検討・結論 厚生労働省

24

遺族年金の支給対象の
見直し

遺族年金の在り方については、平成25年に所要の法案を提出する
こととしている新たな年金制度の創設に向けた議論において検討を
進めていく。

平成25年の法案提出に向けて検討

25

定年後に嘱託再雇用す
る場合等の健康保険と
厚生年金保険の同日得
喪手続の箇素化

高齢者が定年後に嘱託再雇用する場合等の健康保険と厚生年金
保険の同日得喪手続の簡素1ヒについて検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討・結論 厚生労働省

26

圧力容器の設計製作に
おける最新ASME規格
の利用

最新のASME規格に対し労働安全衛生法における圧力容器構造
規格の第70条で定める特例を適用することについて、業界から具
体的要望を聴取し、実態等を把握の上、その例示について検討を
行い、結論を得る。

平成23年度検討・結論 厚生労働省

27

圧力設備の供用通性評
価におけるAP1579-1/A
SME FFS-1規格の利
用

圧力設備の供用適性評価におけるAP1579-1/ASME FFS-1規格に
対し労働安全衛生法における圧力容器構造規格の第70条で定める
特例を適用することについて、業界から具体的要望を聴取し、実態
等を把握の上、安全性の低下を招かないことを前提にその例示に
ついて検討を行い、結論を得る。

厚生労働省

28

新規化学物質届出制度
の統合・簡素化

新規化学物質の労働安全衛生法に基づく届出と化学物質の審査及
び製造等の規制に関する法律に基づく届出に関しては、評価の観
点や必要試験項目、審査の手続が異なつているが、届出者の利便
性を図るべく、それぞれの様式の統合・簡素化について検討を行
い、結論を得る。

平成22年度検討開始・

平成23年度結論
厚生労働省
経済産業省
環境省
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【農林水産省】

明日の安心と成長のための緊急経済対策 (平成21年 12月 8日 閣議決定)

規制・制度改革に係る対処方針(平成22年6月 18日 閣議決定)

明日の安心と成長のための緊急経済対策 (平成21年 12月 8日 間議決定)における決定内容
所管省庁

事項名 規制。制度改革の概要 実施時期

O環 境・エネルギー分野で
の制度・規制改革

(ア )森林・林栞再生に向けた路網整備に係る同意取付の仕組の整
備
・路網整備に係る森林所有者の同意取り付け円滑化に向けたルー
ルの整備 (実効性ある調停・裁定のルール等)

早急に検討に着手し、22年度中に結論を
得る。

晨林水産省

規制。制度改革に係る対処方針 (平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制改革事項 対処方針 実施時期

1.グリーンイノペーション分野

②

土地改良区に協議が必
要な水路における小水
力 (マイクロ)発電の導
入円滑化

マイクロ水力発電を設置する際の土地改良区との協議について
は、当事者である土地改良区と集落等との間で処理されるものであ
る旨、土地改良区へ通知する。

平成22年度中措置 晨林水産省

①

国産本材の利用促進
(「集成材の日本農林規
格Jに係る性能規定の併
用導入)

集成材の日本農林規格 第5条第1項に関する改正要望について
は、科学的根拠に基づく安全性・信頼性の確保等を踏まえて、平成
23年度中に学識経験者等による検討の結論が得られるよう速やか
に検討を開始する。

平成22年度以降検討、平成23年度中に
学識経験者等による検討の結論

晨林水産省
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【農林水産省】
3.農業分野

①

展栞生産法人の要件
(資本、事業、役員)の更
なる緩和

改正晨地法により、今後の日本晨栞の有効な担い手となり得る晨
業生産法人についての出資規制が一部緩和されたこと等を踏ま
え、法施行後の農業生産法人の参入状況、企業の出資状況などの
実態調査、及び参入した法人からみた農地利用に係る問題点の有
無等の把握を行い、現行の農葉生産法人要件が、意欲ある多様な
農業者の参入促進との観点から適切かどうかについて検証し、結
論を得る。

平成23年度中検討開始、できる限り早期
に結論

晨林水産省

②

晨栞振興地域の整備に
関する法律の見直しく
農振法施行規則第4条
の4第 1項第27号の廃止
の検討>

地方公共団体が行う計画の達成状況の定期的な検証を晨林水産
省は適宣確認し、その中で不適切な事例が判明すれば、制度の見
直しも含めて早急に検討に着手し、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

③

晨栞委員会の在り方の
見直し(客観性口中立性
の向上)

優良晨地の保全と有効利用の観点から、農業委員会が、よリー層、
農地の保全に資する客観的・中立的で公正な判断を行い、効率的
かつ透明な組織となるよう、組織、構成員、担うべき機能の見直し
や、それに代わる対応の在り方についての検討に早期に着手し、結
論を得る。

平成23年度中検討開始、できる限り早期
に結論

晨林水産省

④

晨地の買借の許可の迅
速化

意欲ある多様な晨業者の参入促進、優良晨地の保全と有効利用の
観点から、農作業のタイミングを逸しないよう、標準処理日数等の

短縮及び公表、総会の弾力的な開催等により、農地法の許可一般
について、農業委員会の手続きが迅速に行われるよう指導を徹底
する。

平成22年度中措置 晨林水産省
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【農林水産省】

⑤

展薬協同組合等に対す
る独占禁止法の適用除
外の見直し

独禁法のすべての適用除外について、公正取引委員会が検証する
中で、農協等に対する独禁法の適用除外についても、農業の健全
な発展が阻害されるおそれがないか、公正取引委員会は農林水産
省と連携して、実態の把握と検証を早急に開始し、結論を得る。な
お、その際、連合会や1県 1農協となるようなケースについても、同
様に実態把握・検証を行う。

平成 22年度中検討・結論 公正取引委員
会、農林水産
省

現行でも独禁法の適用除外とはならない農業協同組合等による不
公正な取引方法などについて、公正取引委員会及び晨林水産省に
おいて、更なる啓発普及活動により、その未然防止を図るとともに、
違反する事実が認められた場合には、公正取引委員会において、
適切かつ迅速に対処すべきである。

逐次実施

⑥

晨協に対する金融庁検
査・公認会計士監査の
実施

晨協の役割・在り方の検討の一環として、預金者保護及び裏乗更

「援組織の適正なガバナンス確保の観点から、金融庁検査が促進さ
れるための実効性ある方策を採る。具体的には、農協に対する金
融庁 (財務局)の検査体制の整備状況を踏まえつつ、金融庁が農協
の信用事業の検査を円滑に実施するという観点から、例えば、預金
量が一定規模以上の場合、不祥事件の再発のような法令等連守態

君ご滉橋3躍瞬彗塞灘鵠 鶴罰翻L穀駆暑
が都道府県と連携して検査を行うための基準・指針等を農林水産
省・金融庁が共同で作成することによって、慶協検査の実効性を高
める。

平成22年度中検討・結論 金融庁、農林
水産省

併せて、適正なガバナンスの確保及びコンプライアンス強化に向
け、農協に対する監査の独立性、客観性及び中立性の強化を図
る。

平成22年度中措置
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⑦

晨地を所有している非晨
家の組合員資格保有と
いう農協法の理念に違
反してしヽる状況の解消

組合員資格の確認を行い、確認時に運反状態が判明すれば、早急

に適正化を図る。
1年に1回以上興施 展林水産省

土地持ち非晨家を正組合員の一部とする制度の適用状況を把握す
るとともに、当該土地持ち非農家を正組合員として留めておくことの
必要性について、個々に検証を行う。

③

新規晨協設立の弾力化
(地区重複農協設立等
に係る「農協中央会協
議J条項 )

展協の効率的な再編整備に配慮しつつ、地区重複晨協設立等にか
かる中央会協議条項を廃止の方向で見直す。

平成22年度中検討。結論 晨林水産省

⑨

展栞協同fI合・土地改
良区・農業共済組合の

役員への国会議員等の
就任禁止

政治的中立力【確保された運営が行われるよう、コンプライアンスの
確保に向けた指導を徹底する。

平成22年度中措置 展林水産省

⑩

農栞共済の見直し(コメ・
麦に係る強制加入制の
見直し)

保険母集団を確保して危険分散を図る観点、展業者の選択肢を拡
大する観点等の要請も踏まえ、戸別所得補償制度の本格実施の検
討と併せて農業共済制度のあり方を検討し、結論を得る。

戸別所得補償制度の本格実施の検討と
併せて検討開始、できる限り早期に結論

晨林水産省

①

堆肥の流通自由化等に '

向けた肥料取締法の改
正 (告示の改正)

家畜排せつ物を農家が使いやすく、流通しやすくさせるため、牛ふ
ん、豚ぶん、食品残漬を化成肥料の原料に加える方向で普通肥料
の公定規格の見直しを行い、結論を得る.

平成22年度中目途に結論 晨林水産省

⑬

晨地法の規制緩和につ
いて く農業振興目的
(体験型農業施設駐車
場等)での転用規制の
緩和>

晨林水産省は、昨年12月 に施行された改正晨地法の施行状況等
を勘案し、晨業振興及び農地の保全を両立させる観点から、農業振
興目的での農地転用について不適切な事例が判明すれば、制度の
見直しも含めて早急に検討に着手し、その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

逐次実施 農林水産省

【農林水産省】
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【農林水産省】

①

百産の新規事業実施に
ついての問題点 く地元
の協力の要件の明確化
>

西座 (養豚所等)の新規事業を立ち上げる際の補助事業 (強い農業
づくり交付金)について、強い農業づくり交付金実施要領に事業採
択を行う都道府県知事や市町村長など地域を所管する行政当局と
事業の実施者が周辺住民との調整を必要とする範囲等を相談し調
整することに関する規定を追加し手続きの明確化を図る。

平成23年度中措置 屋林水産省

⑮

米の農産物検査法 (「年
産」や「品種Jの表示)の
あり方について <一定
の場合に農産物検査法
の証明を省略して年産・

品種を表示可能に>

米の年産・品種について、農産物検査法に基づく検査証明書以外
の方法により証明を行うことができれば、表示を可能とするよう、消
費者などの意見を広く聴きつつ、検討を行い、結論を得る。

平成22年度検討開始・できる限り早期に
結論

消費者庁、農
林水産省

登録検査機関が、検査を依頼された米について、販路に関わりな
く、速やかに検査を行うよう、指導`監督を徹底する。

平成22年度上期措置

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月 10日 閣議決定)

新成長戦略実現に向けた0段構えの経済対策 (平成22年9月 10日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1既定の改革の実施時期を前倒し島 事項

く環境・エネルギー>
7 国産木材の利用促進

(「集成材の日本農林規
格」に係る性能規定の併
用導入)

集成材の日本晨林規格 第5条第1項に関する改正要望について
は、科学的根拠に基づく安全性・信頼性の確保等を踏まえて、平成
23年度中に学識経験者等による検討の結論を得た上で、その結論
を踏まえて農林物資規格調査会総会の審議に付す。

平成23年度中に学識経験者等による検
討の結論・措置

晨林水産省
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【農林水産省】
く観光振興をはじめとした地域活性イヒ>
20 森林口林栞再生に向けた

路網整備に係る同意取
付の仕組みの整備

路網整備に係る森林所有者の同意取り付け円滑化に向1ナたルール
の整備 (実効性ある調停・裁定のルール等)につき、早急に検討に
着手し、平成22年度中に結論を得た上で、平成23年通常国会に法
案を提出する。

平成22年度結論・平成23年通常国会への
法案提出

展林水産省

別表25分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項

<環境0エネルギー>
6 再生可能エネルギーの

導入促進に向けた規制
の見直し(港湾又は海岸
保全区域における風カ
発電開発の推進)

港湾又は海岸保全区城における風力発電開発を推進するため、
「港湾の利用・保全に著しく影響を与える」判断基準(港湾法)や海
岸保全区域における許可基準(海岸法)の明確化について平成22
年度中に結論を得、平成23年度のできるだけ早期に措置を講じる。

平成22年度中検討・編請、平成23年度早
期に措置

国土交通省
農林水産省

く観光振興をはじめとした地域活性化>
21 晨地利用集積円滑化事

業の要件の周知
本事粟の異施主体として、同一地域における事業実施主体の重複
が認められていることについて、よリー層の周知を図る。

平成22年度中措置 晨林水産省

22 施業集約化の推進 (森

林簿口森林計画図の民
間利用の拡大 )

民間事業者による施業集約の促進のため、意欲や能力のある事業
体に対して森林の施業集約に必須である森林簿及び森林計画図が
開示されるよう、平成22年度中に都道府県に助言を行う。

平成22年度中措置 農林水産省

24 就晨研修資金の貸付対
象に係る周知

就晨支援資金制度における就農研修資金は、民間企業が行う研修
についても、その貸付対象から除外していないことについて、周知
する。

平成22年度中措置 展林水産省
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【農林水産省】

円高ロデフレ対応のための緊急総合経済対策(平成22年 10月 8日 閣議決定)

円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策(平成22年 10月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁番

晏 事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1 既定の改革の実施時期を前倒しする事項
3 晨地利用集積円滑化事

業の要件の周知
本事業の実施主体として、同一地域における事業実施主体の重複
が認められていることについて、よリー層の周知を図る。

平成22年中措置 展林水産省

4 就晨研修資金の貸付対
象に係る周知

就晨支援資金制度における就農研修資金は、民間企業が行う研修
についても、その貸付対象から除外していないことについて、周知
する。

平成22年中措置 晨林水産省

5 土地改良区に協議が必
要な水路における小水
力(マイクロ)発電の導
入円滑化

マイクロ水力発電を設置する際の土地改良区との協議について
は、当事者である土地改良区と集落等との間で処理されるものであ
る旨、土地改良区へ通知する。

平成22年 10月 中措置 展林水産省

6 施業集約化の推進 (森

林簿・森林計画図の民
間利用の拡大)

民間事業者による施業集約の促進のため、意欲や能力のある事業
体に対して森林の施業集約に必須である森林簿及び森林計画図が
開示されるよう、平成22年中に都道府県に助言を行う。

平成22年中措置 農林水産省
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【農林水産省】
イ

規制・制度改革に係る方針(平成23年4月 8日 閣議決定)

規制口制度改革に係る方針(平成23年 4月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制・制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

⑥

下水熙・河川熙等の未
利用エネルギーの活用
ルールの整備

下水熙、澤水熙、地下水熟等を利用した熟供給を行う際に必要とな
る手続やルールを明確化・簡素化する。

内閣府、晨林
水産省、経済
産業省、国土
交通省、環境
省河川水の熱利用のための水利使用許可手続における審査方法等

について、上記の結果や民間事業者等からの要望等を踏まえ、見
直しを検討し、結論を得る。

平成23年度中検討・結論

また、これらの手続やルールの検討に当たっては、関係省庁 (国土
交通省、環境省、経済産業省、農林水産省)が連携し、事集者の利
便性にも配慮したものとする。その際、内閣府がフォローアップ主体
となつて進捗管理を行う。

平成23年度中措置

3.農林・地域活性化分野

④

河川腫岸の壺偏や人遭
橋の設置における仕組
みの整備等

当 錯 鷲 釧 躍 離 騒 農斃 般 』 鼎 撃 箭T盛
の形成と保全の考え方J(平成18年 10月 )及び『中小河川に関する
河道計画の技術基準J(平成22年8月 )に沿つて良好な河川景観の
整備が進むよう、これらの周知徹底を図るとともに、河川空間の景
観や利用快適度を評価し、護岸、人道橋等の施設の整備・管理に
フィードバックする仕組みを検討する。

平成23年度検討開始 国土交通省、
農林水産省

また海岸景観に関しても、「海岸景観形成ガイドラインJに基づく取
組が適切に行われるよう、併せて周知徹底を図る。

平成23年度措置
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【農林水産省】

規制口制度改革に係る追加方針(平成23年7月 22日 閣議決定)

規制・制度改革に係る追加方針(平成23年7月 22日 間議決定)における決定内容
所管省庁

規制・制度改革事項 規制。制度改革の概要 実施時期百 ‐

1.グリーンイノペーション分野

①

民有林における開発許
可に係る取扱いの明確
化

残置森林及び隣接地に係る地権者等の同意は、林地開発許可制
度上、必要条件とはなっていないことを改めて周知する。́

平成23年度中措置 晨林水産省

②

国有林野における許可
要件・基準の見直し①

再生可能エネルギー発電設備に係る国有林野の貸付要件のうち、
地方自治体の基本構想等への位置付けについては、地方自治体
(議会を含む)の「同意Jでも可能とする。また、売電先規制について
は、これまでの一般電気事業者に加え、卸電気事業者、特定電気
事業者を追加し、これらの事業者への発電量が発電量の過半を超
えるのであれば貸付要件を満たすことを明確化する。

平成23年度 中措置 晨林水産省

あわせて、全量固定価格買取制度に係る法案が成立し、特定規模
電気事業者に再生可能エネルギーの調達義務が課された場合に
は、貸付要件に係る売電先に特定規模電気事業者を追加する。

全量固定価格買取制度に係る法案成立
後、速やかに措置

また、熟供給や蒸気供給等、再生可能エネルギー発電附属のエネ
ルギー供給事業については、事業終了後の施設の撤去等につい
ヨ[、
口当該事業者が十分確実な履行能力を有すると明確に認められる
場合、
又は
口発電事業者と附属のエネルギー供給事業者とが協定を結ぶなど
により、双方が連帯して責任を負うことが明確である場合
に、貸付対象として認めることを明確化する。

平成23年度中措置
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【農林水産省】

③

国石林野における許可

要件「基準の見直し②
再生可能エネルギー発電事業及び再生可能エネルギー発電附属
のエネルギー供給事業 (熱供給や蒸気供給等)に公共性口公益性を
認めることも視野に入れつつ、これらの事業の用に固有林野を使用
させる場合について明確化するよう関係省庁間で検討・整理する。

平成23年度中検討・結論 財務省、晨林
水産省

④

保安林における許可要
件・基準の見直し

保安林の指定目的や指定状況を再精査する手法を整理し、その手
法を踏まえ、適切に対応する。

平成23年度中手法整理、平成24年度以
降順次実施

晨林水産省

再生可能エネルギーの重要性に鑑み、全量固定価格買取制度に
係る法案が成立し、特定規模電気事業者に再生可能エネルギーの
調達義務が課された場合には、保安林の持つ水源洒養や災害防止
等の機能にも十分配慮した審査を行うことを前提に、急傾斜地で特
に崩壊しやすい箇所等を除くという原則に従い、地域で推進すべき
位置付けにある事業を「公益上の理由」による解除として取り扱う。

法制化後、措置

再生可能エネルギーの重要性に鑑み、保安林を再生可能エネル
ギ=設備に供する場合の許可要件(保安林内作業許可及び保安林
指定解除)について、実情を踏まえつつ、運用に係る留意事項を整
理の上、都道府県へ周知する。

平成23年度中検討開始、平成24年度措
置

⑤

晨地における開発に係
る取扱いの周知①

再生可能エネルギー導入の重要性に鑑み、第2種晨地及び第3種
農地に酸当する条件にある土地については、事業主体によらず、農
地転用許可を受けて、再生可能エネルギー発電設備の設置が可能
であることを改めて周知する。また、耕作放棄地のうち、非農地とし
て区分された土地については、事業主体によらず、再生可能エネル
ギー発電設備の設置が可能であることを周知する。

晨林水産省

⑥

晨地における開発に係
る取扱いの周知②

再生可能エネルギー導入の重要性に鑑み、第2種晨地及び第3種
農地に該当する条件にある土地については、農地転用許可を受け
て、再生可能エネルギー発電事業者による送電用電気工作物等の
設置が可能であることを改めて周知する。また、耕作放棄地のう
ち、非農地として区分された土地については、事業主体によらず、
送電用電気工作物等の設置が可能であることを周知する。

平成23年度中措置 晨林水産省
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【農林水産省】

⑦

展用地区壌内における

開発に係る取扱いの周
知

.

再生可能エネルギー導入の重要性に鑑み、晨用地区域内の耕作
放棄地のうち、非農地として区分された土地については、農用地区
域からの除外手続を経ることにより、再生可能エネルギー発電事業
者による送電用電気工作物等の設置が可能であることを周知す
る。

平成23年度中措置 晨林水産省

③

晨地法面を利活用した
太陽光発電設備設置に
係る基準の見直し

晨地の有効活用の観点から、畦畔・法面部分における太陽光発電
設備の設置に当たっての、農地転用許可の要否に係る判断基準を
明確化し、関係者へ周知徹底を行う。

平成23年度中措置 晨林水産省

⑫

展地におけるガス事業
の公益特権の整備及び
明確化①

展地転用が認められた事業実施に際し、機材の保管や重機等の搬
入出用、立て杭用として一時的に農地転用許可を受けていない農
地を仮設用地に利用する場合については、農地転用許可ではなく、
一時転用許可で足る旨、周知徹底する。

平成23年度中措置 晨林水産省

⑬

晨地におけるガス事業
の公益特権の整備及び
明確化②

ガス事業法によるガスエ作物の設置又は管理に係る行為は、公益
性が特に高いと認められる事業として、農用地区域内その開発行
為に関して都道府県知事の許可が不要とされていることを周知徹
底する。

平成23年度中措置 晨林水産省

⑮

ガスパイプラインのイン
フラ整備に資する占用
許可要件等の柔軟化・

明確化

社会インフラの整備に係る地方公共団体及び土地改良区が所有す
る農業用道路の占用許可要件等について、農林水産省は、道路法
の取扱い(義務的占用)を参考とし、占用条件の明確化が可能とな
る方向で検討し、結論を得る。その上で、関係地方公共団体等に対
して、当該事務の取扱いを通知する。

平成23年度中結論・措置 晨林水産省

⑩

動脈物流を活用した食
品リサイクルの促進

食品リサイクル法について、再生利用事業計画(リサイクルループ)

の活用が促進されるよう検討を行う。
平成24年度中検討開始、平成25年度中
結論

晨林水産省、
環境省
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【農林水産省】
3.農林・地域活性化分野

①

認定農栞者制度の見直 PDCAサイクルの徹底、認定基準の見直し、晨地等の集積に向け
た取組の強化といつた具体策について、早急に検討を行い、意欲の
ある農家にとつてより有益な制度となるよう制度の見直しを行う。

平成23年度中措置 晨林水産省

②

我が国酪晨の競争力強
化のための見直し

全量委託の例外 (生産者団体に部分的に販売委託し、それ以外は
自己処理し販売を認める)拡大について、下記に関し検討し、結論
を得る。
―処理に関する共同実施方式の導入
‐指定団体に販売委託しない生乳の量の上限の緩和

平成23年度中検討・結論 展林水産省

意欲ある生産者やその団体の多様な活動を促すよう、指定団体の
業務運営の在り方について、指定団体制度の趣旨も踏まえつつ検
討し、結論を得る。

平成23年度中検討口結論

③

国家貿易制度の見直し 麦・乳製品の国家貿易について、SBS方式 (売買同時契約方式)の
導入を拡大する。

麦については平成23年度に「食と農林漁
業の再生実現会議J等の議論の状況に応
じ検討を開始し、その後、速やかに結論。
乳製品については平成23年中措置。

晨林水産省

④

晨葉用施設用地の大規
模野菜生産施設等建築
による農地転用基準の
見直し

ビニールハウス内の土地にコンクリートがある場合でも、その土地
が全体としてみれば農地法上の「農地Jと扱うことができるかを含
め、現場の実態を踏まえ、農地の保全を行うという考えの下、晨地
扱いに関する基準の明確化等を検討し、結論を得る。

平成23年度中検討開始、平成24年度中
に結論

晨林水産省

⑤

土地改良事業の効率化 土地改良区について、維持管理等の土地改良事業の低コストかつ
適切な実施を促進する。

平成23年度中措置 展林水産省
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【農林水産省】

③

晨地基本台帳整備の促
進

晨菜経営の基盤となる農地を保全するためにば所有著等の情報σ
正確な把握が必要不可欠であることから、改正農地法で義務付け
られた農地相続時の届出が適確になされるよう、市町村に対し当該
制度の周知徹底を図る。

平成23年度上期措置

⑨

市民晨目開設に係る基
準の見直し

①耕作放棄地の解消のためにはt市民農園を積極的に活用すべき
こと
②自家消費を超える余剰農作物を直売所等で販売することは可能
であること
について、農葉委員会、市町村等関係機関に対して通知を発出す
る。

農林水産省

⑩

晨協の晨業関係事業部
門の自立等による農業
経営支援機能の強化

晨薬の成長産業化の促進において、重要な役割を果たすべき農協
は、その原点である農業経営支援機能の再生・強化のため、計画
的に農業関係事業部門の自立への取組を進める。
すなわち、農協の農業経営支援機能の強化や個々の組合員の収
益力の強化に向けた主体的な取組を推進することとし、その中で、

綿認羽舗縁:凛謙製酷瑞籍褒糖鵠
な縮減にも取り組む。
かかる取組についての中長期計画の策定を推進し、その計画に
沿つた取組を早急に開始する。

平成23年度以降順次計画策定、以降計
画に沿つて措置

農林水産省

晨協の経営力強1ヒのため、職員や専門家など幅広い範囲から優れ
た経営スキルを有する人材を登用し経営を委ねることができるよう、
執行機関と組合員代表機関の機能・役割の分化など農業協同組合
法に基づく経営管理委員会制度の普及・定着や実務経験を有する
者等の理事への登用などを進める。

平成23年度中措置

①

契約野菜安定供給事業
の対象農家の範囲拡大

都道府県の負担の有無にかかわらず、制度上定め昴 た要件を満
たした生産者と実需者の直接契約について、契約野菜安定供給事
業(契約指定野菜安定供給事業及び契約特定野菜等安定供給促
進事業)の対象として取り扱われるよう措置する。

晨林水産省

本事業については、生産地がどこであつても利用できるようにする。平成23年度中措置
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【農林水産省】

⑫

晨林水産栞信用保証保
険制度と中小企業信用
保険制度の連携強化に
よる資金供給の円滑化 麟尚鸞驚[祓i重

上制度融資に限定するなど銀行等が活用しづらいものとなつてい
る、
②金融機関にとって、基金協会の申請の事務手続等が中小保険と
異なる、
③両制度の保険対象が不明確であり、利便性が損なわれている、
④基金協会の保証料率が資金ごとに一律となっており、利用者の
経営努力が反映されない、
こうした課題に対応するため、現行の中小保険及び農林水保険に
よる連携を強化し、利用者の利便性の向上を図るとともに、その課
題の改善に両省で取り組む。具体的には、
①民間活力の活用の趣旨を踏まえ、農林水産省は基金協会に対
し、銀行等による利用促進の方針を徹底する。そのためt銀行等に
よる基金協金利用が進んでいない地域においては、農林水産省は
経済産業省の協力を得て、地域金融機関の取組状況の実態把握
を行う.

②利用者の利便性向上の観点から、審査ノウハウや事務手続の向
上を図るため、信用保証協会と基金協会との合同での研修の実施
等を行う。

③農林水産省と経済産業省は、両制度の対象となる業種について
事例集を作成し、事業者や地域金融機関への周知徹底を図る。ま
た、信用保証協会と基金協会は同一地域に存在する両協会間での
連絡体制を構築し、一方の制度で対象とならない場合は、相互の協
会に紹介を行う。さらに、農林水産物の生産口加工・販売を一気通貫
で行う事業者に対しては、金融機関と両協会が連携の上、事業者
の負担軽減の観点を踏まえた事務手続等の簡素化を図りつつ、生
産部分は基金協会、加工・販売部分は信用保証協会と分担する
等、円滑な保証引受けのための体制を構築する。

④農林水産省が基金協会の保証料率の見直し等の検討を行うに
当たり、経済産業省は、中小保険の制度設計に関する情報提供を
行う。

平成23年度中措置 晨林水産省、

経済産業省

平成23年度着手、できる限り早期に措置

平成23年度着手、できる限り早期に措置

平成23年度検討開始、平成24年度中に
結論
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【農林水産省】

⑩

保安林制度に係る指定
施業要件変更の迅速化

森林・林粟基本法の改正 (平成13年6月 )に伴う緩和に係る指定施
業要件の変更手続について、迅速な対応が図られるよう指導を徹
底し、手続の迅速化に努める。

平成23年中措置 晨林水産省

⑭

林薬経営に係る許認可・
届出等の簡素化

森林所有者の申精手続の負担軽減等の観点から、森林法に基づく
保安林の伐採等の許可・届出について、申請書類の統合を含め、
更なる簡素化を図ることのメリット、デメリットについて検討する。

平成23年中検討・結論 農林水産省

⑮

林業用種苗の見直し 林業種苗法における種苗の配布区域について、地域の気候・土壊
等の自然条件に適合しているかどうかを桟証する観点から、こうし
た条件への適合性を再検討の上、地域間で移動を行うことを可能と
するなどの柔軟な対応を図る。

平成23年中措置 晨林水産省

林業種苗の価格については、都道府県や調整会議が価格調整を
行つているような誤解を受けないよう、調整会議の場で価格につい
ての論議を行わないことについて、早急に指導を徹底する。

平成23年度上期中措置

あわせて、補助対象とする苗木に要件を課す場合についても、地域
の自然的条件等を踏まえた必要最小限のものとし、民間事業者が
生産した苗木であることをもって補助対象から除外するなど合理性
を欠く要件を課さないよう、早急に公正な競争条件の確保に努め
る。

平成23年度上期中措置

植載本数の低減による低コスト造林への取組など、多様な森林整
備を促進する観点から、都道府県に対して、補助要件として植栽本
数を限定していないことの制度趣旨を周知する。

平成23年度上期中措置

⑮

森林簿等の整備・民間
利用の促進

森林簿情報の提供等については、平成22年 12月 24日付『森林施
業の集約化の促進に資する森林関連情報の提供及び整備につい
て」にて、都道府県への助言を行っているところであり、当該助言に
基づく施業集約化等に必要な森林簿等の情報の提供状況について
確認するとともに、森林経営計画を作成しようとする者に必要な情
報が提供されるよう引き続き助言を行う。

平成23年度中措置 晨林水産省
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【農林水産省】

①

ボ産資源の回復のため
の資源管理の強化

水産基本法の掲げる水産資源の適切な保存及び管理の実現を図
ることの重要性に鑑み、我が国の排他的経済水域内の水産資源は
国民共通の財産であるとの理念の下、資源管理に計画的に取り組
む漁業者を対象として平成23年度から導入した「資源管理口漁業所
得補償対策」の早急な定着を図ること等を通じて、水産資源の回復
に向けた資源管理の強化を実現する。

できるだけ早期に措置 晨林水産省

⑩

資源管理制度の見直し TAC(総漁獲可能量)設定魚種の拡大及び:Q(個別漁獲枠)方式の
活用を検討するとともに、指定漁業に係るVMS(漁船モニターシス
テム)の設置の義務付けの検討や、指定漁業と沿岸漁業の調整に
係る仲介、あつせん等への積極的な対処を行うこと等を通じて、資
源管理制度の機能を強化する。

できるだけ早期に措置 晨林水産省

⑩

漁業協同組合経営の透
明化・健全化の実現

組合員口債権者への財務諸表の開示と説明責任の徹底、組合員資
格審査の厳正化などの措置の周知徹底、公認会計士の活用の充
実・強化等による漁協系統団体の監査体制の更なる整備等を通じ
て、漁業協同組合の経営の透明化・健全化を一層実現していく。

できるだけ早期に措置 農林水産省

⑩

獲殖管理の通正化 平成23年度から導入した「資源管理・漁業所得補償対策」を通じた
魚種ごと及び養殖漁場ごとの適正養殖可能数量の設定の推進、漁
場の道切な利用と調和した形での養殖業への円滑な新規参入等を
通じて、養殖業の持続的発展を実現する。

できるだけ早期に措置 晨林水産省
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【農林水産省】
′

「ノ、トミミ.com「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日

行政刷新会議報告 )

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「ハトミミ.com『国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間」において提出された全国規模の規制改革要望を検討した結果、各府省において実施するとされた事項

18

第1種晨地と当該晨地
に隣接する土地とを―

体として同一の事業の
目的に供するために転
用を行う場合の許可基
準の厳格4ヒ

現行制度上、展地の転用許可申請者が、第1種晨地 (晨地法第5条
第2項第1号口に定める集団的に存在する農地で良好な営農条件
を備えている農地をいう。以下同じ。)と当該農地に隣接する土地と
を一体として同一の事業の目的に供するために転用を行う場合に
は、当該許可の申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占
める当該第1種農地の面積の割合が2分の1を超えない等の場合
に転用許可を認めることを可能としているところ、大規模な転用事
業が行われる場合には相当な規模の第1種農地が転用されること
から、平成21年6月 の農地法の改正に伴い省令改正を実施する。

平成21年度(措置済 ) 晨林水産省

19

大規模集客施設の立地
を目的とした『27号計画」
の成立要件の厳格化

晨撮法施行規則第4条の4第 1項第27号に基づき市町村が地域の
農業の振興を図る観点から定める計画(以下「27号計画」という。)

に種類、位置及び規模が定められている施設の用地は、農撮法第
8条第2項に基づき市町村が定める農用地区域に含まれない土地
として農用地区域からの除外が可能となると規定されている。
現行制度上、農撮法施行規則第4条の4第 1項第27号イからりまで
に掲1ザる要件のすべてを満たした場合には、27号計画が成立する
こととしているところ、当骸27号計画については、地域の農業振興と
の関係が不明確な事例が散見されたことから、平成19年 3月 に、農
用地区域からの除外及び農地の転用と地域の農業振興との関係を

雪臓上葛製 紹   嘲 晰 λ離
改正に伴い省令改正を実施する。

平成21年度(措置済 ) 晨林水産省
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【農林水産省】
「ハトミミ.“m『国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについてJ(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

『特区、地域再生、規制改革集中受付月間Jにおいて提出された全国規模の規制改革要望に対し、各府省において「検討J等を行うとされた事項

20

!果屈材の日本晨林規
格』にかかる性能規定の
併用導入

l果成材の日本晨林規格J第5条1項 (幅方向に接含したラミナの品
質等にかかる幅はぎ未評価ラミナの範囲、ラミナの厚さ(厚さ。最大
と最小のラミナの厚みの比率 )、 二次接着の仕上げ等)の規定に関
する性能規定の併用導入等について、製造業者・実需者等からの
要件緩和要望に基づき、科学的根拠に基づく安全性・信頼性の確
保等を踏まえた上で検討し、結論を得る。

平成21年度検討開始、平成24年度の規
格の定期的見直しまでに可能な限り早期
に結論

晨林水産省

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )」 において提出された提案等べの対処方針について」(平
成22年 6月 18日 閣議決定)

「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年 6月 18日 間議決定)における決定内容

『国民の声集中受付月間 (第 1回 )」において提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

42

ゴルフ場での晨薬使用
届け等の一元化と情報
開示

ゴルフ場の農薬使用者から国に提出される晨薬使用計画書につい
て、公表の方法や一部の都道府県に提出される計画書との関係の
整理等、その取扱いについて検討し結論を得る。

平成22年度検討。結論 晨林水産省
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【農林水産省】

43

加工食品原料のトレー
サビリティの義務化

食品一般のトレーサビリティの義務付けについて、「食料・晨薬・農
村基本計画J(平成22年3月 30日 閣議決定)に即して、関係省庁と連
携し、検討を行う。

※食料・農業・農村基本計画 (抜粋)

第3.食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施
策
1 食料の安定供給の確保に関する施策
(1)食の安全と消費者の信頼の確保
②フードチェーンにおける取組の拡大
食品に係るトレーサビリティについては、「米敷等の取引等に係る

情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律Jに基づき、米穀等
の取引等の記録の作成・保存の義務化を内容とするトレーサビリ
ティ制度の導入を円滑に進める。さらに、国民の健康保護、適正な
流通や表示を目指す観点から、米穀等以外の飲食料品について
も、米穀等に係る制度の実施状況を踏まえ、入出荷記録の作成・保
存の義務付け等について検討し、その結果に基づいて制度的な対
応措置を講じる。

平成22年度検討開始 農林水産省

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日
閣議決定)

『「国民の声J規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日閣議決定)における閣議決定内容

「国民の声Jに提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

15

盤椰類の輸入承認の迅
速化

国際条約の適正な履行を図るために必要な審査を水産庁及び経済
産業省がそれぞれ行う必要がある中で、審査に要する期間を縮減
するため、両省庁への提出書類を簡素化する。

平成23年度
(一部措置済 )

晨林水産省
経済産業省
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【農林水産省】
『「国民の声J規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針J(平成23年 4月 8日間議決定)における閣議決定内容

r国民の声」に提出された提案のうち、各府省において「検討」等を行うとされた事項

29

外国資本による森林買
収動向の調査の継続

森林の多面的機能の発揮という観点から、平成18年 1月 から平成21

年12月 までの期間における外国資本による森林買収について、国
土交通省と連携し、国土利用計画法に基づく土地取引の届出情報
を全考に都道府県を通じて調査を行つたところである.更に、平成
23年 3月 1日 に森林法の改正案を閣議決定して国会に提出し、所有
者のいかんにかかわらず、無断での伐採に対する規制を強化する
等の措置を導入することとしているところである。外国資本による森
林買収の動向を把握することの重要性に鑑み、今後も調査を継続
することについて検討する。

展林水産省
国土交通省

30

魚粉を含んだ飼料の輸
出承認の見直し

配含飼料や飼料原料の需給の状況等を考慮しつつ、魚粉を含んだ
飼料の輸出承認の見直しについて検討を行い、結論を得る。

平成22年度検討開始・

平成23年度結論
晨林水産省
経済産業省
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【経済産業省】

明日の安心と成長のための緊急経済対策 (平成21年 12月 8日 閣議決定)

規制・制度改革に係る対処方針 (平成22年6月 18日 閣議決定)

明日の安b心と成長のための緊急経済対策 (平成21年12月 8日 間議決定)における決定内容
所管省庁

事項名 規制。制度改革の概要 実施時期

O 環境・エネルギー分野で
の制度口規制改革

(イ)新エネルギー等の導入に資する規制改革要望への対応
・工場立地法の緑地等面積の一部への太陽光発電施設の充当

太陽光発電施設の工場での導入促進を
図るため、工場立地法の緑地等面積の一

部への太陽光発電施設の充当について、
年度内に速やかに結論を得る。

経済産業省

地熱・工場廃熱の有効活用に向けた規制の見直し 工場等の未利用蒸気を活用する発電設
備について、ポイラー・タービン主任技術
者の選任を不要とするか否かに関し、年
度内に速やかに結論を得る。地熱等を活
用するものについても安全性の技術的検
討を年度内のできるだけ早期に開始す
る。

経済産業省

規制・制度改革に係る対処方針(平成22年6月 18日 閣職決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制改革事項 対処方針 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

④

再生可能エネルギーの
導入促進に向けた規制
の見直し(大規模太陽光
発電設備に係る建築基
準確認申睛の不要化)

建築基準法における太陽光発電設備に係る屋内的用途の取扱い
について、4m以下で屋内的用途が発生していないものにあつて
は、建築確認を不要としているところt・あるが、具体的な取扱いに
ついて検討を行い、その結果を踏まえて、建築主事及び指定確認
検査機関等に周知徹底する。

平成22年度中措置 国土交通名

4mを超える太陽光発電設備の建築基準法の取扱いについては、
電気事業法令で必要な安全措置が講じられていることを条件に、建
築基準法の工作物の対象外とすることを検討する。

平成22年度中検討、結論を得次第措置 国土交通省、
経済産業省
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【経済産業省】

・

⑥

再生可能エネルギーの
導入促進に向けた規制
の見直し(002排出量商1

減に資する小規模分散
型発電設備に係る規制
(保安規程の作成義務、
電気主任技術者の設置
義務 等)の緩和 )

C02排出量Hり滅に資する小規模分散型発電設備の一般用電気エ

作物となる範囲の拡大について、特に太陽電池発電設備について
は、安全性確保の観点からの技術的検討を速やかに開始し、結論
を得る.

平成22年度中に検討・結論 経済産業省

⑦

燃料電池自動車・水素
ステーション設置に係る
規制の再点検

平成17年の高圧ガス保安法改正に基づく水素ステーシヨンに係る
具体的な仕様等を示す「例示基準Jを作成・通知する。

平成22年度申措置 経済産業省

例示基準策定後、合理的な水素貯蔵量の基準について、許可に係
る技術的助言を行う。

例示基準策定後、速やかに措置 国土交通省

平成27年の燃料電池自動車口水素ステーションの普及開始を行う
ため、安全確保の観点から行われている規制のうち、事業化を阻害
している規制について、技術進歩を見極めつつ、また、国際標準の
議論にも配慮し、技術の進展に円滑に対応できる性能規定化を図
るよう、再点検を行う。再点検及びその結果を踏まえた対応につい
て、関係省庁(経済産業省口国土交通省・消防庁)間にて調整した上
で、今後の具体的な工程表を作成する。

平成22年中措置 総務省、経済
産業省、国土
交通省

⑨

スマートメータの普及促
進に向けた制度環境整
備

スマートメータの普及促進の観点から、電力使用量等の需要家
丁―夕利用の在り方、計量機能とエネルギーマネジメント機能間の
インターフェースの標準化など消費者の選択肢拡大に向けた制度
的課題について、速やかに検討を開始し、結論を得る。

平成22年度中に検討・結論 経済産業省

⑮

住宅・建築物に係る省エ
ネ基準の見直し

建築物について、措置の実効力を高める方策を盛り込んだ、新たな
省エネ基準を策定する。

平成23年度中措置 経済産業省、
国土交通省
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【経済産業省】
2.ライフイノベーション分野

⑮

訪間介歴サービスにお
ける人員・設備に関する
基準の緩和 (サービス提
供責任者の配置基準 )

平成21年 4月 からの基準緩和施行覆の状況
モデル事業の実施結果も踏まえて、rr活用状況や事務補助員等に
よる支援によって管理可能な範囲を明確化し、次期介腹報酬改定
(平成24年4月 )に向けて、サービス提供責任者の配置基準の緩和
が可能かについて検討し、結論を得る。

平成23年度中検討・箱請 厚生労働省
経済産業省

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 (平成22年 9月 10日 閣議決定)

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 (平成22年9月 10日 閣議決定)における決定内容

所管省庁
番号 事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1既定の改革の実施時期を前倒しする事項

<環境・エネルギー>
3 再生可能エネルギーの

導入促進に向けた規制
の見直し(大規模太陽光
発電設備に係る建築基
準確認申請の不要化 )

4mを超える太陽光発電設備の建築基準法の取扱いにうし〒¬ま、
電気事業法令で必要な安全措置が講じられていることを条件に、建
築基準法の工作物の対象外とすることを検討し、結論を得た上で、
平成22年度中に措置を講じる。

平成22年度中検討・結論、電気事業法令
で必要な安全措置が講じられていることを
条件に平成22年度中に措置

経済産業省
国土交通省

5 再生可能エネルギーの
導入促進に向けた規制
の見直し(002排出量削
減に資する小規模分散
型発電設備に係る規制
(保安規程の作成義務、
電気主任技術者の設置
義務等)の経和)

C02排出量削減に資する小規模分散型発電設備の一般用電気エ
作物となる範囲の拡大について、特に太陽光発電設備について
は、安全性確保の観点からの技術的検討の結論を平成23年 2月 中
に得る。その後速やかに措置を講じる。

平成23年 2月 中に結論、その後速やかに
措置

経済産業省
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【経済産業省】
13 電気工作物に係る重要

変更以外の事後届出の
見直し

発電、愛電、送電手の電気事栞に係る電気工作物の重要な変更以
外の事後届出 (電気事業法第9条第2項)について、事業者負担の
軽減の観点から、情報の利用状況及び情報獲得の代替措置等を
勘案の上、平成22年度中に速ゃかに届出対象となる範囲等を見直
す。

平成22年度中に速やかに措置 経済雇菜省

14 スマートメータの普及促
進に向けた制度環境整
備

「規制・制度改革に係る対処方針Jにおいて、「スマートメータの普
及促進の観点から、電力使用量等の需要家データ利用の在り方、
計量機能とエネルギーマネジメント機能間のインターフェースの標
準化など,H費者の選択肢拡大に向けた制度的課題について、速や
かに検討を開始し、結論を得る(平成22年度中に検討・結論)」とさ
れている。本年5月 よリスマートメーター制度検討会を立ち上げ、こ
れまで4回の検討会を開催しているところであるが、結論を得る時
期を平成23年2月 に前倒す。

平成23年2月 までに検討・結論 経済産業省

15 燃料電池自動車口水素
ステーション設置に係る
規制の再点検

「規制・制度改革に係る対処方針」において、「平成17年の高圧ガス
保安法改正に基づく水素ステーションに係る具体的な仕様等を示す
『例示基準Jを作成・通知する。(平成22年度中措置)Jとされている
ところであるが、検討を前倒しし、平成22年度中速やかに措置を行
うこととする。

平成22年度中に速やかに措置 経済産業省

別表25分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項

<環境ロエネルギー>
7 再生可能エネルギーの

導入促進に向けた規制
の見直し(事業用電気エ
作物に係る工事計画届
出・審査等の手続の経
和 )

電気事粟法第48条により、事栞用電気工作物の設置または変更の
工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その
工事の計画を経済産業大臣に届けなければならない。この規定に
より500kW以上の太陽光発電設備に関しては工事計画の届出が必
要とされているが、工事計画届出・審査等の対象外となる太陽光発
電設備の範囲の拡大について、平成22年度中に速やかに安全性
の技術的検討を開始する。

平成22年度中に運やかに検討開始 経済産業省

、

一
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【経済産業省】
8 再生可能エネルギーの

導入促進に向けた規制
の見直し(水力発電設備
の一般用電気工作物と
なる範囲の拡大)

技術進歩を踏まえ、経済対策として再生可能エネルギーヘの投資
を促進する観点から、小型の水力発電設備(6∞V以下、かつ、ダム
を伴わないもの)について、一般用電気工作物の範囲を、最大使用

水量l m3/s未満という条件を課した上で、出力10kW未満から出
力20kW未満に拡大する。

平成22年度中に運やかに措置 経済産業省

10 エコカー普及にかかる制
度整備 (電気自動車の
充電サービスに係る取
扱ルールの明確化)

エコカーの普及を促進するため、発電サービスについて、消費者ヘ
の提供方法(時間単位・電力豊単位)等に係る取扱ルールを明確1ヒ

し、平成22年中に速やかに周知徹底する。   ・

平成22年中に速やかに措置 経済産業省

13 小型発電機の系統運系
に関する規定の見直し

発生した電力を電力会社へ売電する場合、設置する発電設備容量
により低圧連系・高圧連系に分けられているが(50kW未 満が低圧
(200V)、 50kW以上は高圧(6 6kV))、 設置する発電設備の容量が
基準となるため、所内電力消費などにより実際に電力会社配電線
へ流れる電力が50kWを下回る場合にも高圧での連系が要求されて
しまい、コスト増に繋がつている。したがって、低圧連系できる電力
の大きさの緩和tもしくは電力の大きさの基準を設備の容量ではな
く、実際に系統に流れる可能性のある最大の電力の大きさを基準と
するよう、平成22年度中に必要な措置を講ずる。

平成22年度検討・結論、その後速やかに

措置
経済産業省

<国を開く経済戦略>
28 国際ビジネスに対応した

国及び自治体の行政手
続窓回の整備

企業の事菜円滑化のため、海外からの対日直接投資の促進も視野
に入れつつ、複数の分野又は事業において必要な国及び自治体の
行政手続の窓日の一元化 (ワンストップ化)及び英膳対応の窓口の
設置について、平成22年度中に検討を行い、結論を得る。その後速
やかに措置を行う。

平成22年度検討口結論、その後還やかに
措置

内閣府
経済産業省
その他関係府
省

30 特定原産地証明の電子
発給の容認を含めた利
便性の向上

経済連携協定に基づく原産地証明制度の電子化に関し、経済産業
大臣の指定発給機関である日本商工会議所にしか発給及び印刷
が認められていない特定原産地証明書の申請者側 (輸出業者)で
の印刷を含めた利便性の向上策につき、産業界等の意見を踏ま
え、平成22年度中に検討し、結論を得る。

平成22年度検討・結論 経済産業省
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【経済産業省】

規制・制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)

規制・制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制。制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

1.グリーンイノペーション分野

③

ダム水路主任技術者の

取扱いの見直し
ダムを有する大規模水力発電所等と比較して、公衆や第 二者に
対するリスクが小さいと考えられる小水力発電所については、一定
の条件の下、外部の有資格者をダム水路主任技術者に選任するこ
と(いわゆる派遣)を可能とする。        

‐

平成23年度中検討・措置 経済産業省

⑥

下水熟・河川熱等の未
利用エネルギーの活用
ルールの整備

下水熙、澤水熱、地下水熱等を利用した熟供給を行う際に必要とな
る手続やルールを明確化・簡素化する。

平成23年度中措置 内閣府、晨林
水産省、経済
産業省、国土
交通省、環境
省河川水の熱利用のための水利使用許可手続における審査方法等

について、上記の結果や民間事業者等からの要望等を踏まえ、見
直しを検討し、結論を得る。

平成23年度中検討・結論

また、これらの手続やルールの検討に当たっては、関係省庁(国土
交通省、環境省、経済産業省、農林水産省)が連携し、事業者の利
便性にも配慮したものとする。その際、内閣府がフォローアップ主体
となつて進捗管理を行う。

平成23年度中措置

③

温室効果ガス排出量に
関する報告の一元化・統
一化

事栞者負担の軽減に向けて、エネルギーの使用の合理化に関する
法律、地球温暖化対策の推進に関する法律、自治体の条例に係る
報告様式等の整合性が図られるよう、自治体へ働きかけを行う。

平成23年度中措置 経済産業省、
環境省
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【経済産業省】

⑩

電気自動車の思運充電
器の設置に係る電力契
約の規制の緩和

総含資源エネルギー調査会電気事業分科会 (制度環境小委員会)

等において、電気自動車に係る急速充電器についてはぃ設置により
契約種別が低圧から高圧に変更される場合や他の事業者が設置
する場合には、新たな契約に際して追加的に発生する費用の負担
の在り方・安全性の確保に配慮しつつ、同―敷地内において「複数
の需給契約Jが対応可能となるよう必要な見直しを行う。その上で、
一般電気事業者に対して早期対応を促し、あわせて、その旨を国民
に広く周知する。

平成23年度中結論、結論を得次第措置 経済産栞省

①

需要家による再生可能
エネルギーの選択肢拡
大に向けた部分供給取
引の明確化

需要瞭側からの再生可能エネルギーの選択肢の拡大を通じ、再生
可能エネルギーの普及を促進し、あわせて、電力市場における公正
かつ有効な競争を促進する観点から、経済産業省と公正取引委員
会により定められた『適正な電力取引につCヽての指針Jにおける部
分供給の概念で、同一敷地内において、一般電気事業者とグリーン
PPSの両者を活用したグリーン電力の利用が可能である旨を総合
資源エネルギー調査会電気事業分科会 (市場監視小委員会)等に
おいて明らかにし、国民に広く周知する。

平成23年度中措置 公正取引委員
会、経済産業
省

⑫

マンション高圧―括受電
サービスの普及促進に
向けた規制の見直し、高
圧―括受電サービス普
及促進に係る電気事業
法に基づく『主任技術者
制度の解釈及び運用
(内規 )」 の見直し

電気主任技術者の外部委託制度について、平成21年度の制度改
正後の保安確保の定着状況等に係る調査を実施し、当該調査結果
を踏まえ、マンション高圧―括受電サービスにおける点検の在り方
について検討する。

平成23年度中調査開始、調査データを収
集次第検討

経済産業省

⑬

家庭用電気料金メ
ニューの拡充

総合資源エネルギー調査会電気事業分科会 (制度環境小委員会)

等において、需要家の省002化等を推進していく観点から、―般電
気事業者に対して、料金メニューの変更が可能な旨を周知し、電気
自動車やスマートメーターも含めて需要家のニーズに柔軟に対応す
る観点から、新たな料金メニューの検討を促す。あわせて、その旨
を国民に広く周知する。

平成23年度中措置 経済産業省
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【経済産業省】

①

低圧託送料金制度の創
設

総含資源エネルギー調査会電気事業分科会(制度環境小委員会)

等において、特定規模電気事業者又は特定電気事業者による再生
可能エネルギーの導入円滑化の観点から、低圧も含めた託送につ
いて検討し、結論を得た上で速やかに措置する。

平成23年度中検討。結論、結腑を得次第
再生可能エネルギーの買取制度の導入と
併せて措置

経済産業省

⑮

ガス導管事業の用に供
する導管の道路占用許
可

省エネ・省002fヒに資する天然ガス供給拡大のためのガスパイプラ
インの敷設円滑化という公共性の高さ及び政策的課題の実現の観
点から、経済産業省及び国土交通省は、事業者によるパイプライン
の設置計画等を関係道路管理者に情報提供することにとどまること
なく、両省が協議の上、道路占用許可が円滑に取得できるよう検討
し、結論を得る。その上で、国土交通省は関係道路管理者に対し
て、当腋事務の取扱いを通知するとともに、本通知が道路管理者に
おいて周知徹底されるよう取り組むこととする。

平成23年度中検討。結論・措置 経済産業省 .

国土交通省

①

ガス事業託送約款料金
算定規則における滅価
償却費算定方法の緩和

ガス供給網の敷設促進及び低廉な託送料金水準による需要家利
益の拡大を図る観点から、一般ガス事業者が供給区域外で行うガ
ス導管事業について、運用の実態を踏まえた上で、ガス導管事業
者と同様に託送料金の算定に財務会計上採用している減価償却と
は別の託送料金算定方法 (30年の適用等)を適用することが可能か
どうか検討し、結論を得た上で、速やかに措置する。

平成23年度中検討・結論、結論を得次第
措置

経済産業省

3.農林・地域活性化分野

②

稼働中の産栞通産の世
界遺産への登録

稼働中の産栞這産の世界這産登録に関して、関係府省会議や有
臓者会議の設置を含め、関係府省が一体となつて検討を行うととも
に、関係府省は、現行の文化財保護法に基づく保全方策以外の方
策について速やかに検討を開始し、できる限り早期に結論を得る。

平成22年度中に検討を開始し、平成23年
度中できる限り早期に結論

内閣冒房、文
部科学省、経
済産業省、国
土交通省

⑨

商店街振興組合の活性
化

商店街においては、近年、経営者の高齢化、後継者難等により店
舗を第二者に賃賃じ商店街振興に携わる事例が増えていることか
ら、このような不動産賃貸を行う事業者も定款で組合員資格を付与
すれば組合活動に参加できることを周知する。

経済産業省

⑩

工場の建て替え時に必
要となる緑地面積率規
定の在り方

国内工場の空洞化が一層深刻化する現下の状況を踏まえ、建て替
え阻害の要因となりうる、飛び緑地や壁面緑地及び屋上緑地に対
する面積算入範囲の拡大、縁化のための植栽規定の見直し、地方
自治体に「地域準則」を積極的に活用させる方策等、縁地面積率規
定の在り方について検討し、結論を得る。

平成23年度検討口結論 経済産業省
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【経済産業省】
4.アジア経済戦略、金融等分野

4-2.物流・運輸分野

②

1認
定事粟看 (AEO)制度

の改善
特例鞠入者が特例申告を利用する場合の財務上の担保 要件の
緩和について、適正な租税債権確保の観点も踏まえつつ、検討し
結論を得る。

平成23年度検討・結論 財務省

アメリカ、EU等の各セキュリティ対策(24時間JL―ル、1け

'ル

ール
等)が、我が国のAEO事業者にもぃて緩和されるよう、関係省庁間
で適宣連携し、交渉を継続する。

逐次実施 財務省、経済
産業省、外務
省

審査`判定基準及び運用の標準化・統一化・透明化について、税開
ごとの対応力守異なることにより利用者の利便性が損なわれることが
ないよう、よリー層周知徹底する。

平成23年度措置

④

経済運携協定に基づく
特定原産地証明制度の
利便性の向上

国際競争力を強化するEPA税率の利用を促進するため、以下の点
について原産地証明制度を改善する。
①現行体制下での事務合理化による原産地証明書発給の迅速化
策について、所要の措置を講じる。

平成23年度措置 経済産業省

② 原産地証明書システムの利便性の向上を図るため、平成22年
度補正予算による「原産地証明書情報の電子的提供事業Jの運用
を進めるとともに、協定・交渉相手国との交渉。調整状況を踏まえ
て、更なる電子化の方策について検討する。あわせて、同様の利便

結実Bま1暑
込むことがで

亨
る認定輸出者自己証明制度の導入を

平成23年度検討

③ 更新時の豊記簿の提出の省略を認めるなど、更新時の手続に
つき、より負担の少ない方法を検討し、所要の措置を講じる。

平成23年度措置

③

安全保障貿易管理制度
における骸非判定の事
前相談制度の利便性の
向上

腋非判定に関して、企業名公表を条件としない、インターネットギに
~

よる相談及び該非判定についての連絡を可能とするなど、効果的

磐渕
の方法について検討し、結論を得た上で、所要の措置

平成23年度検討・結論口措置 経済産業省

⑨

法常選守慢艮企葉によ
る海外グルTプ会社に

対する貨物の輸出等に
係る許可の手続の簡素
1ヒ

法令運守優良企業による海外グループ会社に対する貨物の輸出等
に係る許可の手続の簡素化を図るため、特定子会社包括許可制度
に関し、その要件 (子会社の資本要件等)の見直しを含めた利便性
の向上について検討し、結論を得た上で、所要の措置を講ずる。

平成23年度検討口結論・措置 経済産業省
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【経済産業省】
4-3.金融分野

⑥

取軍金融機関等の私的
整理時における債権放
薬の制度構築

株式会社企栞再生支援機構 (以下「機構」という。)による再生支援
計画では、政府系金融機関や独立行政法人に一部債権放棄への
協力義務を設けている。一方、機構による支援決定可能期間は限
られている。このため、機構の支援決定可能期間後の私的整理支
援を継続していく観点から、産業活力の再生及び産業活動の革新
に関する特別措置法において設けられている事業再生ADR制度
に、機構による再生支援における協力義務と同様の効果が確保で
きるよう、有効な方策を検討していくこととする。
その際、まずは機構とも連携しながら、現在の制度上の課題と実態
の把握を行う。
今年度前半には実態把握を終え、所要の手当てを行う。

平成23年度検討開始 経済産葉省

⑫

貿易保険関連分野 (取

引信用保険)1こおける民
間事業者の事業機会拡
大 (再保険の引受け)

平成22年 10月 の事業仕分け結果 (「特別会計の廃止 (国以外の主
体に移管)J、「国家の保証等国の関与を確保J、「移行のための適
正な経過期間J及び「組織としては独立行政法人日本貿易保険に一
体化」)を踏まえつつ、貿易保険制度の在り方を見直す。
なお、取引信用保険の民間事業者の事業機会の拡大については、

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針J(平成22年 12月

7日 閣臓決定)を踏まえ、日系海外子会社の第二国向け輸出につ
いて、日系損害保険会社の現地子会社などからの再保険引受けを
通じて、独立行政法人日本貿易保険が貿易保険を引き受ける新た
な取組を今般前倒しで導入したところであり(平成22年措置済み)、

引き続きその積極的運用を図つていく。

平成23年度より措置 経済産業省

4-4.「F分野

③

石繰電気通fE法におけ
る卸供給事業者の扱い
の改善について

有線電気通信法第3条第4項第4号に基づき、有線電気通信法施
行規則第6条第5号においては、電気設備の技術基準を定める省
令第50条の規定により設置する有線電気通信設備について、有線
電気通信法第3条の総務大臣への有線電気通信設備の届出を不
要としているところ。
電気設備の技術基準を定める省令第50条第1項の適用対象設備
に係る解釈の明確化を図る.

平成23年度早期措置 経済産栞省
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【経済産業省】
4-5.住宅・土地分野

⑩

環境に配慮した鉱業法
制の見直し

郎票出願については、申請後数年経過しても申請中のまま処理さ
れていない場合がある。このため、鉱業の特性に鑑み、関係者との
調整、事業上の必要性等により、やむを得ないと考えられる場合を
除き、鉱業権の設定許可については、原則として標準処理期間内
に処理が行われるよう運用する。

平成23年度措置 経済産栞省

鉱葉権の設定に係る出願がなされ、標準処理期間を経過した後、
なお、処理が行われていない場合であって、当該出願に係る区域
内で大規模な都市開発事業など他の事業の実施に伴ってやむを得
ず付随的に当骸出願に係る鉱物の採掘を行う必要が生じた場合に
おいて、出願の状況、当骸他の事業の状況、開示の必要性・妥当
性、開示が出願人の競争上の地位等に与える影響等を総合的に考
慮して、特に必要かつ適切と認められる場合には、当該他の事業を
実施しようとする者に対し出願人名を開示するとともに、出願人に対
し当該他の事業を実施しようとする者の情報を提供するよう運用を
行う。

平成23年度措置

5.消費者分野

②

貫金属等の買取栞者に
よる自宅への強引な訪
間買取りに対する規制
強化

貫金属等の買取業者による自宅への強引な訪間買取りから消費者
を保護するため、被害実態を早急に把握の上、消費者への注意喚
起等現行制度上可能な措置を講じる。

平成23年度中できる限り早期に措置 消費者庁、経
済産業省、警
察庁

その一方で、貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取
りから消費者を保随するための法的措置について被害実態の正確
な把握に努めつつ検討し、結論を得る。

平成23年度中に検討・結論
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【経済産業省】

規制・制度改革に係る追加方針(平成23年7月 22日 閣議決定)

規制。制度改革に係る追加方針(平成23年7月 22日 間議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制・制度改革事項 規制口制度改革の概要 実施時期

3.晨林・地域活性化分野

⑫

険制度と中小企業信用
保険制度の連携強化に
よる資金供給の円滑化

小企業信用保険制度(以下「中小保険Jという。)に係る課題は以下
であるところ、
①農業信用基金協会(以下「基金協会Jという。)が保証対象を実態
上制度融資に限定するなど銀行等が活用しづらいものとなってい
る、
②金融機関にとってぅ基金協会の申請の事務手続等が中小保険と
異なる、
③両制度の保険対象が不明確であり、利便性が損なわれている、
④基金協会の保証料率が資金ごとに一律となつており、利用者の
経営努力が反映されない、
こうした課題に対応するため、現行の中小保険及び農林水保険に
よる連携を強1ヒし、利用者の利便性の向上を図るとともに、その課
①民間活力の活用の趣旨を踏まえ、農林水産省は基金協会に対
し、銀行等による利用促進の方針を徹底する。そのため、銀行等に
よる基金協会利用が進んでいない地域においては、農林水産省は
経済産業省の協力を得て、地域金融機関の取組状況の実態把握
を行う.

②利用者の利便性向上の観点から、審査ノウハウや事務手続の向
上を図るため、信用保証協会と基金協会との合同での研修の実施
等を行う。

③農林水産省と経済産業省は、両制度の対象となる業種について
事例集を作成し、事業者や地域金融機関への周知徹底を図る。ま
た、信用保証協会と基金協会は同一地域に存在する両協会間での
連絡体制を構築し、一方の制度で対象とならない場合は、相互の協
会に紹介を行う。さらに、農林水産物の生産・加工・販売を一気通貫
で行う事業者に対しては、金融機関と両協会が連携の上、事業者
の負担軽減の観点を踏まえた事務手続等の簡素化を図りつつ、生
産部分は基金協会、加工・販売部分は信用保証協会と分担する
等、円滑な保証引受けのための体制を構築する。

平成23年度中措置

経済産業省

平成23年度着手、できる限り早期に措置

平成23年度着手、できる限り早期に
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【経済産業省】
開始、平成24年度中に

「ハトミミ.oom「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日
行政刷新会議報告)

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「ハトミミ.com「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間」において提出された全国規模の規制改革要望を検討した結果、各府省において実施するとされた事項

-20

海外の子会社を対象と
した、貨物の輸出および
技術の提供に係る新た
な包括許可制度の創設
について

海外の子会社を対象として一定の条件下で一括して許可を行う新
たな包括許可制度を創設する。

平成21年度 (措置済) 経済産業省

「ハトミミ.com『国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日行政刷新会餞報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間」において提出された全国規模の規制改革要望に対し、各府省において「検討J等を行うとされた事項

21

工場立地法の緑地面積
変更に関わる手続の見
直し

工場立地法において、生産施設の面積については30ポまで変更届
不要となつている。緑地面積の減少についても、定められた面積比
率を満たし、かつ、一定面積 (30耐)以下の変更であれば軽微変更
として撮い、変更許可申請の提出を不要とすることについて検討を
行い、結論を得る。

平成21年度検討開始、可能な限り早期に
結論

経済産業省

22 鉱山坑内でのガソリン車
使用制限の緩和

鉱山の坑内で使用する自動車について、ディーゼル機関のみなら
ず、安全性等に配慮し、使用条件等も考慮しながら、ガソリン車の
走行も認めることについて検討し、結論を得る。

平成21年度検討開始、平成22年度結論 経済産業省
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_                      【経済産業省】

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成
22年6月 18日 閣議決定)

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )Jにおいて提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

14 景気動向の把握に関す
るムダについて

『管内経済情勢報告J、「地域経済産業調査Jでヒアリング対象と
なつている企業等において、重複して同様のヒアリングを受けている
ことにより負担となつている場合のヒアリング方法等について、当該
企業等の要望も踏まえながら、一つの省庁が代表的にヒアリングを
実施する等の負担を緩和するための対応策を実施し、これを通じて
調査の一日の効率化を図る。

平成22年度
財務省

経済産業省

26

試験研究用又は試案と
して用いられる新規化学
物質の輸入通関上の書
面提出の簡素化

試験研究用又は試薬として用いられる新規化学物質を輸入通関す
る際、輸入者から税関に提出される書面については、捺印を求めな
いこととし、原本であることを問わないこととする。

平成22年度
(措置済)

経済産業省

27 電力設備から発生する
磁界規制の創設

電力設備から発生する磁界について、曝露制限値を100マイクロテ
スラ(=1000ミ リガウス)(50ヘルツ)、 83マイクロテスラ(=330ミ リガ
ウス)(60ヘルツ)とする基準を定める。

平成22年度 経済産業省

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )」において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 10日 閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間(第 1回)Jにおいて提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

44

再生可能エネルギー導
入に関する補助金制度
力t一覧できるホーム
ページの作成

申請者への分かりやすさの観点から、再生可能エネルギーの導入
に関する補助制度について、各省庁の制度を一覧にするホーム
ページの作成の検討を行う。

平成22年度検討・結論 経済産業省
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【経済産業省】

45
ヒートボンプ式高効率綸
湯器の導入支援につい
て

昨年秋の事業仕分けの結果を踏まえ、現行の補助制度については
平成22年度上期をもって廃止された。新たな普及策については、国
による支援の必要性も含めて検討し、結論を得る。

平成22年度検討・結論 経済産業省

46 輸入貨物の返送に係る
輸出許可の不要化

我が国では、外国為替及び外国貿易法に基づき、国際的な平和及
び安全の維持を妨げることとなると認められる貨物の輸出又は技術
の提供に当たつては、経済産業大臣の許可が必要とされている。返
品のための輸出又は技術の提供を行う場合においても、輸出者は
輸出する貨物や提供する技術が経済産業大臣の許可が必要であ
るか否かの確認を行う必要があるが、返品のための輸出等につい
ては、事業者の負担を軽減するため、一定の条件の下で、厳格な
骸非判定を要しない輸出についても包括許可に含めることを検討
し、結論を得る。

平成22年度検討・結論 経済産業省

47 映画のデジタル化、デジ
タル配僣の促進

知的財産戦略本部において、デジタル化・3Dイしの促進について明
記した知的財産推進計画2010を決定したところであり、今後具体的
な方法などについて検討する。

平成23年度検討・結論 経済産業省

48

音の商標について、他
人の著名な旋律・楽曲
の登録除外することにつ
いて
(パブリックドメインに落
ちた著名な旋律 `楽曲の
登録のような不当な利
益を得るための登録の

排除)

「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループJにおける議
論を踏まえつづ、他人の著名な楽曲からなる音の商標の登録の可
否を含め、音の商標の保護の在り方について検討を行う。

平成22年度検討開始 経済産業省
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【経済産業省】

『「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「全国規模の規制改革要望Jに係る過去の未実現提案等のうちぃ各府省において実施するとされた事項

17
高圧ガス認定完成検査
実施者の軽微変更工事
の拡大

コンピナート等保安規則第14条第1項等を改正し、一定の検査能力
を有する事業者 (認定完成検査実施者)について、「軽微な変更エ
事」の範囲を保安上問題のない範囲で、一定程度拡大する。

平成21年度
(措置済 )

経済産業省

18

工場立地法の緑地面積
変更に関わる手続の見
直し

工場立地法では、30nf未満の生産施設面積の増加については変
更の届出が不要となっている。保安上の問題などに対して急ぎ対処
が必要な場合にはざ「10ボ以下の緑地の減少Jを軽微変更として取
り扱うことを旨とする産業構造審議会の報告書をもとに、工場立地
法施行規則等の見直しを行う。

平成22年度 経済産業省

19
電気工作物の対象外と
するボイラーの範囲拡
大

工場等における少量の蒸気を利用した発電設備の普及促進を図る
観点から、排気を発電用以外の用途にのみ供する発電用の蒸気
タービンに蒸気を供給するボイラーのうち、当骸ポイラーの最高使
用圧力が2メガパスカル以下であつて、最大蒸発量が10トン毎時以
下等の条件を満たすものについては、電気工作物として取扱わない
こととする。

平成22年度
(措置済) 経済産業省

『『国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「全国規模の規制改革要望Jに係る過去の未実現提案等のうち、各府省において「検討」等を行うとされた事項

17
電気工作物にかかる重
要変更以外の事後届出
の見直し

発電、変電、送電等の電気事業にかかる電気工作物の重要な変更
以外の事後届出(電気事業法第0条第2項)について、事業者負担
の軽減の観点から、情報の利用状況及び情報獲得の代替措置等
を勘案のうえ、届出対象となる範囲等の見直しを検討し。結論を得
る。

平成22年度検討・結論 経済産業省
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【経済産業省】

「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針(平成23年4月 8日 間
議決定)

「国民の声J規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針(平成23年4月 8日 間議決定)における閣議決定内容

「国民の声Jに提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

ｒ
υ

鮭鱒類の輸入承認の迅
速1ヒ

国際条約の適正な履行を図るために必要な審査を水産庁及び経
済産業省がそれぞれ行う必要がある中で、審査に要する期間を
縮減するため、両省庁への提出書類を簡素化する。

平成23年度
(一部措置済 )

農林水産省
経済産業省

16
高圧ガス保安法におけ
る「火気を取り扱う施
設Jの解釈の明確化

防爆指針に基づき非危険場所に分類された場所に設置する電気
設備については、防爆構造でなくても「火気を取り扱う施設」
に該当しないという趣旨を、運用解釈内規に追記 し、明確化を
図る。

平成23年度 経済産業省

７
′

高圧ガス保安法におけ
る軽微な変更工事の範
囲の明確化

高圧ガス保安協会への委託検査受検品であつて一定の検査方
法・検査基準に従つて検査を行つたものへの取替えは、高圧ガ

桑暑薫漠婆整韓農奮憂置黒懸ま言耽畠こえL恵た濃習「 用 :
替えは、許可・届出が不要な工事であることについて、都道府
県に周知を徹底する。

平成23年度 経済産業省

●
０

家庭用燃料電池の技術
基準の見直し

家庭用燃料電池設備に対して設置が義務付けられている過圧防
止装置について、安全性を考慮しつつ、その義務付けの範囲を
見直す。

平成23年度 経済産業省

ｎ
ｖ

独立行政法人日本貿易
保険の海外事業資金貸
付保険における制限の
緩和

独立行政法人日本貿易保険が行う海外事業資金貸付保険におい
て、期間基準を短縮する。

平成23年度
(措置済み )

経済産業省

20

圧力設備の使用適性評
価におけるA P 1579-
1/ASME FFS-1
規格の適用

圧力設備の供用適性評価を行うに当たり、認定保安検査実施者
に対し、AP1/ASHE FFS-1や 我が国の研究成果等を参考に制定さ
れた規格である「高圧ガス設備の供用適性評価に基づく耐圧性
能及び強度に係る次回検査時期設定基準Jの利用を認める。

平成22年度
(措置済み )

,経済産業省
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【経済産業省】
「国民の声」規制。制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)における閣議決定内容

「国民の声」に提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

28
新規化学物質届出制度
の統合・簡素化

新規化学物質の労働安全衛生法に基づく届出と化学物質の審査
及び製造等の規制に関する法律に基づく届出に関しては、評価
の観点や必要試験項目、審査の手続が異なつているが、届出者
の利便性を図るべく、それぞれの様式の統合・簡素化について
検討を行い、結論を得る。

平成22年度検討開始 。

平成23年度結論

厚生労働省
経済産業省

環境省

30 魚粉を含んだ飼料の輸
出承認の見直 し

配含飼料や飼料原料の需給の状況等を考慮 しつつ、魚粉を含ん
だ飼料の輸出承認の見直 しについて検討を行い、結論を得る。

平成22年度検討開始・

平成23年度結論 ´
農林水産省
経済産業省

31
輸出承認手続の利便性
向上

輸出貿易管理令別表第 2に掲げる貨物の輸出に関し、海外グ
ループ会社等、経続的な取引関係を有する同一の相手方との取
引について、包括的な承認制度の導入を含め、利便性を高める
方策について検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討・結論 経済産業省

32
圧力容器の設計製作に
おける最新ASME規
格の適用

最新ASME規 格の内容を踏まえ、高圧ガス保安法における特
定設備検査規則で定める材料の最小引張強さの安全係数を引き
下げた場合に、いかなる安全上の課題や制度的手当の必要性が
あるかについて検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討・結論 経済産栞省

33 高圧ガスの輸入に係る
容器検査手続の簡素化

高圧ガス保安法第44条第 4項の容器検査に合格したものとして
扱われる容器の規格に適合するものとして、EU規格を追加す
ることを検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結論 経済産業省

34
固定価格買取制度の対
象要件の見直 し

再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度について、太陽光
発電、風力発電、中小水力発電、地熱発電、バイオマス発電と
いった実用化されている全ての再生可能エネルギーにまで拡大
することを基本として買取制度小委員会において制度の詳細の
検討を行い、結論を得る。

平成22年度検討・結論 (実施済み ) 経済産業省
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【国土交通省】

規制・制度改革に係る対処方針 (平成22年6月 18日 閣議決定)

規制口制度改革に係る対処方針(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番月 規制改革事項 対処方針 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

①

再生可能エネルギーの導入促進に向
けた規制の見直し(小水力発電の導
入円滑化)

一定規模以下の小水力発電目的での従属発電による水利使用について、従属
元の水利使用の処分権者が都道府県知事である場合、特定水利使用の対象
外とする。

平成22年度中措置

「熙鮮繍霜釧t鬱翌鼎難型躍岬覇野鞍脇
行水利権はそのままで、通常の申請手続きを行う、めいずれかとすればよい
旨、河川管理者等関係者へ通知する。

平成22年度中措置 国土交通省

水利権の許可に係る標準期間は、行政手続法の施行に伴う通達において、既
に国土交通大臣が行うものにあっては10ヶ月、各地方整備局長が行うものに
あっては5ヶ月を目安とする旨明示しているが、改めて周知する。当骸期間を超
過する場合には、これまでと同様に行政手続法に基づき申請者の求めに応じて
その理由を開示するも

平成22年度中措置 国土交通省

③

再生可能エネルギーの導入促進に向
けた規制の見直し(風力発電の導入
促進に係る建築基準法の基準の見直
し)

風力発電機の特徴を加味した評価基準の妥当性について、学織者、事業者等
の意見を聞きながら検討を行う。

平成22年度中検討 国土交通省

大臣認定に係る標準期間を明示するとともに、当該期間を超過する場合には、
申請者の求めに応じてその理由を開示する。

平成22年度中措置 国土交通省
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【国土交通省】

④

再生可能エネルギーの導入促進に向
けた規制の見直し(大規模太陽光発
電設備に係る建築基準確認申請の不
要化)

建築基準法における太陽光発電設備に係る屋内的用途の取扱いについて、4
m以下で屋内的用途が発生していないものにあっては、建築確認を不要として
いるところであるが、具体的な取扱いについて検討を行い、その結果を踏まえ
ても建築主事及び指定確認検査機関等に周知徹底する。

平成22年度中措置 国土交通省

4mを超える太陽光発電設備の建築基準法の取扱いについては、電気事業法
令で必要な安全措置が講じられていることを条件に、建築基準法の工作物の対
象外とすることを検討する。

平成22年度中検討、
結論を得次第措置

国土交通省、
経済産業省

⑦

燃料電池自動車・水素ステーション設
置に係る規制の再点検

平成17年の高圧ガス保安法改正に基づく水素ステーションに係る具体的な仕
様等を示す『例示基準」を作成口通知する。

経済産業省

例示基準策定後、含理的な水素貯蔵量の基準について、許可に係る技術的助
言を行う。

例示基準策定後、速
やかに措置

国土交通省

平成27年の燃料電池自動車・水素ステーションの普及開始を行うため、安全確
保の観点から行われている規制のうち、事業化を阻害している規制について、
技術進歩を見極めつつ、また、国際標準の議論にも配慮し、技術の進展に円滑
に対応できる性能規定化を図るよう、再点検を行う。再点検及びその結果を踏
まえた対応について、関係省庁 (経済産業省・国土交通省・消防庁)間にて調整
した上で、今後の具体的な工程表を作成する。

平成22年中措置 総務省、経済
産業省、国土
交通省

⑩

コージェネレーションの普及拡大及び
排熱の利用拡大に向けた道路法の運
用改善 (熱供給導管の埋設に係る道
路占用許可の合理化)

熱供給事栞法の規定に基づき道路に設けられる熱供給導管の道路占用許可
については、建設省道政発第62号を改めて周知徹底する。また、熱供給事業
法に定める熟供給導管以外の熱供給導管についても、温暖lLガスの排出削減
を促進する観点から、道路法第32条第1項第2号に規定する占用許可対象物
件に該当する旨を文書により周知する。

平成22年度中措置 国土交通省
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【国土交通省】

⑫

国産木材の利用促進 (大規模本造建
築物に関する構造規制の見直し)

耐火構造が義務付けられる延べ面積基準及び、学校などの特―
物百雨石

階数基準については、木材の耐火性等に関する研究の成果等を踏まえて、必
要な見直しを行う。

平成22年度中検討
開始、結論を得次第
措置

国土交通省

現在、「子ども・子育て新システム検討会議Jにおいて、幼保一体化を含む新た
な次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築に向けた検討が進め
られている.幼稚園の基準のあり方については、その検討結果も踏まえつつ、
すべての子どもへの良質な成育環境を保障するという視点に立って検討を行
う。

新たな制度の検討結
果を踏まえてすみや
かに検討・結論

内閣府
文部科学省
(厚生労働省 )

⑬

鉄筋コンクリート造と木造との併用

「

造とする校舎等の構造計算に関する
規定の見直し

「建築基準法の見直しに関する検討会」における、混構造の問題も含めた構造
計算適合性判定制度についての検討結果を踏まえて、必要な見直しを検討し、
結論を得る。

平成22年度中検討
開始、結論を得次第
措置

国土交通省

①

木造耐火構造に関する性能評価試験
(大臣認定申請用)の試験方法の一部
見直し

外壁の屋外側に関する性能評価試験について、加熱終了後b二更鷲間の放置
を脱炉状態とする方法が妥当かどうかについて再検証を行う。

平成22年度 中措置 国土交通省

⑮

住宅・建築物に係る省エネ基準の見
直し

建築物について、措置の実効力を高める方策を盛り込んだ、新たな省エネ基準
を策定する。

平成23年度中措置 経済産業省、
国土素通省

(住宅口土地)

①

容積率の緩和 環境負荷の低減、高齢社会への対応、財政負担の師引、防災機能の向上、経
済の活性化などの観点から、地区外の環境保全など幅広い環境貢献措置を評
価した容積率の緩和、老朽建築物の建替えに資する容積率の緩和に係る具体
的施策について検討し、結論を得る。

平成22年度検討・結
論

国土交通省

②

既存不適格建築物の活用のための建
築基準法の見直し

既存不適格建築物の増築等に係る緩和措置について「建築基準法の見直しに
関する検討会Jにおける検討結果を踏まえ、必要な見直しを検討し、結論を得
る。

平成22年度検討・結
論

国 土交通省

③

建築確認・審査手続きの簡素化 建築確認・審査手続きの簡素化等について、「建築基準法の見直しに関する検
討会」における検討結果を踏まえ、必要な見直しを検討し、結論を得る。

平成22年度検討・結
論

国土交通省

また、本年3月 に公布された建築確認手続き等の運用改善を着実に施行する。 平成22年6月 措置

―144-



【国土交通省】
2.ライフイノベーション分野

⑮

高齢者用パーソナルモビリティの公遭
での使用

国内メーカーの開発動向、利用者のニーズ等を踏まえ、また、特区での実証案
験結果を検証しつつ、対応の要否について検討を開始する。

平成22年度検討開

始
警察庁、国土

交通省

3.農業分野

⑫

市衝化調壼区事のE売所の面積用途
制限の緩和(地域再生・六次産業化 )

市衝化調整区域の直売所の面積用途制限について、開発審査会ごとの市街化
調整区域内の直売所の取り扱い状況、成功事例などを調査する。また、開発許
可制度の運用について、農業振興及び市街化の抑制を両立させる観点から、
必要な考え方を示したガイドラインの作成に着手する。

平成22年度中着手 国土交通省

4,その他分野

(物流 )

②

内航海運暫定措置事業の廃止 国土交通省において、日本内航海運組合総運含会と協議の上、毎年度、内航
海運暫定措置事業の解消までの資金管理計画を作成・公表する。

平成22年度開始 国土交通省

また、船舶の新規参入・代替建造の障害を取り除くべく、当該事業の早期解消
に向けた方策について検討し、結論を得る。

平成22年度検討・結
論

③

外航海運に関する独占禁止法適用除
外制度の見直し

国土交通省は、荷主の利益、日本経済への影響、諸外国の外航海運に係る独
占禁止法適用除外制度に係る状況等を分析、検証し、我が国の同制度の見直
しについて、公正取引委員会と協議しつつ、引き続き検討を行う。

平成22年度検討 国土交通省
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【国土交通省】

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月 10日 閣議決定)

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月 10日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1既定の改革の実施時期を前倒しする事項

く都市再生・住宅>
1 環境員荷の低減、高齢社会への対応、財政負担の抑制、防災機能の向上、経

済の活性化などの観点から、地区外の環境保全など幅広い環境貢献措置を評
価した容積率の経和、老朽建築物の建替えに資する容積率の緩和に係る具体
的施策について早期に検討し、結論を得た上で、平成22年度中に措置を講じ
る。

平成22年度検討・結
論・措置

2 建築確認申請口申請手続の迅速化 建築確認・審査手続の簡素化等について、「建築基準法の見直しに関する検討
会Jにおける検討結果を踏まえ、必要な見直しを検討し、平成22年度中1こ見直し
案を取りまとめた上で、可能な限り早期に措置を講じる。

平成22年度中検討ロ

結論、可能な限り早
期に措置

国土交通省

<環境・エネルギー>
3 再生可能エネルギーの導入促進に向

けた規制の見直し(大規模太陽光発
電設備に係る建築基準確認申睛の不
要化)

4mを超える太陽光発電設備の建築基準法の取扱いについては、電気事業法
令で必要な安全措置が講じられていることを条件に、建築基準法の工作物の対
象外とすることを検討し、結論を得た上で、平成22年度中に措置を講じる。

平成22年度中検討・

結論、電気事業法令
で必要な安全措置が

講じられていることを
条件に平成22年度
中に措置

経済産業省
国土交通省

8 鉄筋コンクリート造と木造との併用構
造とする校舎等の構造計算に関する
規定の見直し

「建築基準法の見直しに関する検討会」における、混構造の問題も含めた構造
計算適合性判定制度についての検討結果を踏まえて、必要な見直しを検討し、
平成22年度中に見直し案を取りまとめた上で、可能な限り早期に措置を講じる。

平成22年度中検討ロ

結論、可能な限り早
期に措置

国土交通省
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【国土交通省】

<観光振興をはじめとした地域活性化>
21 通訳案内士制度の見直し 報酬を得て通訳案内を業として行う通訳案内士になる:|は、「通訳案内士試験J

に合格して、都道府県に登録する必要があるが、訪日外国人旅行者の急増等
を受け、有償ガイドを通訳案内士以外にも認めることについて、早期に検討し、
平成22年度中に結論を得た上で、できる限り早期に措置する。     ・

平成22年度検討口縮
論、できるだけ早期
に措置

国土交通省

<国を開く経済戦略>

23 国際航空貨物チヤーター輸送における
第二日の航空会社による賞物チャー
ター便の運航容易化

国際航空物流の活性化により、物流コストの低減を図る観点から、相互主義の
確保に配慮しつつ、国際航空貨物チャーター輸送における第二国の航空企業
による貨物チヤーター便の運航の容易化を平成22年度中の可能な限り早期に
実施する。

平成22年度中の可
能な限り早期に措置

国土交通省

24 国際航空貨物チヤーター輸送における
フォワーダー・チャーター便の運航容
易1ヒ

国際航空物流の活性化により、物流コストの低減を図る観点から、相互主義の
確保に配慮しつつ、国際航空貨物チャーター輸送におけるフォワーダー・チャー
ター(利用運送事業者によるチヤーター)の運航の容易化を平成22年度中の可
能な限り早期に実施する。

平成22年度中の可
能な限り早期に措置

国土交通省

別表25分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項

<都市再生・住宅>
1 マンション建替え円滑化法における最

低住宅面積の緩和

マンション建脅え円滑化法を活用した建替えには、各戸あたりの最低面積が定
められており、戸当たり面積の小さいワンルームマンションの建替えが困難と
なつている。このため、建替え前の1戸 当たり面積が50耐未満のワンルームマ
ンションに限り、建替え後の最低住宅面積および居室数の条件を緩和し、マン
ション建替え円滑化法の適用を可能とするよう早期に検討し、結論を得た上で、
平成22年度に措置を講じる。

平成22年度検討・縮
論・措置

国土交通省
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【国土交通省】
2 地下歎等軌遭上の市街地再開発事業

の推進
都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を推進する
観点から、都市再開発法に基づき第一種市街地再開発事業を実施する際に、
地下の地下鉄軌道等に区分地上権が設定されている場合についても、全員同
意を得ずして権利変換が可能となる方策について早期に検討し、鉄道事業者と
の調整等を図つた上で、平成23年度中に結論を得る。

平成22年度検討開
始・平成23年度中に
結論

国土交通省

3 地籍調査の積極的推進 土地情報の基礎である地籍調査を積極的に推進するため、民間法人の活用を
図るために必要な省令改正や運用通知の発出等を平成22年度中に講じる。

平成22年度中措置 国土交通省

4 大街区化の推進 戦災復興事栞等によって一定の基盤が整備されている街区などを対線に、複
数の街区に細分化された土地の集約を進めるためのガイドラインを平成22年度
中に作成する。

国土交通省

5 本遣密果市街地における住宅等の建
替え

木造密集市街地における建替えには、前面道路幅員が狭いことにより接道条
件を満たさない等め課題がある。そのため、敷地が接する道路幅員等に係る建
築基準法上の現行の緩和措置について、積極的な活用が図られるよう、地方
公共団体宛に周知徹底を図る。

国土交通省

<環境・エネルギー>
6 再生可能エネルギーの導入促進に向

けた規制の見直し(港湾又は海岸保
全区域における風力発電開発の推
進)    .

港湾又は海岸保全区域における風力発電開発を推進するため、「港湾の利用・
保全に著しく影響を与える」判断基準(港湾法)や海岸保全区域における許可基
準 (海岸法)の明確化について平成22年度中に結論を得、平成23年度のできる
だけ早期に措置を講じる。

平成22年度中検討・

結論、平成23年度早
期に措置

国土交通省
農林水産省

9 住宅・ビル等における省エネ設備・新
エネ設備の導入促進

新エネ設備 (太陽光パネル、太陽熱温示器や小型風力発電設備

'、

省エネ設備
(ヒートボンプ、コジェネ施設、燃料電池等)を住宅・ビル等の建築物に設置する
場合の建築基準法上の取扱い(容積、高さの不算入対象)について明確化し、
平成22年度中に周知する。

平成22年度中検討・

結論・措置
国土交通省
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【国土交通省】
く観光振興をはじめとした地域活性化>
20 口泊客への周遊案内及びエコツアー

等の事業者による参加者輸送に対す
る道路運送法上の許可を不要とする
範囲の明確化

有慣で旅客を運送する事栞を行う場合には、道路運送法上の許可が必要であ
るが、宿泊施設が送迎の間に宿泊客を周遊案内する行為及びエコツアーなど
の事業者によるエコツアー実施場所までの送迎については、一定の条件の下
に道路運送法上の許可を不要とする範囲を明確化することについて、早期に検
討し、平成22年度中に結論を得る。

平成22年度検討口結
論

国土交通省

23 コンテナ型データセンター設置に係る
規制の見直し

コンテナ型データセンターの設置について、無人運転が基本である等、その利
用実態を踏まえて建築基準法上の建築物の対象外とすることを検討し、結論を
得た上で、平成22年度中に措置を講じる。

平成22年度中検討・

結論・措置
国土交通省

く国を開く経済戦略>
32 日本国領海における外国籍船の荷役

待機の為の停留等の取扱いについて
物流の効率化などの観点から、既に、船社等からの要望を踏まえ、当該外国船
舶に不審な点が認められないこと、航行安全上の問題が生じないこと等が確認
できた場合には、領海内で外国船舶が荷役待機の為に停留等を伴う航行がで
きることとしているところであるが、今後更なる要望等を受けた場合には、その
方策について早期に検討し、平成22年度中に結論を出すこととする。

平成22年度検討・編
論

国土交通省

34 国際航空運賃規制の緩和 我が日におけるLCCの参入促進等の観点から、国際航空運賃の認可制度につ
いて、あらかじめ認可を受けた上限額の範囲内であれば、機動的に運賃の設
定口変更が行えるようにするための運用の緩和を、平成22年度中の可能な限り
早期に実施する。

平成22年度中の可
能な限り早期に措置

国土交通省
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【国土交通省】

円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策 (平成22年 10月 8日 閣議決定)

円高ロデフレ対応のための緊急総合経済対策(平成22年 10月 8日 間議決定)における決定内容

所管省庁番
号 事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1 既定の改革の実施時期を前倒しする事項
7 国際航空貨物チヤーター輸送における

第二国の航空会社による貨物チャー
ター便の運航容易化

国際航空物流の活性化により、物流コストの低減を図る観点から、相互主義の
確保に配慮しつつ、国際航空貨物チャーター輸送における第二国の航空企業
による貨物チャーター便の運航の容易化を平成22年中の可能な限り早期に実
施する。

平成22年中の可能
な限り早期に措置

□土交通省

8 国際航空貨物チヤ→ 一輸送における
フォワーダー・チャーター便の運航容
易化

国際航空物流の活性化により、物流コストの低減を図る観点から、相互主義の
確保に配慮しつつ、国際航空貨物チャーター輸送におけるフォワーダー・チャー
ター (利用運送事業者によるチャーター)の運航の容易化を平成22年中の可能
な限り早期に実施する。

平成22年中の可能
な限り早期に措置

国 土交通省

9 国際航空運賃規制の緩和 我力
'国

におけるLCCの参入促進等の観点から、国際航空運賃の認可制度につ
いて、あらかじめ認可を受けた上嗅額の範囲内であれば、機動的に運賃の設
定・変更が行えるようにするための運用の緩和を、平成22年中の可能な限り早
期に実施する。

平成22年中の可能
な限り早期に措置

国土交通省

別表2国を開く経済戦略分野を中心とした規制・制度改革事項

2 公共空間における収益施設の設置等
に係る規制緩和

地下街について、地方公共団体等に対し情報提供等の技術的支援を行うととも
に、民間事業者が駅前広場等の公共空間の利用を可能とする手法を提示す
る。また、国・地方公共団体が都市公園事業について意見交換・協議する会議
において、立体都市公園制度の活用等に関する情報を周知徹底する。

平成22年度措置 国土交通省

-150-



【国土交通省】
3 下水処理施設の改築・省スペース化

により生じる敷地の有効利用方針を国
が策定

下水処理施設の改築時に施設の省スペース化等を実現できる膜処理技術につ
いて、その導入のためのガイドラインを作成し、普及を促進する。

国土交通省

4 港湾経営の民営化 我が国港湾の国際競争力強化を図る観点から、港湾の選択と集中を進め、公
設民営の考え方のもと港湾の経営に関する業務に民の視点を取り込み、港湾
の一体経営を実現するため、「港湾経営会社 (仮称)」制度を創設する等、港湾
法等所要の法改正を行う。

平成22年結論・平成
23年通常国会への
法案提出

国土交通省

5 国際旅客チャーター便の個札販売 (航
空券のパラ売り)比率の一層の緩和

航空日由化が実現していない口・地域内の地点との間において、定期便の乗入
指定地点間か否かを問わず、一律、総座席数の50%未満まで、国際旅客
チャーターの個札販売を可能とする。羽田空港を発着する国際旅客チャニター
については、羽田空港の国際化にあわせて、深夜早朝時間帯は、他の空港と
同様、航空自由化が実現した国・地域内の地点との間では個札販売の制限を
撤廃する。

平成22年中の可能
な限り早期に措置

国土交通省

6 LCC等の低コストな運航の実現のため
の運航管理補助者の配置方法の明確
化

我が国におけるLCCの参入促進等の観点から、各空港において気象情報や飛
行計回等の機長への伝達等を行う航空会社の運航管理補助者について、航空
会社の事業の計画等で配置できることを明確化することにより当該会社の柔軟
な運航形態を支援することを平成22年度中に実施する。

平成22年度措置 国土交通省

規制・制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)

規制・制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番男 規制・制度改革事項 規制・制度改革の概要 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

①

下衝化調壼区域における風力発電機
付随設備に係る設置許可の柔軟化

再生可能エネルギー導入の重要性に鑑み、風力発電
籠翫昌麗』皇嘉琶占義許び変電設備を設置する施設である建築物であれば、

都市計画法に基づく開発許可は不要である旨明確化する。

平成23年度中措置丁 国主交通省
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【国土交通省】

②

小水力に係る従属発電に関する許可
手続の見直し

農栞用水の水路など既許可水利権の許可水量の範囲内での従属発電設備の
設置に係る水利使用許可については、河川の流量への影響が少ないことから、
手続の簡素化や標準処理期間の連守の徹底等の手続の見直しを図る。

平成23年度中措置 国土交通省

④

緑化地域等における太陽光発電設備
導入に係る取扱いの明確化

都市緑地法に基づく緑化地域等において、太陽光発電の導入促進を図るため
にも、太陽光発電設備を設置する建築物について市町村の判断で緑化率の義
務付けの適用を除外することが可能であることを周知する。

平成23年度中措置 国土交通省

⑤

都市公園における地域冷暖房施設の
取扱いの明確化

既存の都市公園の地下に地域冷暖房施設を設ける場合にあつては、公園管理
者 (地方公共団体)と協議の上で、立体都市公園制度の活用に伴う当骸都市公
園の区域の変更により、地上部に煙突や冷却塔を設けることが可能である旨、
周知する。

平成23年度中措置 国土交通省

⑥

下水熱・河川熟等の未利用エネル
ギーの活用ルールの整備

下水熱、海水熱、地下水熱等を利用した熱供給を行う際に必要となる手続や
ルールを明確化・簡素化する。

平成23年度中措置 内閣府、晨林
水産省、経済
産業省、国土
交通省、環境
省河川水の熱利用のための水利使用許可手続における審査方法等について、上

記の結果や民間事業者等からの要望等を踏まえ、見直しを検討し、結論を得
る。

平成23年度中検討・

結論

また、これらの手続やルールの検討に当たつては、関係省庁(国土交通省、環
境省、経済産業省、農林水産省)が連携し、事業者の利便性にも配慮したもの
とする。その際、内閣府がフォローアップ主体となつて進捗管理を行う。

平成23年度中措置

⑦

潜熱回収型給湯器ドレン排水処理に
関する行政手続の統一化

自治体が潜熱回収型給湯器ドレン排水の雨水管への排出を認める条例を制定
する際の判断材料として、水質や公衆衛生の観点からガイドラインを策定する。

平成23年度中措置 国土交通省
｀

⑨

道路への設置許可対象の範囲拡大 太陽光発電設備について、道路構造及び交通の安全に与える影響を勘案し、
道路占用許可対象物件への追加を検討し、結論を得る。

平成23年度中検討・

結論
国土交通省

電気自動車のための発電機器の道路占用の設置事例を紹介するなど、道路区
域内に設置可能対象物件であることを各道路管理者へ周知徹底を図る。

平成23年度中措置
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【国土交通省】

⑮

ガス導冒事薬の用に供する専冒の道
路占用酔可

省エネ・省002化 :こ責する天然ガス供給拡大のためのガスパイプラインの敷設
円滑化という公共性の高さ及び政策的課題の実現の観点から、経済産業省及
び国土交通省は、事業者によるパイプラインの設置計画等を関係道路管理者
に情報提供することにとどまることなく、両省が協議の上、道路占用許可が円滑
に取得できるよう検討し、結論を得る。その上で、国土交通省は関係道路管理
者に対して、当該事務の取扱いを通知するとともに、本通知が道路管理者にお
いて周知徹底されるよう取り組むこととする。

平成23年度中検討・

結論・措置

経済産業省、
国土交通省

⑮

行政によるガスエ事・通信工事跡の受
話夜旧費用の抑制

道路管理者が自ら道路の占用に関する工事 (ガスエ事・通信工事跡等)を行う
際には、その費用負担について工事の落札状況に応じた適正な額となるよう留
意する旨を平成20年3月 に各道路管理者へ周知しているところ、当該通知以
降、取扱いが適正に行われているかについて各道路管理者への調査を実施
し、実態把握を行う。その上で、不適切な取扱いがなされている場合には速や
かに改善策を講じる。

平成23年度中措置 国土交通省

①

準工栞地域におけるパイオガスの製
造の適用除外

下水処理場を所有する地方公共団体の公共性の高さ及び省エネロ省C02化に
資する政策的課題の実現の観点から、製造工程が消化ガスに含まれる不純物
除去等であり、高度な製造技術を要しない下水処理場等で発生のパイオガスに
ついて、建築基準法施行令の適用除外 技́術的指針の明示等により、立地を容
易にする方向で検討し、結論を得た上で、速やかに措置する。

平成23年度中検討・

結論・措置
日土交通省
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【国土交通省】

⑩

ガス′
=イ

プラインのインフラ整備に資
する占用許可要件等の柔軟 iヒ・明確
化

0河川
く河川縦断時の埋設許可要件・河川区域内での防證装置>
河川近傍における占用施設の安全性確保の観点も踏まえ、河川の一部を縦断
する占用に対して、どのような社会的な要請があるかを明らかにして、河川の規
模や状況等に応じた、治水上問題とならない縦断占用の要件等を明確化する
方向で検討し、結論を得る。

平成22年度検討開
始、平成23年度中結
llt

国土交通省

また、河川区域内での防護装置についても、二重構造と同程度の安全性を有す
る一重構造が実用可能かについて技術的な調査を実施する。

平成22年度検討開
始、平成23年度中結
論

○道路
く港湾施設としての道路>
社会インフラの整備に係る港湾施設としての道路の占用許可要件について、国
土交通省は、港湾管理者が行つている事務についての実態調査を行い、道路
法の取扱い(義務的占用)を参考とし、占用条件の明確化が可能となる方向で

検討し、結論を得る。その上で、関係港湾管理者に対して、当該事務の取扱い

を通知する。

平成22年度検討開

始、平成23年度中結
論 ,措置

<高速道路の占用許可要件>
高速道路については、道路法に基づく義務的占用の対象であり、許可基準 (手

続・技術的基準)も一般道路等と同様の取扱いとなることについて関係道路管
理者に対して、周知する。

平成23年度中措置

○公共用地等
<公共用地等における占用許可要件>
社会インフラの整備に係る都市公園の占用許可要件等について、手続の円滑
化を図る観点から、公益的事業に係る施設による都市公園の公益性等を考慮
した占用許可の考え方を公園管理者 (地方公共団体)に周知する。

平成23年度中措置

⑩

廃棄物処理施設に係る建築基準法第
51条の適用除外

焼却や埋立てを伴わないリサイクル施設の活動案態、周辺環境への影響につ
いて調査を行い、その結果を踏まえ、立地について都市計画が関与する必要が
なく、通常の工場と同等のものであるものについては、工場設置と同等の規制
とする方向で検討し、結論を得た上で速やかに措置する。

平成23年度中検討・

結論・措置
国土交通省

-154-



【国土交通省】
2.ライフイノベーション分野

③

施設・入所系サービスの再編 介歴保険施設等の施設・入居系サービスと居宅系サービスの在り方について、
介饉保険施設等の機能の現状と、「ケア付き住宅Jの最近の動向を踏まえ、諸
外国の例も含めて調査研究する。

平成23年度中検討
開始

厚生労働省、
国土交通省

高齢者専用住宅等については、保証されるサービスが不明確になっているの
で、「ケア付き住宅」を、常時ケアが提供される体制のもの、あるいは、24時間常
駐・見守りのある体制のものと、そうでないものについて整理する。

平成23年度中措置

⑩

駅中保育施設整備に係る規制緩和 既存の駅舎に保育所などの子育て施設を増築する工事の円滑化に向け、構造
耐力規定を柔軟に見直すことを検討し、結論を得る。

平成22年度検討開
始、できるだけ早期
に結論

国土交通省

3.農林口地域活性化分野

②

稼働中の産栞遺産の世界遺産への量
録

裾働中の産票這産の世界道産登録に関して、関係府省会議や有臓者会議の
設置を含め、関係府省が一体となって検討を行うとともに、関係府省は、現行の
文化財保護法に基づく保全方策以外の方策について速やかに検討を開始し、
できる限り早期に結論を得る。

平成22年度中に検
討を開始し、平成23

年度中できる限り早
期に結論

内閣富房、文
部科学省、経
済産業省、国
土交通省

③

かやぶき屋根等木遣建築物に関する
建築基準法の経和

日本の伝統構法を用いたかやぶき屋根等木造建築物の文化的価値を継承し、
地域活性化を図る観点から、建築基準法第22条に基づき特定行政庁が指定す
る区域内の建築物の屋根の構造及び区域の指定の在り方等について検討し結
論を得た上で、地方公共団体に技術的助言 (ガイドライン)を発出する。

平成23年度検討・箱
論・措置

国土交通省

④

河川腰岸の整備や人道橋の設置にお
ける仕組みの整備等

地域の魅力をいかした観光振興の観点から、河川景観の形成・保全と治水上
必要な諧基準との関係を定めた国土交通省『河川景観の形成と保全の考え方J

(平成18年 10月 )及び「中小河川に関する河道計画の技術基準」(平成22年8
月)に沿つて良好な河川景観の整備が進むよう、これらの周知徹底を図るととも
に、河川空間の景観や利用快適度を評価し、護岸、人道橋等の施設の整備・管
理にフィードバックする仕組みを検討する。

平成23年度検討開
始

国土交通省、
農林水産省

また海岸景観に関しても、「海岸景観形成ガイドライン」に基づく取紅不適切百
行われるよう、併せて周知徹底を図る。

平成23年度措置



【国土交通省】

⑤

看地型観光に即した各種果規制の見
直し―旅行業法 第3種旅行業者の
適用除外等―

看地型観光の高まる中、地域自らが主催する募集型企画旅行に関して、一定
の条件の下に、旅行業法 第Q種旅行業者の適用除外や第4種として新たなカ
テゴリーを創設するなど、消費者保護の観点も踏まえつつ、地域のリソースを使
いやすくする方策について、検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省

⑦

道路使用許可等の弾力的運用及び申
請手続の簡素化

歩道・車道空間を活用した地域の各種イベントを開催する場合:殖路使用及び
占有許可が取得しやすくなるよう、既に発出済みの道路使用許可及び占用許
可の取扱いに係る通知等や道路占用許可に係る申請書の様式の統一化につ
いて、改めて周知徹底を行うとともに、申請手続の簡素化及び―層の弾力的運
用を図ることについて、検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省、
警察庁

③

アーケードに添架する装飾等の運用
の緩和

各種イベントの装飾等をアーケードに適切に添架できるよう、添架期間や方法
等に応じた許可の範囲について検討し、技術的助言 (ガイドライン)を発出する。

平成23年度検討口結
論・措置

国土交通省、
総務省、警察
庁

①

大規模集客施設の郊外立地抑制につ
い ¬〔

平成18年の「まちづくり3法 Jの改正等が大規模集客施設の立地に与え薔
や、自治体による農地転用許可が大規模集客施設の立地に与えた影響など、
大規模集客施設の立地動向に係る全国的な実態調査を行い、調査結果を公表
する。

平成23年度措置 国土交通省

⑫

観光目的の船舶 (20t以上)の検査及
び設備の設置要件の緩和

20t以上の遊覧船や屋形舟において、航行区域が平水区域に限定される場合
には、船舶の安全性への影響を考慮しつつ、検査及び設備の設置要件の緩和
について、検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省

⑬

旅客船事票における航路申請に係る
届出範囲の拡大

平水区域内を航行する遊覧船や屋形舟に係る航路申請において、一定区願丙
における航路変更に柔軟に対応できるゾーン管理の仕組みを取り入れるなど、
弾力的運用の在り方について、検討する。

平成23年度検討開
始

国土交通省

4.アジア経済戦略、金融等分野

4-2.物流・運輸分野

⑤

45フィートコンテナ運送に係る環境堅
備

45フィートコンテナ用車両を40フィートコンテナ用車両と同等の通行条件とする
緩和措置につき、全国展開に向けて構造改革特別区域における安全面等の検
証を開始する。

平成23年度検討開
始

国土交通省
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【国土交通省】

⑥

国際コンテナの国内利用の促進 鞠出されるまでの一定期間内における免税コンテナの国内運送についての手
続を簡素化する。

平成23年度措置 財務省

「橋梁照査要領Jの国際貨物限定条件を緩和し、特殊車両通行許可制度の基
準を統一する等、国際貨物と同じ手続で国内貨物を運送することについて、違
法積載車両の指導取締り強化、車種や経路の限定方法等を含めて検討を行
う。

平成23年度検討開
始

国土交通省

⑦

水先制度の改革 指名制トライアル事業の成果をフィードバックし、輸番制に捉われるこ反「て指名
制度が円滑に機能するよう、引受事務要綱の改善の順次実施等、市場環境の
整備を図る。

逐次実施 国土交通省

水先人の養成について、質の高い新規参入者(特に3級水先人の増加)を奨励
し、優秀な人材の安定的確保を図り、もつて市場をより効果的に機能させるよ
う、0」Tの促進等を図る。

逐次実施

⑩

航空交渉の多日間化 早期に首都日空港を含むオープンスカイを実現し、国際航空ネットワークを拡大
するため、東アジア・ASEANの各国を最優先に、戦略的かつ積極的に二国間
交渉を推進する。また、こうした交渉を促進する観点から、多国間の枠組みの活
用を検討する。

平成23年度以降引き
続き実施

国土交通省

①

空港運営の在り方の見直し 国が管理する空港(大阪国際空港を除く)について、航空系リト航空系の経営―
体化と民営化等の具体的方策について、検討し早期に結論を得る。

平成23年度早期に
結論

国土交通省

成田国際空港株式会社について、平成22年5月 に取りまとめられた国土交通省
成長戦略における「これまで完全民営化の方向性が議論されてきた、成田国際
空港株式会社の経営の在り方については、今後、首都圏空港における容量拡
充の推移、全国の空港経営の在り方に関する議論も踏まえ、成田空港のアジア
におけるハブ空港としての地位確立に向けて、民営化戦略、手順が検討される
べきであるJとの方針を踏まえ、今後、所要の検討を行う。

平成23年度検討開
始。できる限り早期
に結論

⑫

空港発着枠の配分への市場メカニズ
ムの導入

国土交通省成長戦略における「羽日の発着枠の配分については、市場メカニズ
ムの導入可能性を調査することを通じて、航空会社の事業展開の自由度を高
めつつ、真に必要なネットワークの維持や競争環境の確保を通じた利用者利便
の向上といった公共的価値も併せて実現できる手法について検討を行い、平成
23年度中に新たな手法を確立した上で、平成25年度に予定されている増枠分
の配分を行うJとの方針を踏まえ、市場メカニズムの導入可能性について、検討
し結論を得る。

平成23年度検討・結
論   ′

国土交通省
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【国土交通省】

⑬

ビジネスジェットの利用促進に資する
規制の見直し

小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に係る参入基準及び運航・整備基
準につき、国際民間航空条約附属書に定められた国際標準への適合を前提と
し、米国の基準を参考とした包括的基準を導入することを検討し結論を得る。ま
た、包括的基準の導入の検討と並行して、関係者からの要望等を踏まえ、「機
長に要求される資格J「耐空性の確認」等の個別の項目について、順次、小型機
のオンディマンドチャーターを対象とした基準の導入を検討し結論を得る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省

我が日へのビジネスジェットの乗り入れ促進に向け、申請手続の簡素化等の利
用者負担の軽減策につき、検討し結論を得る。

平成23年度検討・結
論

⑮

米国、欧州等先進国との航空機材、
乗員資格等に関する相互承認の推進

米国との間で、平成21年4月 に締結した航空機材以外の分野 (乗員資格、整備
施設、シミュレーター等)においても、相互承認の協議を推進する。また、欧州等
その他の先進国とも協議を推進する。

平成23年度以降継
続実施

国土交通省

⑮

沿海航行区域の拡大 限定近海区域のうち、沿海区域に近い部分のみを航行する船舶の構造・設備
要件を設定する。

平成23年度措置 国土交通省

安全性を確保しつつ、沿海区域の部分的な拡大を検討し結論を得る。 平成23年度検討開
始、平成24年度結論

沿海資格船から限定近海船への変更を容易にするための基準の見直しを行
つ。

平成24年度措置

①

海上交通安全法航路における制限速
力の見直し

海上交通安全法航路における速力の制限区間及び制限速力の見直しにつき、
技術的な検討及び所要の調整を実施し、結論を得る。

平成23年度早期に
検討開始。結論を得
次第措置

国土交通省
｀

①

内航旅客船の船舶検査制度の見直
し、簡素化

内航旅客船の船体計画保全検査制度について、船舶の安全性への影響等を
考慮しつつ、検査項目の簡素化及び承認基準の緩和について検討し結論を得
る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省

⑩

空港の容量拡大、機能強化のための
取組・推進         ・ 威田空港については最短で平成26年度中に30万回、羽田空港については最短

で平成25年度中に44.7万回へ年間発着容量を拡大するため、着実に取組を行
う。なお、首都日空港については、上記取組により、向こう10年間は需要を上回
る供給が可能となることが見込まれるが、今後、インバウンド旅客の増加等によ
り需要が更に継続的に増加する場合を見据え、更なる容量拡大、機能強化に
ついて、あらゆる角度から可能な限りの方策を総合的に検討する。

平成23年度以降継
続検討

国土交通省
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【国土交通省】
4-4.rr分野

①

遭路占用手続における引込線の取扱
いの明確化

各戸に引き込むための電線の取扱いについては、遭路占用許可申請を別it要
しない旨、取扱いを統一するよう、改めて各道路管理者へ周知・徹底する。

平成23年度中措置 国土交通省

②

河川占用申謂書・港湾占用申請書の
申請様式の統一化、電子化

河り!:占用申購に関しては、申請フォーマットの簡素化方向での河川管理者間の
統一及び標準処理期間の1か月程度への短縮につき、検討を開始し、結論を得
た上で、国土交通省から各河川管理者に対して、周知・徹底する。

平成23年度検討・結
論・措置

国土交通省

港湾区域等の占用酢可申請に関しては、港湾管理者が行つている事務につい
ての実態調査を行い、その結果を踏まえ、港湾管理者に対し申請の統一化に
向けた検討を促す文書を発出する。

平成20年度検討・結
論・措置

国土交通省直轄管理施設 (道路・河川)の各種申請に関しては、ワンストップ
サービスで許可申請が可能となるよう申請書類の標準化及び提出窓口の集約
化等について、検討し結論を得る。

平成23年度中検討・

結論

④

河川占用標臓板の掲示薇務の一部援
和等

占用許可条件として付している占用許可標識の明示すべき事項から、占用期
間を月1除すべく、各地方整備局に周知・徹底を図る。また占用施設の形態に応
じて表示方法を変更できるよう、各地方整備局に周知・徹底を図る。

平成23年度早期措
置

国土交通省

21

船級協会が交付する条約証書の裏書
業務の追加

無線設備に係る関係法制度の整備を踏まえ、貨物船安全無線証書は、国土交
通省が裏書するだけではなく、船級協会でも裏書できるようにする。

平成23年度以降でき
る限り早期に措置

国土交通省

23

自動軍関連情報のrr化 自動車の事故情報及び初年度からの自動車検査登録情報等について、個人情
報の保護に留意しながら、rrを活用した一元管理・公開の可能性を、警察庁と
国土交通省の両省が協議の上、連携して検討を行う。

平成23年度検討。結
論

警察庁、国土

交通省

24

rrの活用による都市開発のワンストッ
プ化

rrの活用により、国土交通省に係る都市開発に関する行政手続のワンストップ
化について検討し、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省
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【国土交通省】
4-5.住宅・土地分野

①

老朽化建築物等の建替えに資する建
築規制の緩和

容積率の既存不適格物件となっている老朽建築物の建替え方策の検討に向け
て、大都市圏内の既存不適格物件について、実態把握のための調査を行う。

平成23年度措置 国土交通省

③

民間事業者による開発に併せた公共
施設整備等の促進のためのインセン
ティブ拡充

民間事業者が開発事業に併せて行う公園、地下コンコース、歩道橋等の整備
や既存道路の拡幅への協力等の公共貢献に見合つた容積率の割増し:日 影・

斜線制限の緩和等の誘導策に係る諸制度について、更なる活用を図るため、
その運用実態やニーズを調査・検証した上で、地方公共団体に対して周知を徹
底するとともに、それらの誘導策の具体的な事例を収集し、情報提供を充実さ
せる。

平成23年度措置 国土交通省

④

都市開発事業を対象とした道路空間
への建築制限の緩和

街区の面積が比較的小さい中心市街地等で複数街区をまとめて一定規模の敷
地として開発することが求められる場合などに、既存の一般道路の通行機能を
残しつつ、一般道路、細街路等の道路上空を活用し、道路空間と建築物の立体
的利用による大街区化の都市開発事業を可能とする方策について検討を行
い、所要の措置を講じる。

平成23年度検討・可

能な限り速やかに措
置

国土交通省

⑤

老朽再開発ビルの再々開発事業に向
けた環境整備

過去に市街地再開発事業等により施行された地区の実態を把握するための調
査を行い、調査結果を公表する。

平成23年度調査開
始、可能な限り速や
かに措置

国土交通省

⑥

特例容積率適用地区の拡大 特例容積率適用地区制度は土地の有効利用を図る上で効果的な制度である
が、現在、全国で1地区しか指定されていない。このため、本制度の積極的な活
用に向け、制度の活用が想定される地区等の実態やニーズを調査・検証し、そ
の結果を踏まえ、地方公共団体に技術的助言を行う。

平成23年度措置 国土交通省

⑦

構造計算適合性判定の対象範囲の見
直し

3階建て以下の小規模建築物を構造計算適合性判定の対象範囲から除外する
ことなどについて、国土交通省に設置された「構造計算適合性判定制度関連技
術検討委員会」における検討結果を踏まえ、制度の見直しを検討し、結論を得
る。

平成23年度検討開
始、可能な限り速や
かに結論

国土交通省

③

自動車整備工場に対する建築基準法
の用途地域ごとの面積制限の緩和

当面の対応として、自動車整備工場の立地状況や市街地環境への影響、事業
者等の要望等に係る実態調査を行い、その結果を踏まえ、必要な規模の自動
車整備工場の立地を容易にする方向で検討し、所要の措置を講じる。

平成23年度中検討・

結論・措置
国土交通省

また、「建築法体系勉強会」における建築法体系全体の見直しの検討結果を踏
まえた次期建築基準法改正過程において、上記と同様の方向で、本面積制限
の在り方も含め検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討開
始、次期法改正時ま
でに結論
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⑨

建築物の仮使用承認手続及び完了検
査制度の見直し

質買用オフィスビルなどで、未入居部分に本来必要のない暫定的な内装仕上
げを施して完了検査を受けるという無駄を余儀なくされるとの指摘も踏まえ、消
防設備や避難経路等については全て工事が完了し、安全上、防火上及び避難
上支障がないことが合理的に判断できる場合であつて、テナント未入居部分の
みが、壁や床などの内装工事を残し工事完了している場合に係る仮使用承認
手続の迅速化などについて検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討・結

論

国土交通省

5.消費者分野

①

マンション投資への悪買な勧誘に対す
る規制強化

マンション投資への悪質な勧誘から消費者を保護するため、契約締結前の行為
規制及び契約締結後の消費者保護規定の充実について、実態把握の上、省
令・通達改正で可能な措置は早急に講じるとともに、取引の安定性にも考慮し
て法的措置について検討し:結論を得る。            ,

省令・通達で対応可
能な措置は平成23

年度前半に検討・結
論・措置。法的措置
については平成23年
度中に検討・結論

国土交通省、
消費者庁

規制・制度改革に係る追加方針(平成23年7月 22日 閣議決定)

規制・制度改革に係る追加方針 (平成23年7月 22日 間議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制・制度改革事項 規制口制度改革の概要 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

⑩

発電水利種許可手続の合理化 小水力発電が河川環境に与える影響度を合理的な根拠に基づいて判断できる
よう、海外事例等各種データの収集や調査・研究に着手する。

平成23年度中検討
開始

国土交通省

小規模の水力発電のうち、減水区間が生じず、魚類の遡上環境その他の河川
環境に与える影響が想定されないと判断されるものについて、環境調査等は不
要であることとし、その旨、周知徹底を行う。

平成23年度中措置

河川区域内において小水力発電施設を設置する場合について、工作物の新築
等の許可に係る審査基準のうち、主に構造上の基準について検討する。

平成23年度中検討
開始、早期に結論

発電水利権の許可手続における河川影響調査等をめぐるトラブルの未然防止
や河川法の運用・許可手続に対する事業者等の理解を深めるため、国土交通
省本省内に相談窓口を設置する。

平成23年度中措置
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【国土交通省】
4アジア経済戦略、金融等分野

0物流口運輸分野

①

国際航空協定に関する独占禁止法適
用除外制度の見直し

国土交通省は、諸外国の国際航空に関する独占禁止法適用除外制度に係る
状況等を分析・検証し、我が国の同制度の在り方について、公正取引委員会と
協議しつつ、引き続き検討を行う。

平成 24年度検討 国土交通省

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「ハトミミ.com「国民の声Jの受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日 行政刷新会機報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間」において提出された全国規模の規制改革要望を検討した結果、各府省において実施するとされた事項

21

小水力発電装置の設置運営の円滑化 小水力発電に係る許可手続きの円滑化のため、申請がしやすくなるように水利
使用許可申請のガイドブックを作成し、公表する。

国土交通省

22

住宅の建設に係る諸手続の提出書類
の共用化

住宅瑕疵担保責任保険申込み窓口が登録住宅性能評価機関や指定確認検査
機関を兼ねている場合には重複している図書については提出を省略することが
できる旨、ホームページで周知する。

平成21年度 (措置
済)

国土交通省

23

企業再編に伴う土地譲渡に関する届
出

公有地の拡大の推進に関する法律第4条に基づく届出について、企業再編の
ための事業譲渡、現物出資等については、都道府県等の運用実態も踏まえ、
事務処理の迅速化・合理化等による譲渡制限期間の短縮について検討し、周
知する。
併せて、会社の合併及び分割による土地所有権の移転については、当該届出
は不要である旨周知する。

平成21年度 国土交通省

「ハトミミicom「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月

政刷新会議報告)

12日 行
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【国土交通省】
「ハトミミ。com「国民の声Jの受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中受付月間Jにおいて提出された全国規模の規制改革要望に対し、各府省において「検討」等を行うとされた事項

23

駐車場用換気装置の基準の見直し 駐車場用換気装置の換気能力の基準について、自動車排ガス規制の動向や
ハイプリッドカー等の低公害車の普及状況等を調査し、見直しを検討する。

平成21年度横酎開
始、結論を得次第措
置

国土交通省

24

建設栞許可の申請・変更届における
個人情報の取扱について

建設莱許可の申請及び変更等の届出の際に提出する役員の一覧表及び使用
人の一覧表のうち、現住所等の個人情報に当たる項目の閲覧については、個
人情報保護の観点から、当該項目については閲覧させないこととし、具体的な
実施方法について、実務上の課題等に配慮しつつ、結論を得る。

平成21年度結論 国土交通省

25

民間都市再生事業計画認定の申酷期
限の延長

民間都市再生事業計画の認定の申睛期限を今後さらに延長することについて、
今後の社会経済情勢や都市における市街地整備の状況等を踏まえ、検討す
る。

平成23年度までに結
論

国土交通省

26

羽田空港における国際ビジネスジェッ
トの発着枠許可申請期限の短縮

運航7日前までに行うこととされている、国際ビジネスジェットの羽田空港発着
~

枠取得のための申請期限について、運航3日前まで短縮することに向けた検討
を開始する。

平成21年度検討・結
論

´ 国土交通省

「「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案等への対処方針について」(平成22
年6月 18日 閣議決定 )

「『国民の声集中受付月間 (第 1回)Jにおいて提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年6月 18日 閣麟決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間 (第 1回 )」 において提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

28

遭路法における通路占用許可手続き
の簡素化・迅速化

遍路占用辞可手続きの簡素化・迅速化を図るため、地方自治体の道路管理者
に対して、道路法施行規則に定める様式に統一すること及び申請書の受理から
処分を行うまで原則として2～ 3週間の標準処理期間を設けて、速やな処理を
努めることについて、改めて周知を図る。

平成22年度 口土交通省
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【国土交通省】

29

国土交通省地方整備局発注の技術審
査業務などの入札契約見直しについ
て

技術審査栞務などの入札契約方式については、平成22年度からは全て総合評
価方式 (一般競争入札)に移行する。
平成23年度からは、公共サービス改革法に基づく民間競争入札 (市場化テスト)

を行う。

平成22年度
平成23年度

国土交通省

30

ホームページの検索機能の改善 ほしい情報がすぐに見つけることのできるよう、国土交通省ホームページについ
て、検索機能の向上を図る。

平成22年度 国土交通省

「「国民の声集中受付月間(第 1回)Jにおいて提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案のうち、各府省において「検討』等を行うとされた事項

49

通訳案内士制度の見直し 通釈案内士制度 (全般)の見直しについては、平成21年6月より抜本的な見直し
も視野に入れた検討を行うために「通訳案内士のあり方に関する検討会」を開
催しており、平成22年 6月 を目途に結論を得る。

平成22年度結論 国土交通省

50

国際航空貨物チャーター輸送における
第二国の航空会社による貨物チャー
ター便の運航容易化

関空、中部等の我が日拠点空港の費物バブ化を後押しする観点から、相互主
義の確保に配慮しつつ、国際航空貨物チャーター輸送における第二国の航空
企業による貨物チャーター便の運航の容易化について検討する.

平成22年度検討・結
論

国土交通省

51

国際航空貨物チャーター輸送における
フォワーダー・チャーター便の運航容
易化

関空、中部等の我が国拠点空港の貨物ハブ化を後押しする観点から、相互主
義の確保に配慮しつつ、国際航空貨物チャーター輸送におけるフォワーダー・
チヤーターの運航の容易化について検討する。

平成22年度検討・結
論

国土交通省

52

有価証券による宅建業者営業保証金
の保管替えの容認

有価証券をもって営業保証金を供託している場合も保管替えが可能とが裏戸
う、宅地建物取引業法及びその関係法令の改正を行う方向で、関係機関との検
討を開始する。

平成22年度検討開
始
平成23年度結論

国土交通省
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【国土交通省】

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日 閣
議決定)

「『国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年 6月 18日 閣議決定)における決定内容

『全国規模の規制改革要望』に係る過去の未実現提案等のうち、各府省において「検討」等を行うとされた事項

18

置殷工事現場の標臓の大きさの見直
し

戸建住宅などの建設工事現場においては,その敷地規模から

…
わるすべての建設業者が標識を掲げることは、物理的に無理な場合力ぐあるとの
指摘を踏まえ、建設業法において工事現場に掲示が義務付けられている法人
の名称、許可番号、代表者の氏名等を配載した標識の大きさについて検討を行
う。

平成22年度検討・結
論

国土交通省

「『国民の声』規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日 閣議決定)における閣議決定内容

「国民の声」に提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

21

:原状回復をめぐるトラブルとガイドラ
インJの見直し

民間賃賀住宅の退去時における原状回復に係るトラブ万
踏まえ、賃借人側及び賃貸人側双方の関係者の意見を考慮しつつ、「原状回復
をめぐるトラブルとガイドラインJの再改訂版を策定する。

平成23年度 国土交通省

22

市衝地再開発事栞の円滑かつ迅速な
実施

市街地再開発事業の都市計画の決定に当たっては、地権者等の都市計画同
意は要件とされていないことについて、改めて通知の周知徹底を行う。

平成23年度 国土交通省

23

承認船員制度における船長による実
務能力確認の適用対象国の拡大

承認船員制度における船長による実務能力確認について、その適用対象国の
拡大を実施する。

平成23年度 日土交通省

24

藩胃管理者による埠頭株式会社の株
式保有義務の見直じ

埠頭株式会社の発行株式総数の2分の1以上を港湾管理者が保有する義務を
廃止する旨の法案を提出する。

平成22年度
(措置済み)

国土交通省
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【国土交通省】
『「国民の声J規制。制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針J(平成23年4月 8日 閣議決定)における閣議決定内容

「国民の声」に提出された提案のうち、各府省において『検討J等を行うとされた事項

29

外国賃不による霧林買収動向の調査
の継続

森林の多面的機能の発揮という観点から、平成18年 1月 から平成21年 12月 まで
の期間における外国資本による森林買収について、国土交通省と連携し、国土
利用計画法に基づく土地取引の届出情報を参考に都道府県を通じて調査を
行つたところである。更に、平成23年3月 1日 に森林法の改正案を閣議決定して
国会に提出し、所有者のいかんにかかわらず、無断での伐採に対する規制を強
化する等の措置を導入することとしているところである。外国資本による森林買
収の動向を把握することの重要性に鑑み、今後も調査を継続することについて
検討する。

平成23年度検討開
始

晨林水産省
国土交通省

35

建築確認申醐・審査手続の迅速化 (構
造計算適合性判定機関による事前相
談の推進 )

構造計算適合性判定機関による事前相談を推進することについて検討を行い、
結論を得る。

平成22年度検討。結
論 (実施済み )

国土交通省

36

建築物等に係る大臣認定の迅速化
(認定期間の短縮化)

認定期間の短縮化に係る運用改善策の検討を行い、結論を得る。 平成22年度検討・結
論 (実施済み)

国土交通省

37

建築物の計画の変更に係る確認を要
しない軽微な変更の取扱いの明確化

建築物の計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更に該当する事例の周知
を通じ取扱いの明確化を図ることについて検討を行い、結論を得る。

平成22年度検討。結
論 (実施済み)

国土交通省

38

コンテナ型テータセンター設置 に係る

規制の見直し
コンテナ型データセンターの設置について、その利用実態を踏まえて建築基準

~

法上の建築物の対象外とすることを検討するに当たり、lSO規格コンテナではな
いものも含めてその検討を行い、結論を得る。

平成22年度検討・結
論 (実施済み )

国土交通省

39

バス事栞規制の見直し バス事莱規制について、高速乗合バスと高速ッアーバスの公平罐棗冒覇藤再顧
境の整備、乗合バスの運賃認可申請に係る手続の簡素化の観点から見直しの
検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省

40

需要に応じた航空定期便の経路変更
認可の迅速化及び運休届出の提出期
限の緩和

航空定期便の経路変更における変更認可の手続の迅速化にういて検討を行
い、結論を得る。また、需要に応じた運航を可能にする観点及び利用者の利便
の確保の観点の双方に配慮しつつ、定期貨物使の運体の届出における事業計
画変更の提出期限の緩和について検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省

41

定期路線経路上の一地点を目的地と
する臨時便の取扱いの緩和

航空機の安全運航体制の確保や他国との取決めに配慮しつつ、突発的な需要
に応じた寄港地までの運航に係る手続の簡素化について、検討を行い、結論を
得る。

平成23年度検討・結
論

国土交通省
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規制 8制度改革に係る対処方針 (平成22年6月 18日 閣議決定)

【環境省】

規制・制度改革に係る対処方針(平成22年6月 18日 間議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制改革事項 対処方針 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

⑤a

再生可能エネルギーの導入促進に向
けた規制の見直し(自 然公園・温泉地
域等における風力・地熱発電の設置
許可の早期化・柔軟化 等)

0地熱発電

温泉法における掘副許可の判断基準の考え方を策定し、ガイドラインとして運
用するよう通知する。

平成22年度中検討
開始、結論を得次第
措置

環境省

掘削の許可にあたって温泉事業者の同意書は許可条件となつていないこと及
び、同意書を求める場合には、あくまで行政指導であることを認識した上で、温
泉資源の保護等の目的のために有効かつ必要なものかどうかを検証するととも
に、都道府県における行政手続に関する条例等に定める行政指導に関する規
定を遵守するよう周知する。

平成22年度中措置

地熱発電に係る過去の通知を見直し、傾斜掘削について、個別に判断する際
の考え方を明確にするとともに、日立公園等の地表部に影響のない方法による
事業計画であれば許可できる旨新たに通知するための調査・検討に着手する。

平成23年度検討・結
論、結論を得次第措
置

G

再生可能エネルギーの導入促進に向
けた規制の見直し(自 然公日・温泉地
域等における風力・地熱発電の設置
許可の早期化・柔軟化 等 )

0風力発電

自然公園法施行規則第11条第11項について、「展望する場合の著しい妨げJ

「眺望の対象に著しい支障Jとなる技術的なガイドラインを定める。
平成22年度中措置 環境省

⑤ c

再生可能エネルギーの導入促進に向
けた規制の見直し(自 然公園・温泉地
域等における風力・地熱発電の設置
許可の早期化・柔軟化 等)

0共通

再生可能エネルギーの利用促進のため、風力発電及び地熱発電の爾発可能
地域のプーニングについて検討を行い、結論を得る。

平成22年度中検討
開始、結論を得次第
措置

国立公園については、行政手続法に基づき、風力発電及び地熱発電の許可に
係る標準処理期間を明示しているが、改めて周知する。当骸期間を超過する場
合には、申請者の求めに応じてその理由を開示する。

平成22年度中措置
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【環境省】

⑮

レアメタル等のリサイクル推進に向1ナ

た規制の見直し
広域認定制度における共同認定において、一定の要件を満たす場合、共同認
定外の事業者が製造した同種の製品であつても認定の対象とすることを検討す
る。

平成22年度中検討
開始、結論を得次第
措置

環境省

使用済小型家電等からのレアメタルのリサイクルを効率的・効果的に行うため
の新たな制度構築について、検討を行う.

平成22年度中検討
開始、結論を得次第
措置

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月 10日 閣議決定)

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 (平成22年9月 10日 閣議決定)における決定内容

所管省庁
ニ ロ

事項名 規制改革の概要 実施時期

別表1既定の改革の実施時期を前倒しする事項

<環境ロエネルギー>
4 再生可能エネルギーの導入促進に向

けた規制の見直し(自 然公園・温泉地
域等における風力・地熱発電の設置
許可の早期化・柔軟化 等)

地熙発電を推進するため、温泉法における掘Hll許可の判断基準の考え方を策
定し、ガイドラインとして運用するよう平成23年度中を目途に通知する。

平成22年度中検討
開始・平成23年度中
を目途に結論・措置

環境省
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【環境省】
6 レアメタル等のリサイクル推進に向け

た規制の見直し
0広域認定制度における共同認定において、一定の要件を満たす場合、共同
認定外の事業者が製造した同種の製品であつても認定の対象とすることを検討
し、結論を得た上で、平成22年度中に措置を講じる。
②使用済小型家電等からのレアメタルのリサイクルを効率的し効果的に行うた
めの新たな制度構築:Fついて、平成22年度中に検討を開始し、平成23年度を
目途に結論を得、結論を得次第措置を講じる。

0平成22年度中検
討・結論・措置
②平成22年度中検
討開始、平成23年度
を目途に結論、結論
を得次第措置

環境省

9 産業廃棄物の提出条件の統一化につ
いて

マニフェスト交付等状況報告書の提出条件を全自治体で統一することについ
て、具体的対応を行うべ〈平成22年度に検討、結論を得た上で、平成23年度に
必要な措置を請じる。

平成22年度検討・縮
論、平成23年度措置

環境省

10 廃築物処理法に係る許可手続の電子
化・簡素化

多量排出事業者による報告等の電子ファイルによる提出等を推進するため、平
成22年度中に必要な措置を講ずる。

平成22年度措置 環境省

政令で定める市毎に提出が義務付け
られている産業廃棄物収集運搬業の
許可申睛手続の簡素化

事務面や経費面の効率化の観点から、申請方法の統一化、簡素化を図ること、
または一の政令市の区域を越えて広壇的に収集運搬する場合は都道府県単
位での許可制に改めること等許可の合理化について、平成22年度中に実施す
る。

環境省

12 廃築物処理施設の変更層の要件緩和 廃棄物処理施設の能力を単純に減少する場合の変更許可手続について、平成
22年度中に軽微変更届出とする.

平成22年度措置

別表25分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制。制度改革事項

く環境・エネルギー>
12 発電所のリブレースの際の環境影響

評価の迅速化
火力発電所のリフレースは温

=効
果ガスのHJ滅にも資することから、これらの

事業のうち環境負荷が現状よりも改善するケースについて、環境影響評価に要
する時日の短縮が可能となるような手続の合理化を行うための方策の検討に
平成22年度中に着手し、平成23年度中に措置を講ずる。

平成22年度検討開
始、平成23年度結
論・措置

環境省

14 本質バイオマスを火力発電所等でボ
イラー燃料として利用する場合の規制
の在り方の検討

本質バイオマスを火力発電所等でポイラー燃料として利用する場合の廃棄物処
理法に基づく規制の在り方について、実態を十分に把握した上で必要に応じ検
討を行う。

平成22年度開始 環境省
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【環境省】

規制・制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 閣議決定)

規制・制度改革に係る方針 (平成23年4月 8日 間議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制口制度改革事項 規制。制度改革の概要 実施時期

1.グリーンイノベーション分野

⑥

下水熟・河川熱等の未利用エネル
ギーの活用ルールの整備

下水熱、海水熱、地下水熱等を利用した熱供給を行う際に必要となる手続や
ルールを明確化・簡素化する。

平成23年度中措置 内閣府、晨林
水産省、経済
産業省、国土
交通省、環境
省河川水の熱利用のための水利使用許可手続における審査方法等について、上

記の結果や民間事業者等からの要望等を踏まえ、見直しを検討し、結論を得
る。

平成23年度中検討・
結論

また、これらの手続やルールの検討に当たつては、関係省庁(国土交通省l環
境省、経済産業省、農林水産省)が連携し、事業者の利便性にも配慮したもの
とする。その際、内閣府がフォローアップ主体となつて進捗管理を行う。

平成23年度中措置

③

温
=効

果ガス排出量に関する報告の
一元化・統一化

事業者負担の軽減に向けて、エネルギーの使用の合理化に関する法律、地球
温暖化対策の推進に関する法律、自治体の条例に係る報告様式等の整合性
が図られるよう、自治体へ働きかけを行う。

平成23年度中措置 経済産業省、
環境省

3.農林・地域活性化分野

⑮

大気汚染及び水質汚濁の原因となり
得る特定工場の立地段階に必要とな
る手続の迅速化

グローバル競争が激化する現下の状況を踏まえ、60日 の審査期間を短縮する
措置を実施するよう地方公共団体に周知するとともに、事業者との相談体制の
整備や都道府県での審査事例の収集・展開など、地方公共団体が迅速な対応
を行えるよう必要な方策を講じる。

平成23年度措置

4.アジア経済戦略、金融等分野

4-4.rr分野

③
´

国立公園の景観対策に関する許可基
準の周知・徹底

目立公園の景観対策に関する許可基準に関して、当骸基準を順守するよう、周
知・徹底を図る。

平成23年度早期措
置

環境省
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【環境省】

規制・制度改革に係る追加方針 (平成23年7月 22日 閣議決定)

規制 `制度改革に係る追加方針 (平成23年7月 22日 閣議決定)における決定内容
所管省庁

番号 規制・制度改革事嗅 規制・制度改革の概要 実施時期

1 グリーンイノヽ ―ション分野

①

自然公国内における小水力発電設備
設置に係る審査手続の簡素化

周辺環境に与える影響が小さいと判断される小規模な水力発電設置や既設設
備を利用した発電設備の設置については、自然公園法に基づく許可に係る環
境影響調査を不要とする、あるいは、既往の文献調査や聞き取り調査のみで可
とするなど、当該調査の在り方について広く周知することにより、審査手続の透
明化を図る。

平成20年度中措置 環境省

⑩

勁脈物流を活用した食品リサイクルの
促進

食品リサイクル法について、再生利用事業計画 (リサイクルループ)の活用が促
進されるよう検討を行う。

平成24年度中検討
開始、平成25年度中
結論

農林水産省、
環境省

①

優艮事栞者による含理的な範囲での
再委託の実施

排出事業者からあらかじめ、再受託者の氏名等を配載した書面による承諾を受
けている場合等には再委託をすることが可能であるなど、現行制度で可能な再
委託の範囲を明確化し、周知徹底を行う。

平成23年度中措置 環境省

⑩

積晉え保管の酔可基準の明確化 小型車両から大型車両等へ輸送手段を変更する作業で:封入する産業廃棄物
の種類に応じて当該産業廃棄物が飛散着しくは流出するおそれのない水密性
及び耐久性等を確保した密閉型のコンテナを用いた輸送、又は産業廃棄物を
当該産業廃薬物が飛散若しくは流出するおそれのない容器に密封し、当該容
器をコンテナに封入したまま行う輸送において、当該作業の過程でコンテナが
滞留しない場合について、生活環境保全上支障がない作業場所の要件設定等
の検討を行い、当該場所における輸送手段の変更作業については、積替え又
は保管とみなさないことについて検討を行う。

平成23年度中検討
開始、結論を得次第
措置

環境省

⑩

一般廃築物処理栞の許可の更新期間
延長

一般廃棄物処理業の更新期間の在り方について、市町村やご般廃棄物孤理業
者の意見等を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

平成23年度開始 環境省
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【環境省】

⑩

産業廃棄物処理業者の変更届出規制
の合理化

許可の石効期間が通常よりも長期に認められる優良な産業廃粟物処理業者に
ついて、5%以上株主に係る変更届出の在り方を見直す。

平成23年度中検討
開始、結論を得次第
措置

環境省

④

微量PCB汚染廃電気機器等の処理
促進の在り方等の見直し

魔棄物処理法に基づく無害化処理認定制度の対象に追加され、絶縁油や焼却
炉に投入可能な小型の機器等の処理が始まつた微量PcB汚染廃電気機器等
の処理については、確実かつ適正な処理促進の在り方等を検討する。

平成23年度中検討
開始、結論を得次第
措置

環境省

②

自然的原因による汚染土壌の取扱い
の見直し

自然的原因による汚染土壊については、地方公共団体や事業者等の意見を聞
きながら、人為由来の汚染土壌と区別して負担軽減措置を講じる。

平成23年度中措置 環境省

また、負担軽減措置の内容について、効果検証を行うとともに、継続的な見直し
を図る。

平成23年度以降逐
次実施

3.農林・地域活性化分野

⑥

有害鳥獣捕獲に係る基準の見直し 晨林業者が狩猟免許なくても囲いわなを用いて狩猟期間内に捕獲できる「自ら
の事業地内」には、所有農地・林地のみならず、借地・業務受話した農地:林地
(土地所有者の了解を得ているものに限る)も含むこととする。

平成23年中措置 環境省

構造改革特区で認められている「有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従
事者容認事業Jを全国展開することで、農林業組合等の法人が―定の要件を満
たして許可を受ければ、狩猟免許を持たない個人等の農林業者でも、捕獲作業
の従事者として、狩猟免許所持者の指導により、鳥獣保護法における有書鳥獣
捕獲を補助者として行うことができるようにする。

平成23年度中措置

⑦

有害鳥獣捕獲の促進 栞として有害鳥獣捕獲を行う者を育成する制度(国の認定資格を設けるととも
に、当骸者に対して補獲の支援をし、地域をこえた活動を促進する等)を整備す
る。

平成23年度検討開
始、できる限り早期
に措置

環境省
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【環境省】

「ハトミミ。com「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについて」(平成22年 1月 12日行・
政刷新会議報告)

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

「ハトミミ.com「国民の声」の受付開始及び規制改革要望の棚卸しについてJ(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

「特区、地域再生、規制改革集中費付月間Jにおいて提出された全国規模の規制改革要望を検討した結果、各府省において実施するとされた事項

24

廃棄物処理法に関する条例の続―等 廃粟物の適正な処理を推進するためにも、各地方自治体の定めたルールにつ
いて、各地方自治体の公開情報を環境省ホームページ等で取りまとめる。

平成22年度

『ハトミミ.com『国民の声Jの受付開始及び規制改革要望の棚卸しについてJ(平成22年 1月 12日 行政刷新会議報告)における報告内容

『特区、地域再生、規制改革集中受付月間Jにおいて提出された全国規模の規制改革要望に対し、各府省において「検討」等を行うとされた事項

27

PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインに
おける運搬容器規定の一部見直し

PCB廃粟物を運搬軍で運搬する場合、消防法で規定する危険物に関する運搬
容器による運搬も可能とするか否かについて、PCB廃棄物収集・運搬ガイドラ
イン見直しの検討を行い、結論を得る。

平成23年度検討。結
論

環境省
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【環境省】

「「国民の声集中受付月間(第 1回 )」において提出された提案等への対処方針について」(平成22
年6月 18日 閣議決定)

『『国民の声集中受付月間 (第 1回)Jにおいて提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案のうち、各府省において実施するとされた事項

31

魔棄物処理における「国内の処理等
の原則」の撤廃

魔粟物処理法の改正により、廃棄物を委託して処理する事業者も輸入申告を
可能とし、日本国内において処理することにつき相当な理由があると認められる
場合には、自社の日外廃棄物に限らず、日外で排出された廃棄物を国内に受
け入れて処理することを可能とする。

廃棄物処理法改正
法施行日

環境省

32

廃棄物処理法に係る許可の欠格要件
の見直し

廃棄物処理業等の許可の欠格要件に該当する場合のうち、廃薬物処理業等の
許可を取り消された場合を、特に悪質な連反を犯して許可を取り消された場合
に限定することにより、連鎖的な許可の取消しに対する手当てを行うb

廃棄物処理法改正
法施行日

環境省

33

産業廃棄物収集運搬業許可の簡素イE 許可手続の簡素化を図るため、以下の2点について、改めて地方自治体に対し
て周知を行う。
・産業廃薬物収集運搬業許可の更新手続において、許可内容に変更のない場
合に添付不要とされている「事業計画の概要を記載した書類Jの提出を求める
ことのないようにする。
口積替え・保管施設の設置・変更にあたって、周辺住民への説明会開催や同意
書の取得を求めないようにする。

平成22年度 環境省
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【環境省】
『「国民の声集中受付月間 (第 1回 )Jにおいて提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

「国民の声集中受付月間(第 1回 )Jにおいて提出された提案のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

53

政令で定める市毎に提出が義務付け
られている産業廃築物収集運搬業の
許可申請手続きの簡素化

事務面や経費面の効率化の観点から、申庸方法の統一化、簡素化を図ること、
または一の政令市の区域を越えて広域的に収集運搬する場合は都道府県単
位での許可制に改めること等許可の合理化を図ることについて、具体的対応を
行うべく検討し、結論を得る。

平成22年度検討・精
論

環境省

54

産業廃粟物の提出条件の統一化につ
いて

マニフェスト交付等状況報告書の提出条件を全自治体で統一することにつしヽ
て、具体的対応を行うべく検討し、結論を得る。

平成22年度検討・結
論

環境省

ヽ

　

５

５

廃粟物処理法に係る許可手続の電子
化・簡素化

多量排出軍業者による報告等の電子ファイルによる提出等を推進するため、具
体的対応を行うべく検討し、結論を得る。

平成22年度検計。結
論

50

容器包装リサイクル法へのデポジット
制度等の導入

「リユースJや「デボジット」の本邦への導入可能性について検討する研究会に
おける、デポジット制度を導入したペットボトルのリユース実証実験等の結果を
踏まえ、びんなどの他の容器についても検討を行う。

平成22年度検討開
始、結論を得次第措
置

環境省

57

動物報処分の改警 動物愛腰管理法の次期見直しの中で、動物殺処分の改善方法等について包括
的に検討を行い、結論を得る.

平成23年度検討・結
論

環境省

『「国民の声集中受付月間(第 1回 )」において提出された提案等への対処方針についてJ(平成22年6月 18日 閣議決定)における決定内容

『全国規模の規制改革要望Jに係る過去の未実現提案等のうち、各府省において「検討J等を行うとされた事項

19

廃乗物処理施設の変更届の要件緩和 廃棄物処理施設の能力を単純に減少する場合の変更許可手続きについて,~軽

微変更届出としてよいか検討し、結論を得る。
平成22年度検討・結
論

環境省
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【環境省】

「「国民の声」規制口制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針」(平成23年4月 8日 閣議
決定)

「「国民の声」規制,制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針J(平成23年4月 8日 閣議決定)における閣議決定内容

『国民の声Jに提出された提案めうち、各府省において実施するとされた事項

25

魔棄物の多量排出事薬者計画の統一
と報告の電子化

「多量排出事業者Jの提出する産業廃棄砺⊃減量その価
画について統一的な様式を定めるとともに、当骸計画及び当該計画の実施の
状況の報告について、電子ファイルによる提出を可能とする。

環境省

「「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針J(平成23年4月 8日 間議決定)における閣議決定内容

『国民の声Jに提出された提案のうち、各府省において「検討」等を行うとされた事項

28

新規化字物質届出制度の統合・簡素
化

新規化宇物質の労働安全衛生法に基づく届出と化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律に基づく届出に関しては、評価の観点や必要試験項目、
審査の手続が異なつているが、届出者の利便性を図るべく、それぞれの様式の
統合・簡素化について検討を行い、結論を得る。

平成22年度検討開
始・

平成23年度結論

厚生労働省
経済産業省
環境省

-176-




